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神戸市民病院機構の概要 

地方独立行政法人 神戸市民病院機構事業報告書 

 

「地方独立行政法人 神戸市民病院機構の概要」 

１ 現況 

①法人名    地方独立行政法人神戸市民病院機構 

②本部の所在地 神戸市中央区港島南町 2 丁目 1 番地の 11 市民病院前ビル 3 階 

③設立年月日  平成 21 年 4 月 1 日 

④役員の状況                             

役  職 氏  名 備考（理事の担当等） 

理 事 長 常 勤 菊 池 晴 彦  

副理事長 非常勤 山 岡 義 生 
（一財）日本バプテスト連盟医療団理事長 

（公財）田附興風会医学研究所北野病院理事 

理  事 常 勤 北     徹 中央市民病院長 

理  事 常 勤 石 原 享 介 西市民病院長 

理  事 常 勤 原 田 比呂志 法人本部長 

理  事 非常勤 井 口 實嬉信 ＰＦＩ・ＳＰＣ担当理事 

理  事 非常勤 新   尚 一 神栄（株）相談役，神戸商工会議所副会頭 

理  事 非常勤 大 森 綏 子 （公社）兵庫県看護協会会長 

理  事 非常勤 中 村   肇 （公財）阪神北広域救急医療財団理事長 

理  事 非常勤 盛 岡 茂 文 （医財）康生会武田病院副院長 

監  事 非常勤 藤 原 正 廣 弁護士（京町法律事務所） 

監  事 非常勤 若 松 尚 也 公認会計士（若松会計事務所） 

⑤設置・運営する病院の概要 右表のとおり 

⑥職員数          1,942 名（平成 25 年 4 月 1 日現在） 

２ 神戸市民病院機構の目標 

  神戸市立医療センター中央市民病院は市全域の基幹病院として，神戸市立医療センター西市民病院は市

街地西部の中核病院として，これまでも医療機能に応じて地域医療機関との連携を図り，患者の立場に立

って，市民の生命と健康を守るという役割を果たしてきた。 

  今日,病院を取り巻く環境が急激に厳しさを増す中にあって，市民病院としての医療を市民・患者のニー

ズに応じて提供するためにも，今まで以上に機動性，柔軟性及び透明性を高め，より効率的な病院運営を

行う必要がある。 

  このため,市民病院の基本理念を継承し，地域医療機関との連携及び役割分担のもとで，引き続き，救急

医療や高度・先進医療等の不採算医療及び行政的医療も含め質の高い医療を安全に市民に提供するという

公的使命を果たすとともに，地方独立行政法人制度の特徴を生かし，最大限の努力による市民・患者への

サービスの向上と効率的な病院運営を行う。 

（病院の概要）                       （平成 25 年 4 月 1 日現在） 

項 目 中 央 市 民 病 院  西 市 民 病 院  

主 な 役 割 

及 び 機 能 

 

救命救急センター指定病院  

総合周産期母子医療センター  

第 1・2種感染症指定医療機関 

災害拠点病院  

地域がん診療連携拠点病院 

地域医療支援病院 

臨床研修指定病院 

病院機能評価認定施設 

卒後臨床研修評価機構認定施設  

 

2次救急対応 

がん診療連携拠点病院に準じる病院 

高齢者医療の充実 

在宅医療の支援 

臨床研修指定病院 

病院機能評価認定施設  

 

所 在 地 神戸市中央区港島南町 2 丁目 1 番地の 1 神戸市長田区一番町 2丁目 4番地 

許 可 病 床 数 700床(うち感染症 10床) 358床 

稼 働 病 床 数 700床(うち感染症 10床) 358床 

診 療 科 

 

循環器内科，糖尿病・内分泌内科，腎

臓内科，神経内科，消化器内科，呼吸

器内科，血液内科，腫瘍内科，緩和ケ

ア内科，感染症科，精神・神経科，小

児科，新生児科，皮膚科，外科，移植

外科，乳腺外科，心臓血管外科，呼吸

器外科，脳神経外科，整形外科，形成

外科，産婦人科，泌尿器科，眼科，耳

鼻咽喉科，頭頸部外科，麻酔科，歯科，

歯科口腔外科，臨床病理科，放射線

診断科，放射線治療科，リハビリテ

ーション科，救急科，総合診療科 

消化器内科，呼吸器内科，リウマチ・

膠原病内科，血液内科，循環器内科，

腎臓内科，糖尿病・内分泌内科，神経

内科，総合内科，臨床腫瘍科，精神・

神経科，小児科，外科，呼吸器外科，

整形外科，皮膚科，泌尿器科，産婦人

科，眼科，耳鼻咽喉科，歯科口腔外科，

臨床病理科，放射線科，麻酔科，リハ

ビリテーション科 

  

  

 

 

 

（平成 25 年 4 月 1 日現在） 

 

※ 中央市民病院において，平成 25 年 4 月に「総合周産期母子医療センター」として指定を受けると

ともに「免疫血液内科」を「血液内科」へ再編した。 

※ 西市民病院において，平成 25 年 11 月に「地域医療支援病院」の名称承認を受けた。また，平成

26 年 1 月より「消化器外科」を新設した。 
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全 体 的 な 状 況 

１ 総括 

 平成 25 年度においても，引き続き，常任理事会，理事会を定期的に開催し，活発な議論を展開すると

ともに迅速な意思決定を図り，円滑な運営に努めた。 

市民病院としての役割の発揮では，地域医療機関との役割分担・連携のもと，救急医療，小児・周産期

医療，感染症医療，災害緊急時の医療を提供した。特に，中央市民病院では，新病院より，拡充，機能強

化した救命救急センターを効率的に活用し，より迅速かつ的確な診断及び処置を進めたほか，診療当初か

らチームによる救急医療を展開し，円滑な運用を図った。西市民病院では，段階的に拡充し実施していた

木曜・金曜・土曜・日曜日及び祝休日の 24 時間救急医療体制を，医師の確保や院内の調整等を経て，9

月より 24 時間 365 日体制に全面再開させた。また，専門性の高い医療の充実として，がん，脳卒中，急

性心筋梗塞，糖尿病の 4 疾病への対応及び新たに 5 疾病として位置づけられた精神疾患についても身体合

併症への対応を中心に取り組んだ。患者・市民に提供するサービスの向上においては，引き続き，待ち日

数・待ち時間対策などに取り組んだ。医療の質及び安全性の確保としては，コンプライアンスの推進，医

療安全対策，院内感染防止及び安全管理を徹底し，より一層チーム医療の推進に努め，質の高い医療を提

供した。また，クリニカルパス，ＤＰＣの活用，電子化を推進し，医療の質の標準化を図った。 

人材確保・育成面としては，職員がプロとして活躍し，やりがいを持てるよう資格取得を促進するとと

もに，充実した研修制度を継続した。また，優れた専門職を確保するため，経験者採用及び育児短時間勤

務制度等を継続するとともに，夜勤専従手当（看護師）や夜間看護補助業務手当を創設した。さらに，医

師を対象とした研究休職制度や，医師・医療技術職員を対象とした短期国内外派遣制度を構築し運用を開

始した。 

経営に対する取り組みとしては，医療職の積極的な確保による診療体制の充実，ＤＰＣを活用した効率

的な病床運用及び手術室や医療機器の効率的な運用等に取り組んだ結果，診療単価の増加や平均在院日数

の短縮などに表れ，医業収益の増加により，経常収支比率は目標値を上回り，単年度資金収支についても，

目標値を大きく上回った。 

中央市民病院の運用については，平成 23 年 7 月の移転・開院以降，ＰＦＩ業務に関するモニタリング

を定期的に実施し，業務確認や改善によって円滑な運営を図った。また，医療産業都市への寄与として，

中央市民病院では，先端医療センターや周辺医療機関との連携会議を開催するとともに，高度医療機器の

共同利用や共同研究を実施した。 

 

２ 各病院及び法人本部の取り組み状況 

（１） 中央市民病院 

   全市の基幹病院・救命救急センターとして 24 時間体制の救急医療を継続するとともに，新病院移転後か

らは，救急専用病床を 50 床（旧病院では 30 床）に拡充し，機能強化した救命救急センターを効率的に活

用し，より迅速かつ的確な診断及び処置を進めたほか，診療当初からチームによる救急医療を展開し，円

滑な運用を図った。また，成育医療センター等を活用し安定的な小児・周産期医療を提供し，4 月に総合

周産期母子医療センターとして認定を受けた。 

専門性の高い医療の提供を充実するため，4 月より免疫血液内科を血液部門に特化した血液内科に再編 

した。また，5 疾病への対応としてがんセンターを再構築することにより機能・体制を強化させた臓器別

ユニット外来を 4 月より設置するとともに，脳卒中治療や急性心筋梗塞治療，糖尿病治療についても充実

した医療の提供を継続し，精神疾患については身体合併症の受入れを中心に取り組んだ。市民・患者に提

供するサービスの向上では，携帯呼出端末や自動精算機の活用によって待ち時間の有効利用や短縮を図る

とともに， 8 月より市民健康ライブラリーに約 1,000 冊の書籍を取り揃え，本格的な運用を開始した。地

域医療機関との連携においては，地域医療支援病院として，引き続き地域医療機関との積極的な紹介・逆

紹介が行われるよう取り組みを進め，顔の見える連携を図るため，「地域連携懇話会」の開催やオープンカ

ンファレンス等を継続した。この結果，平成 25 年度の紹介率・逆紹介率は前年度実績及び目標値を上回

った。医療の質及び安全の確保としては，全病棟に薬剤師を配置させるとともに，あらゆる部門や職種を

超えたチーム医療を提供することによって，より専門性の高い医療の提供を図った。また，電子カルテの

活用により，患者診療情報を一元管理することによって，医療の質の標準化及び一層の向上につなげた。

さらに，職員の研究支援や教育のため，4 月より学術支援センターを設置し体制の充実を図った。 

人材育成の面では，教育セミナーを継続して開催するとともに，臨床研修センターを中心に，研修体制

の充実を図った。また，職員のモチベーションの維持及び向上につながる方策として，院内保育所につい

て，4 月より毎週金曜日に 24 時間保育（通称「お泊り保育」）の試行実施を開始した。 

経営に対する取り組みとしては，院長ヒアリングを継続して開催し，各診療科・部門の課題把握や対応

策の検討を行うとともに，ＤＰＣを踏まえた病床運用や連携の推進等についても協議した。さらに，業務

経営改善委員会を毎月開催し，経営改善についての議論を継続した。平成 25 年度実績では，地域医療機

関との連携推進や入院前検査センターの活用等による在院日数のさらなる短縮，手術件数や外来化学療法

件数の増加等による診療単価の増額等によって，単年度資金収支は 22.9 億円の黒字となり，経常収支比率

も目標値 100.4％に対して実績値 102.5％となり，目標値を大幅に上回った。 

中央市民病院の運用については，平成 23 年 7 月の移転・開院以降，ＰＦＩ業務に関するモニタリング

を定期的に実施し，業務確認や改善によって，円滑な運営を図った。また，医療産業都市への寄与として，

中央市民病院では，先端医療センターや周辺医療機関との連携会議を開催するとともに，高度医療機器の

共同利用や共同研究を実施した。 

 

（２） 西市民病院 

市  市街地西部の中核病院として，段階的に拡充し実施していた木曜・金曜・土曜・日曜日及び祝休日の 24

時間救急医療体制を，医師の確保や院内の調整等を経て，9 月より 24 時間 365 日体制に全面再開させた

結果，救急患者数，救急入院患者数，救急車搬送受入れ数いずれも前年度を上回った。小児・周産期医療

においては，小児科において医師を増員し体制の強化を図るとともに，周産期センターを中心に安定した

周産期医療の提供を継続した。 

専門性の高い医療の提供を充実するため，1 月より「消化器外科」を新設した。がん治療に関しては，

「がん診療連携拠点病院に準じる病院」として，外来化学療法センターの積極的な運用や「がん看護相談

窓口」を活用した取り組みを行った。市民・患者に提供するサービスの向上では，外科の診察室の空き時

間を利用して整形外科の診療を引き続き行うなど待ち時間の短縮を図るとともに，外来看護担当マネー 
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ジャーやフロアマネージャーを継続配置し，総合案内機能の体制を維持した。地域医療機関との連携では，

地域医療機関への診療科部長等の訪問を継続するとともにオープンカンファレンスを引き続き開催し，紹

介・逆紹介を促進することにより，11 月に地域医療支援病院の名称承認を受けた。また，4 月に地域医療

部に在宅支援室を設置し，訪問看護ステーションからの要請により，認定看護師等が訪問看護師に同行し

て技術支援を行った。 

人材育成の面では，組織化した研修室を活用し，初期・後期研修医への教育・研修の充実を図るととも

に，平成 24 年度より独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）の草の根技術協力事業に参画し，ベトナム

社会主義共和国のダナン産婦人科・小児科病院の人材育成のため，看護師等を派遣し，また，研修員を受

け入れ，教育支援を引き続き行った。 

経営に対する取り組みでは，院長ヒアリングを各診療科・部門に対して継続し，問題点の抽出や今後の

方針決定を行い，診療科ごとの経営改善意識の向上を図った。また，業務経営改善委員会を開催し，増収

及びコスト削減対策について検討するとともに，病院の質を向上させるための取り組みも積極的に議論し

た。平成 25 年度実績では，地域医療支援病院入院診療加算等の算定を開始したこと，ＣＴや心臓血管造

影検査の増加等による診療単価の増額により，単年度資金収支は 5.2 億円の黒字となり，また，経常収支

比率も目標値 100.0％に対して実績値 104.3％となり，目標値を大幅に上回った。 

 

（３） 法人本部 

人材確保・育成面としては，職員がプロとして活躍し，やりがいを持てるよう資格取得を促進するとと

もに，内容，期間ともに充実させた新規採用職員研修の継続や採用後 3 年目の法人採用職員研修の開催，

また，西神戸医療センターを含めた医事課職員研修を新たに先端医療センターも加えて実施するなど研修

制度の充実・拡大を図った。また，優れた専門職を確保するため，経験者採用及び育児短時間勤務制度等

を継続するとともに，夜勤専従手当（看護師）や夜間看護補助業務手当を創設した。さらに，医師を対象

とした研究休職制度や，医師・医療技術職員を対象とした短期国内外派遣制度を構築し運用を開始した。

病院経験をもった職員の昇任・昇格制度について，7 月より他病院での職務経験を考慮した制度に改正し，

法人固有職員の係長昇任選考を行うとともに，職員の努力と職責に応じた給与体系を構築するため，独立

行政法人国立病院機構の給料表に準拠した法人給料表を利用し，職員の努力と職責に応じた運用を継続し

た。また，職員の勤労意欲の向上を目的とする優秀職員表彰を継続実施した。 

  経営に対する取り組みとしては，定期的に開催した常任理事会（12 回），四半期ごと等に開催した理事

会（5 回）において月次決算，四半期決算報告を行うことで，年度計画の予算，収支計画及び資金計画が

着実に実行できるような進捗管理を実施するとともに，両病院及び法人本部において，年度計画の達成に

向けて進捗状況を確認するため，四半期ごとにマネジメントシートを作成し，事務局ヒアリング及び半年

ごとに各病院において院長ヒアリングを実施した。なお，11 月に実施した上半期の達成状況ヒアリングに

ついては，上半期決算，平成 26 年度計画の重点項目及び市関連予算要求（医療機器等購入予算）と併せ

て理事長ヒアリングを実施し，検証体制の充実を図った。また，費用の合理化では，両病院に加えて新た

に西神戸医療センターも含め，共通で購入している診療材料について値下げ交渉を行い，医薬品について

は，民間のベンチマークの活用により強力な価格交渉を実施し費用の削減につなげた。 

 

３ 大項目ごとの概要 

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するための取り組み 

市民・患者に提供する医療の質の向上としては，地域医療機関との役割分担のもと，引き続き市民病院

としての役割を果たすため，救急医療，小児・周産期医療，感染症医療，災害緊急時の医療を提供した。 

中央市民病院では，新病院より，拡充，機能強化した救命救急センターを効率的に活用し，より迅速か

つ的確な診断及び処置を進めたほか，診療当初からチームによる救急医療を展開し，円滑な運用を図った。

西市民病院では，段階的に拡充し実施していた木曜・金曜・土曜・日曜日及び祝休日の 24 時間救急医療

体制を，医師の確保や院内の調整等を経て，9 月より 24 時間 365 日体制に全面再開させた。 

小児・周産期医療の取り組みでは，中央市民病院については 4 月に総合周産期母子医療センターの指定

を受け，成育医療センター等を活用し，産科，新生児科，小児科が一体となって，医療・保健を一貫した

体制で医療を提供した。また，西市民病院については，正常分娩を中心として，リスクの高い分娩にも可

能な限り対応するとともに，小児科において医師を増員し体制の強化を図ると同時に，周産期センターを

中心とした取り組みなど，両病院において地域の医療機関と連携して，安定的な小児・周産期医療を提供

した。感染症医療については，両病院において，感染管理専従看護師を引き続き配置し，感染防止の積極

的な取り組みや新興感染症対策などについて速やかな対応を行った。災害その他の緊急時における取り組

みとしては，緊急事態に対処できるよう両病院において災害訓練等を継続した。 

専門性の高い医療の提供を充実するため，中央市民病院においては，4 月に免疫血液内科を血液部門に

特化した血液内科に再編した。また，5 疾病への対応としてがんセンターを再構築することにより機

能・体制を強化させた臓器別ユニット外来を 4 月より設置するとともに，脳卒中治療や急性心筋梗塞治療，

糖尿病治療についても充実した医療の提供を継続し，精神疾患については身体合併症の受入れを中心に取

り組んだ。西市民病院では専門性の高い医療の提供を充実するため，1 月より「消化器外科」を新設した。

また，「がん診療連携拠点病院に準じる病院」として，がん治療を充実させると同時に，糖尿病治療，精

神疾患については身体合併症の受入れを中心に取り組んだ。 

 市民・患者に提供するサービスの向上として，患者満足度調査や意見箱によるニーズ把握のもと，中央

市民病院では，携帯呼出端末や自動精算機の活用によって待ち時間の有効利用や短縮を図った。西市民病

院においては，外科の診察室の空き時間を利用して整形外科の診療を引き続き行うなど待ち時間の短縮を

図るとともに，外来看護担当マネージャーやフロアマネージャーを継続配置し，総合案内機能の体制を維

持した。地域医療機関との連携としては，中央市民病院については，地域医療支援病院として，引き続き，

地域医療機関との間の積極的な紹介，逆紹介に努めるとともに，「地域連携懇話会」の開催やオープンカン

ファレンス等を継続した。西市民病院については，地域医療機関への診療科部長等の訪問を継続するとと

もにオープンカンファレンスを引き続き開催し，紹介・逆紹介を促進することにより，11 月に地域医療支

援病院の名称承認を受けた。また，4 月に地域医療部に在宅支援室を設置し，訪問看護ステーションから

の要請により，認定看護師等が訪問看護師に同行して技術支援を行った。 

医療の質及び安全性の確保としては，コンプライアンスの推進，医療安全対策，院内感染防止を徹底し，

中央市民病院では全病棟において薬剤師を配置し，西市民病院においても薬剤師を増員し，5 月から全病 

棟へ薬剤師を配置するなど，チーム医療の一層の推進と質の高い医療を提供した。さらに，クリニカルパ

ス，ＤＰＣ等を活用し，医療の質の標準化を図った。なお，中央市民病院では職員の研究支援や教育のた 



 

- 4 - 

 

め，4 月より学術支援センターを設置し，体制の充実を図った。 

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための取り組み 

人材育成としては，職員がプロとして活躍し，やりがいを持てるよう資格取得を促進するとともに，内

容，期間ともに充実させた新規採用職員研修の継続や採用後 3 年目の法人採用職員研修の開催，また，西

神戸医療センターを含めた医事課職員研修を新たに先端医療センターも加えて実施するなど研修制度の

充実・拡大を図った。また，優れた専門職を確保するため，経験者採用及び育児短時間勤務制度等を継続

するとともに，夜勤専従手当（看護師）や夜間看護補助業務手当を創設した。さらに，医師を対象とした

研究休職制度や，医師・医療技術職員を対象とした短期国内外派遣制度を構築し運用を開始した。病院経

験をもった職員の昇任・昇格制度について，7 月より他病院での職務経験を考慮した制度に改正し，法人

固有職員の係長昇任選考を行うとともに，職員の努力と職責に応じた給与体系を構築するため，独立行政

法人国立病院機構の給料表に準拠した法人給料表を利用し，職員の努力と職責に応じた運用を継続実施し

た。また，職員のモチベーションの向上を目的とする優秀職員表彰を継続実施した。このほかにも教育病

院として指導力の向上のための研修体制の充実や看護学生等の積極的な受入れを行い，特に，西市民病院

では，平成 24 年度より独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）の草の根技術協力事業に参画し，ベトナ

ム社会主義共和国のダナン産婦人科・小児科病院の人材育成のため，看護師等を派遣し，また，研修員を

受け入れ，教育支援を引き続き行った。 

 

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための取り組み 

  経営に対する取り組みとしては，常任理事会を毎月開催，四半期ごと等に理事会を開催し，月次決算報

告内容の改善を図りながら，さらなる活発な議論を展開するとともに迅速な意思決定を図った。また，年

度計画の達成に向け，院長による全部門ヒアリングを引き続き実施し，組織目標や課題認識の共有，課題

解決への取り組みを通して，ＰＤＣＡサイクルの確立や全職員の経営意識の向上を図った。なお，11 月に

は上半期の達成状況とともに上半期決算，平成 26 年度計画の重点項目及び市関連予算要求（医療機器等

購入予算）と併せて理事長ヒアリングを実施し，検証体制の充実を図った。 

具体的な両病院の状況では，中央市民病院においては，地域医療連携のさらなる推進に努めたことによ

り紹介，逆紹介率ともに平成 24 年度を上回ったことや入院前検査センターの活用等によって平均在院日

数が平成 24 年度を下回る 11.3 日に短縮されたこと，手術件数が平成 24 年度を大きく上回り，手術料単

価も上回ったことなどにより，入院収益が上昇した。また，外来についても外来化学療法及び外来手術の

件数の増加とともに大幅な増収となった。西市民病院においては，新たな診療報酬加算の取得や循環器内

科の充実等及び患者数あたりの一般検査（ＣＴ，ＭＲＩ等）件数の増加等により診療単価の上昇によって

医業収益が増加した。費用の合理化の面では，両病院に加えて新たに西神戸医療センターも含め，共通で

購入している診療材料について値下げ交渉を行い，医薬品については，民間のベンチマークの活用により

強力な価格交渉を実施し費用の削減につなげた。 

平成 25 年度決算では，年度計画における法人全体の単年度資金収支については，上記のような取り組

みを継続した結果，目標であった 14.5 億円（黒字）を大きく上回る 28.1 億円の黒字となった。経常収支

比率も中央市民病院については，目標値 100.4％に対して 102.5％，西市民病院においては，目標値 100.0％ 

に対して 104.3％となり，両病院ともに目標を達成した。他方，市からの運営費負担金については運用方

法について整理を行った上で交付を受け，これまで同様に不採算医療及び行政的医療を行い，市民病院と

しての役割を果たした。 

 

単年度資金収支                        （単位：億円）  

   

項 目 
平成 24年度

実績値 

平成 25年度

目標値 

平成 25 年度

実績値 

前年度比 

目標比 

単 年 度 資

金収支 
31.3 14.5 28.1 

△3.2 

13.6 

  

経常収支比率                          （単位：％） 

  

 
項 目 

平成 24 年

度実績値 

平成 25年

度目標値 

平成 25 年

度実績値 

前年度比 

目標比 

中央市民

病院 

経常収支比率 
105.2 100.4 102.5 

△2.7 

2.1 

西市民病院 経常収支比率 
105.9 100.0 104.3 

△1.6 

4.3 

  

 

第４ その他業務運営に関する重要事項を達成するための取り組み 

中央市民病院の運用については，平成 23 年 7 月の移転・開院以降，ＰＦＩ業務に関するモニタリング

を定期的に実施し，業務確認や改善によって，円滑な運営を図った。また，協力法人のインセンティブの

導入について検討を行うとともに，経営支援業務の中期的活動方針について協議し，業務内容やスケジュ

ールについて検討した。 

  【モニタリングの方法】 

・個別業務連絡会 （毎週 1 回） 

   ・ＰＦＩ業務連絡会（毎月 2 回） 

   ・モニタリング会議（毎月 1 回） 

   ・ＰＰＰ会議（毎月 1 回） 

 

医療産業都市への寄与としては，先端医療センターと連携し，引き続き，連携会議や共同研究を行った。

先端医療センターとの連携会議においては，高度医療機器の共同利用状況や放射線治療の連携体制等につ

いて協議を実施した。また，中央市民病院の周辺に開院した医療機関と定期的に連携会議を開催するとと

もに，設置が計画されている医療機関との連携について開院前より意見交換及び協議を行った。 
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項目別の状況 

 

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 市民病院としての役割の発揮 

（１）救急医療 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 評価判断理由 

・市民病院は，神戸市の救急医療シス 

テムの下，初期救急医療から 3 次救

急医療まで，市民病院としての役割

を果たすために，地域医療機関と密

接な連携を図ることにより，それぞ

れの役割に応じて「断らない救急医

療」に努める。 

 

・中央市民病院は，救命救急センター

としての役割を十分に果たすことが

命題であり，より重症・重篤な患者

に対して365日24時間体制の救急医

療を提供することに主眼を置いた体

制を常に確保する。 

・現在，平成 22 年度中の施設完成を目

標に整備を進めている新中央市民病

院においては，ＩＣＵ（8 床），ＣＣ

Ｕ（6 床）を含む専用病床 50 床を有

する救命救急センターに，手術可能

な初療室やＣＴ撮影室，屋上に設置

したヘリコプターの場外離着陸場と

手術部門に直結した緊急エレベータ

ー等を整備するなど，救急医療体制

の充実を図る。 

 

 

・市民病院は，神戸市の救急医療シス

テムの下，初期救急医療から 3 次救

急医療まで，市民病院としての役割

を果たすために，地域医療機関と密

接な連携を図ることにより，それぞ

れの役割に応じて「断らない救急医

療」に努めることで市民の安心・安

全を守る。 

【中央市民病院】 

・地域医療機関との適切な役割分担の

もと，救命救急センターとして 24 時

間 365 日，あらゆる救急需要に対応

することにより，引き続き市民病院

としての役割を果たしていく。 

・救命救急センターを効率的に運用し，

より迅速かつ的確な診断及び処置を

進めるほか，診療当初からチームに

よる救急医療を展開するとともに，

円滑な病床の一元管理等による救急

受入れ体制の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

【救急医療における市民病院としての役割】 

・市民の安心・安全を守るため，中央市民病院は市全域の基幹病院として，

西市民病院は市街地西部の中核病院として，地域医療機関との連携を図

り，それぞれの役割に応じて「断らない救急医療」に努め，以下の活動

を行った。 

 

 

 

中央市民病院 

・救命救急センターとして 24 時間体制の救急医療を提供し，33,609 人（前

年度比 1,729 人増，5.4％増）の救急外来患者数，うち入院 6,684 人（前

年度比 366 人増，5.8％増），救急車搬送受入れ数は 9,231 人（前年度

比 1,278 人増，16.1％増）となり，救急外来患者数，救急入院患者数，

救急車搬送受入れ数は，いずれも平成 24 年度を上回った。 

・救急専用病床を 1 階部分に集約させ，50 床（Ｅ－ＩＣＵ 8 床，ＣＣＵ 

6 床含む）に拡充，機能強化した救命救急センターにて緊急度と重症度

に応じた，より迅速かつ的確な治療及び処置を行い，効率的な運用を図

った。また，ヘリコプターによる救急患者の搬送を 28 件行った。なお，

救命率向上の一層の強化を図るため運用しているドクターカーについ

ては，188 回（前年度比 6 回増，3.3％増）出動した。 

・救急患者の円滑な搬送及び受入れを行うため，8 月より脳卒中，胸痛ホ

ットラインについて，1 か所への連絡で行える運用に変更した（ホット

ラインは，救急隊や初期医療機関から，発症早期の脳卒中や心筋梗塞患

者の診療や治療の依頼を迅速に受入れるために設置している）。また，

11 月からさらに退院促進等に取り組み，断らない救急に努めた。 

・救急部門に救急救命士の資格を持ったクラークや専門看護師（急性・重

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 
本市の救急医療システムの下，初期救急医療から３次救急医療まで，市民病院の役割に応じて「断らない救急」に努めること。

特に中央市民病院は，救命救急センターとして，365 日 24 時間体制で重症・重篤な患者への対応を確保すること。 

【ウエイト付の理由】市民病院としての公的役割を果たす上で重要であるため 
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・西市民病院は，市街地西部の中核病

院として，地域住民の安心・安全を

守るため，医師不足の解消や勤務の

負担軽減に取り組むことにより，救

急医療体制の充実を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連指標（単位：人，平成 19 年度実績）

 項 目 中央市民病院 西市民病院 

救急外来患者数 40,980 

うち入院    5,589 

うち救急車受入 6,184 

12,080 

うち入院    2,178 

うち救急車受入 1,118 

 1  

 

 

 

 

 

 

 

【西市民病院】 

・医師の確保及び負担軽減に努めると

ともに，現在実施している毎日午前 0

時までの内科系・外科系での救急医

療体制や金曜日，土曜日，日曜日及

び平成24年度から開始した木曜日と

祝休日の24時間救急医療を着実に継

続する。また，救急医療のさらなる

拡大の体制を整え，年度内に毎日 24

時間救急医療を開始する。 

・24 時間救急の復活を目指し，人材確

保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連指標（単位：人，平成 23 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

救急外来 

患者数 

33,211 

うち入院    6,109 

うち救急車受入 8,567 

14,272 

うち入院       2,629 

うち救急車受入  2,530 

 

 

症患者看護）を配置するとともに，総合診療科と救急科との連携により，

診療当初からチームによる救急医療を展開した。また，急性呼吸不全症

例に対する体外式膜型人工肺（ＥＣＭＯ）による治療成績を向上させる

ことを目的としたＥＣＭＯプロジェクトに参画するとともに，平成 26

年度の実施に向け，平成 24 年 1 月に医師，看護師，臨床工学技士が研

修を受講するなど準備を進めた。 

 

西市民病院 

・内科系・外科系での救急医療を，毎日午前 0 時まで，金曜日，土曜日，

日曜日及び平成 24 年 9 月に拡大した木曜日と祝休日は 24 時間体制で

継続した。また，平成 25 年度中の 24 時間 365 日体制の救急再開方針

に基づき調整を重ね，9 月より毎日 24 時間救急を再開した。なお，11

月より救急入口ドアを自動化し，円滑な患者受入れを図った。 

・平成 25 年度の救急外来患者数は 15,609 人（前年度比 295 人増，1.9％

増），うち入院は 2,863 人（前年度比 290 人増，11.3％増）であった。

また，救急車搬送受入れ数は 2,846 人（前年度比 87 人増，3.2％増）と

なり，救急外来患者数，救急入院患者数，救急車搬送受入れ数は，いず

れも平成 24 年度を上回った。 

・24 時間救急医療体制の全面再開も見据え，後期研修医を含めた医師（小

児科，麻酔科）について増員を図った。また，看護部病床一元管理者に

ついて，24 年度より担当者を交代制から専任制に変更して，病床の稼

働状況の把握や判断をさらに円滑にし，午前退院午後入院を含め救急患

者受入れのための病床管理を行うとともに，10 月から土曜日，日曜日，

祝休日の日直帯において，救急外来に救急病棟看護師の常時配置を開始

した。また，平成 24 年度に作成した夜間休日救急診療における救急患

者トリアージ実施基準を活用し，専任の担当者による救急受診者のトリ

アージを継続した。 

関連指標                                     （単位：人）

 

  平成 24 年度

実績 

平成 25 年度

実績 

前年度比 

 進捗（％） 

中央市民病院 救急外来患者数 31,880 33,609 105.4 

うち入院 6,318 6,684 105.8 

救急車受入 7,953 9,231 116.1 

西市民病院 救急外来患者数 15,314 15,609 101.9 

うち入院 2,573 2,863 111.3 

救急車受入 2,759 2,846 103.2 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 市民病院としての役割の発揮 

（2） 小児・周産期医療 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・神戸市域における小児・周産期医療 

を安定的に提供することができるよ

うに，市内の医療機関と十分に連携

を図り，役割分担を明確にした上で，

医療スタッフの充実や医療技術の向

上に努めるなど体制の充実を図る。 

 

 

 

 

 

・妊婦に対する継続的な支援と助産

師・医師の役割分担の考え方に基づ

き，助産師外来を継続して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・神戸市域における小児・周産期医療

を安定的に提供することができるよ

う，「神戸こども初期急病センター」

を含め，市内の医療機関と十分に連

携を図り，役割分担を明確にした上

で，医療スタッフの充実や医療技術

の向上に努めるなど体制の充実を図

る。 

 

 

 

・妊婦に対する継続的な支援と助産

師・医師の役割分担の考え方に基づ

き，助産師外来を継続して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小児・周産期医療の安定的な提供】 

・スタッフの医療技術の向上に努めるとともに，市内の医療機関及び「神

戸こども初期急病センター」との連携を図ることによって，安定的な小

児・周産期医療の提供を行った（こども初期急病センターからの転院患

者数 平成 25 年度実績：中央市民病院 221 人，西市民病院 91 人）。 

・小児科患者数については，中央市民病院の延入院患者は 11,925 人（前

年度比 262 人増，2.2％増），延外来患者 14,439 人（前年度比 909 人増，

6.7％増）とともに増加し，西市民病院では，延外来患者は 10,683 人（前

年度比 441 人減，4.0％減）と減少したが，延入院患者は 4,040 人（前

年度比 202 人増，5.3％増）と増加した。 

 

【助産師外来】 

・両病院においては，助産師外来を継続し，患者がリラックスした環境の

中で，安全で快適なマタニティライフを送ることができるよう，経験の

多い（5 年目以上）助産師が妊娠期から産褥期までの全期間を通して継

続的に必要なケアを提供することにより，安心して子供を産み育てられ

る医療体制の確保に取り組んだ。 

・中央市民病院では，平成 22 年 10 月にマニュアルを改訂し，対象妊娠

期間の拡大及び診察時間を 60 分間に拡大するなどの対策を図ってきて

おり，さらに受診を促進するため，平成 24 年 6 月より月曜日，水曜日

に加え金曜日も拡大したが，平成 25 年度の患者数は 190 人（前年度比

61 人減，24.3％減）と，前年度を下回った。 

・西市民病院については，産婦人科部長がカンファレンス等で推進に向け

周知を図り，平成 25 年度の患者数は 680 人（前年度比 23 人増，3.5％

増）と前年度を上回った。また，産婦人科に超音波診断装置を増設し，

助産師が使いやすい環境を整え，助産師外来の質の向上を図った。 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 
小児・周産期に係る地域の医療提供の状況を踏まえ，地域医療機関と連携及び役割分担して小児・周産期医療を担うと

ともに，安心して子供を産み，かつ，育てられるよう医療の体制を確保すること。 

【ウエイト付の理由】市民病院としての公的役割を果たす上で重要であるため 
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・中央市民病院は，地域周産期母子医

療センターとして，ハイリスクな出

産及び小児難病等への対応をより積

極的に行う。そのために，十分な受

入れ体制が確保できるよう，引き続

き医師の確保及び養成に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新中央市民病院では，成育医療セン

ターを設置し，妊娠から出生，新生

児期，小児期を経て思春期に至るま

で一貫した医療を提供する。 

 

 

・西市民病院は，周辺の周産期センタ

ーと緊密な連携を図りながら，「産婦

の自主性の尊重」及び「安全性の確

保」を指針とし，正常分娩を中心と

しつつ， 新生児に対する小児科医の

24 時間以内診察及び退院時診察の体

制維持を目指し，市街地西部の中核

病院の周産期施設としての役割を果

たす。 

 

 

・県立こども病院のポートアイランド

Ⅱ期への移転決定を踏まえ，役割分

担及び連携について検討・協議を進

める。 

 

【中央市民病院】 

・医師確保及び養成に努め，ハイリス

クな出産にも対応できる受入体制の

確保に努める。 

 

 

・総合周産期母子医療センターとして，

合併症妊娠，重症妊娠中毒症，切迫

早産，胎児異常等母体又は児におけ

るリスクの高い妊娠への対応を積極

的に行う。また，セミオープンシス

テム構築のための登録医制度を活用

し，定期的な情報交換会と患者情報

の共有化などについて検討する。 

 

・成育医療センターにおいて，小児・

周産期医療に加え，産科・新生児科・

小児科が一体となり，次世代を担う

子ども達が健やかな成長発達を遂げ

るように支援する。 

 

【西市民病院】 

・市街地西部の中核病院の周産期施設

としての役割を果たすため，正常分

娩を中心に安定した周産期医療を提

供するとともに，若年層などリスク

の高い分娩に対しても，可能な限り

対応する。 

 

 

 

 

・中央市民病院では，4 月に総合周産期母子医療センター指定を受け，県

立こども病院との具体的な役割分担が明確化できるよう，引き続き協議

を進めた。 

 

 

中央市民病院 

【ハイリスクな出産への対応】 

・分娩については，母体に膠原病，血液病，心臓病，腎臓病などの種々の

病気がある場合は，各診療科と協力して対応した。また，胎児に異常が

ある場合は，胎児超音波検査，胎児血流波形分析，胎児治療など最新の

医療技術を用いて救命に取り組んだ。 

・母体や新生児搬送受入体制を整え，母体の救命救急への対応，ハイリス

ク妊娠に対する医療，高度な新生児医療等を担うため，4 月に総合周産

期母子医療センターの指定を受け，産科病床（32 床），ＮＩＣＵ（9 床），

及びＧＣＵ（12 床）で構成し運営した。 

・分娩件数としては，782 件（前年度比 45 件減，5.4％減），うち帝王切

開は 312 件（前年度比 6 件減，1.9％減）であった。 

 

 

 

・成育医療センターは，周産期外来，周産期医療センター（産科，新生児

科），小児外来，小児センター機能を確保することにより，産科，新生

児科，小児科が一体となって，医療・保健を一貫した体制で医療を提供

した。 

   

 

西市民病院 

【安定した周産期医療の提供】 

・分娩件数は 589 件（前年度比 50 件増，9.3％増）で，うち帝王切開は

132 件（前年度比 14 件増，11.9％増）であった。 

・小児科病棟において，感染症患者の入院をスムーズにするため，プレ

イルームを個室病床化し，運用を開始した。また，感染症患者の対応

を円滑にするため平成 24 年度に 2 診から 3 診に小児科外来を改築し，

発達外来，アレルギー外来，頭痛外来を継続するとともに，県立こど

も病院より医師を招聘し，小児循環器の専門外来を継続した（月 2 回）。 

・平成 23 年 4 月に組織化した周産期センターを中心として，周産期医療

を安定的に提供する体制を整えるとともに，小児科外来での救急患者
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関連指標（単位：人，平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

小児科患者数 入院延   15,154 

外来延   21,800 

入院延   2,297 

外来延   10,439 

小児科救急患者数 8,437 

うち入院   719 

771 

うち入院   129 

ＮＩＣＵ患者数 入院延   3,198 NICU 未設置 

分娩件数 596 

うち帝王切開 225 

501 

うち帝王切開 136 

助産師外来患者数 78 119 

 1  

 

※西市民病院の助産師外来患者数は，

平成 19 年 10 月～平成 20 年 3 月の

実績 

※中央市民病院の助産師外来患者数は

平成 20 年 6 月～10 月の実績 

 

 

 

 

 

〔項目例〕 

○引き続き，小児救急輪番に参加し，

神戸市域の小児救急体制に寄与す

る 

 

○新生児の聴覚障害を早期発見し，

言語発達の遅れを最小限にするた

め，新たに新生児用聴力検査装置を

導入する 

 

関連指標（単位：人，平成 23 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

小児科患者数 入院延   15,229 

外来延   14,606 

入院延   4,588 

外来延   11,869 

小児科救急患者数 2,813 

うち入院   770 

438 

うち入院   149 

ＮＩＣＵ患者数 入院延   3,204 NICU 未設置 

分娩件数 654 

うち帝王切開 260 

588 

うち帝王切開 116 

助産師外来患者数 113 538 

 

  

 

のモニタリングのため，生体情報モニターを新たに導入した。また，

神戸市保健所の要請により，6 月より近隣区役所の乳幼児健診への出

務を開始した。 

 

○小児救急体制の拡充 

・小児科医師を増員し，小児救急輪番の担当回数について，月 4 回以上

（週 1 回）確保し，さらに 5 月からは月 6 回に増加させた。 

 

○新生児用聴力検査装置の導入 

・新生児の聴力障害を早期に発見し，言語発達の遅れを最小限にするため，

新生児用聴力検査装置を導入した。 

 

 

関連指標                         （単位：人） 

 
項 目 

平成 24 年

度実績 

平成 25 年

度実績 

前年度比 

（％） 

中央市民

病院 

小児科患者数 入院延 

外来延 

11,663 

13,530 

11,925 

14,439 

102.2 

106.7 

小児科救急患者数 

うち入院 

2,655 

574 

2,992 

712 

112.7 

124.0 

ＮＩＣＵ患者数入院延 3,269 2,921 89.4 

分娩件数 

うち帝王切開 

827 

318 

782 

312 

94.6 

98.1 

ハイリスク妊娠 1,010 712 70.5 

ハイリスク分娩 1,101 896 81.4 

助産師外来患者数 251 190 75.7 

西市民病

院 

小児科患者数 入院延 

外来延 

3,838 

11,124 

4,040 

10,683 

105.3 

96.0 

小児科救急患者数 

うち入院 

414 

132 

438 

252 

105.8 

190.9 

分娩件数 

うち帝王切開 

539 

118 

589 

132 

109.3 

111.9 

ハイリスク妊娠 378 503 133.1 

ハイリスク分娩 492 474 96.3 

助産師外来患者数 657 680 103.5 

  

※ハイリスク妊娠，ハイリスク分娩件数は診療報酬管理加算の算定対象

になった件数。 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 市民病院としての役割の発揮 

（3） 感染症医療 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・新興感染症等については，県下で数

少ない第 1 種感染症指定医療機関及

び市内で唯一の第 2 種感染症指定医

療機関である中央市民病院を中心

に，市と連携を図りながら，市全域

における安全の確保に向けて率先し

た対応を行う。 

 

・新型インフルエンザ，高病原性鳥イ

ンフルエンザ及びウエストナイル熱

等の代表的な感染症については，市

の対応マニュアルを下に，市民病院

における具体的な対応策を検証しな

がら，改善を検討するとともに，関

係機関と連携した対応が円滑に行え

るよう，市等が行う訓練に参加する

ほか，必要な対策・訓練を実施する。 

 

・中央市民病院は，より専門性の高い

感染症医療に対する知識の習得に努

め，新興感染症等の新たな医療課題

への対応を率先して行う。 

 

・新中央市民病院では，感染症センタ

ーを設置し，新型インフルエンザな

どの新興感染症等に対応する。 

 

 

・新興感染症等については，県下で数

少ない第 1 種感染症指定医療機関及

び市内で唯一の第 2 種感染症指定医

療機関である中央市民病院を中心

に，県，市など関係機関と連携を図

りながら，市全域における安全の確

保に向けて率先した対応を行う。 

 

・新型インフルエンザへの対応につい

ては，引き続き，市と連携しながら，

刻々と変化する状況に柔軟かつ迅速

に対応する。 

 

【中央市民病院】 

・新興感染症発生時には，保健機関や

地域医療機関等と連携を図りなが

ら，速やかに患者を受入れられる体

制を整備する。あわせて，市等が行

う訓練に参加するなど関係機関と連

携した対応を円滑に行うほか，連携

施設との相互評価を行うなど，市全

域における安全確保に向けて率先し

た対応を行う。 

・一類感染症に対応するマニュアルの

作成とそれを想定したシミュレーシ

ョンを行う。 

〔項目例〕 

○一類の感染症及びＳＡＲＳ，鳥イ

【安全確保への率先した対応】 

・新興感染症拡大の際には，中央市民病院を中心に，県・市とも連携を図

れる体制を継続した。 

・両病院においては，引き続き，感染管理専従看護師を配置し，感染防止

の積極的な取り組みや，新興感染症対策などについて，速やかに対応す

る体制を継続した。 

 

 

【新型インフルエンザへの対応】 

・神戸市新型インフルエンザ等対策病院連絡協議会に両病院より出席し，

市内の主な病院，関係機関と有事に備えた連携を構築するとともに，情

報の把握，共有を図った。 

 

中央市民病院 

【新興感染症発生時への対応】 

・新興感染症の症例が発生した場合は，平成 21 年度の患者受入れの経験

及び検証結果を踏まえ，適切に対応していくため，保健機関や地域医療

機関等との連携を図った。 

・中国での鳥インフルエンザ発生に伴い，渡航者や居住者の受診が予測さ

れるため，院内の関連部署・関連職種で会議を開催し，トリアージの方

法や患者の搬送経路の確認について等，適切に対応できるよう対策に取

り組んだ。 

 

・神戸検疫所，神戸市保健所主催で 12 月に実施された「感染症水際対策

訓練」に参加し，海外からの入港船に新型インフルエンザ患者が発生し

たとの想定で，シミュレーションを実施した。 

○新病院における感染症対策 

・院内感染防止マニュアルについて，適宜内容を改訂するとともに，新規

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 新興感染症等の新たな医療課題への対応を率先して行うこと。特に中央市民病院は，感染症指定医療機関等としての役割を果たすこと。 

【ウエイト付の理由】市民病院としての公的役割を果たす上で重要であるため 
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・西市民病院は，中央市民病院及び保

健機関等と連携を図りながら，トリ

アージ室を有効活用して，新興感染

症等の新たな医療課題への対応に取

り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

関連指標（単位：人，平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 

感染症患者数（第１種） 0 

  〃   （第２種） 143 

 1  

ンフルエンザ，結核などそれ以外

の感染症にも対応するほか，院内

ラウンドや院長回診への同行を実

施し，また職員の意識向上を目的

とした研修会や講演会を継続的に

開催する 

 

【西市民病院】 

・感染症医療の充実を図り，院内での

コンサルタントを含め，専門性の高

い医療を提供する体制を整える。 

・新興感染症発生時には，中央市民病

院の患者の転院を受入れるなど連携

を図るとともに，トリアージ室を有

効活用して新興感染症等の新たな医

療課題への対応に取り組む。 

 

 

 

関連指標（単位：人，平成 23 年度実績） 

項 目 中央市民病院 

感染症患者数（第１種） 0 

  〃   （第２種） 143 

 

 

採用の研修医や看護師に対して感染管理研修を実施し，感染症ベーシッ

クセミナー（5 月，6 月）や，コメディカル等の各職種に対する職員研

修会についても継続的に開催した。また，空気感染予防対策として，Ｎ

95 マスク（微粒子用マスク）のフィットテストを 8 回実施した。 

・感染制御専任の医師（ICD）を平成 24 年度から配置し，専従看護師と

週 1 回の院内ラウンドを行った。 

 

西市民病院 

【新興感染症発生時への対応】 

・新興感染症の症例が発生した場合は，平成 21 年度の患者受入れの経験

及び検証結果を踏まえ，適切に対応していくため，保健機関や地域医療

機関等との連携を図った。 

・平成 23 年度に設置した感染管理室を中心に，中国で発生した鳥インフ

ルエンザに対して，神戸市と連携して対応等を決定するとともに，中央

市民病院と連携して，防護具等の備蓄について検討をおこない，必要量

を購入した。 

・感染症医療の情報提供を図るため，11 月にオープンカンファレンスを

開催した。 

 

関連指標                  （単位：人） 

 
項 目 

平成 24 年度

実績 

平成 25 年度

実績 

前年度比 

（％） 

中央市民病院 感染症患者数

（第１種） 
0 0 ― 

 〃   

  （第２種） 
109 148 135.8 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 市民病院としての役割の発揮 

（4） 災害その他の緊急時における医療 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・阪神・淡路大震災の経験を生かし，

大規模地震をはじめ様々な災害に万

全の対応を図ることができるよう

に，災害拠点病院に指定されている

中央市民病院を中心として，「神戸市

地域防災計画」「神戸市国民保護計

画」等に基づき，市と十分な連携の

下で，災害医療訓練等の実施に努め

る。 

・災害その他の緊急時には，自らの判

断で医療救護活動を行うとともに，

市長からの求めに応じた対応を行

う。 

・特に新中央市民病院においては，免

震構造の導入や災害活動スペースの

設置などを行い，災害拠点病院とし

て自然災害及び大規模事故災害など

に対しても機能を十分に発揮し，迅

速な対応が行える施設を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害拠点病院に指定されている中央

市民病院を中心として，両病院が役

割に応じた機能が発揮できるよう，

定期的な災害医療訓練等を引き続き

実施するとともに，東日本大震災時

において各職種ごとの能力を最大限

発揮しつつチームとして行った医療

救護活動等の経験を生かし，災害そ

の他の緊急時に迅速かつ効果的な支

援に向け常時備えていく。 

 

 

〔項目例〕 

○災害医療に関する最新，最善の医

療を提供するため，国・県の補助

金を活用しながら必要な装備，医

療機器等の整備を図るとともに，

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）

研修に参加する（中央市民病院） 

○災害時等に備えＰＦＩ事業者と連

携した防災訓練を行う（中央市民

病院） 

○緊急時における職員の迅速な初動

体制の確認を定期的に実施する 

 

・災害その他の緊急時には，法人自ら

の判断で医療救護活動を行うととも

【訓練等の実施】 

・中央市民病院では，災害拠点病院として，災害その他の緊急時に役割に

応じた機能が発揮できるよう，災害訓練を 35 回（延 890 名参加）実施，

多数傷病者受入訓練を 1 回（7 月）実施した。 

・西市民病院では，災害訓練を 9 回（延 208 人参加）実施，夜間想定避

難訓練を 1 回実施した。また，災害研修・災害対応を考えるチーム会

を立ち上げ 2 回開催し，院内の課題の共有と阪神淡路大震災の振り返

りを行うとともに，災害時を想定した多数負傷者来院時対応訓練に代わ

る新たな訓練方法の検討を行った。 

・両病院において，蘇生トレーニングコース（ＩＣＬＳ）と，事務職員，

コメディカル，委託職員等を対象としたＢＬＳ（一次救命処置）の講習

会を開催した。  

 

○中央市民病院では，9 月，10 月に開催されたＤＭＡＴ災害訓練に参加

するとともに，ＤＭＡＴ災害研修に参加し，災害急性期（発災後 48 時

間）における，被災地での医療の確保を図るためのトレーニングを行っ

た。また，災害医療センターで 2 月に実施された多数傷病者受入訓練

に，病院支援としてＤＭＡＴチームが参加した。 

 

○中央市民病院において，ＰＦＩ事業者と連携し災害訓練等を実施した。 

 

 

○4 月 13 日発生の淡路島付近を震源とする震度 4 の地震をはじめとする

災害時の市の防災指令の伝達を行うとともに，5 月 31 日の市の訓練に

合わせて，緊急連絡網によるメール・電話を使った情報伝達訓練を実施

し，緊急時における職員の迅速な初動体制の確認を行った。また，緊急

時の情報伝達を強化するため，神戸市民病院機構緊急情報メールシステ

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 
阪神・淡路大震災を経験した病院として，災害に強い医療のリーダーとして日頃から周到な準備体制を確保するとともに，災害その他の緊急

時には，自らの判断で医療救護活動を行い，神戸市地域防災計画，神戸市国民保護計画等に基づき，市長からの求めに応じ対応すること。 

【ウエイト付の理由】市民病院としての公的役割を果たす上で重要であるため 
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関連指標（単位：回，平成 19 年度実

績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

災害訓練回数 37 15 

災害研修回数 1 2 

被災地等への派遣件数 － － 

 1  

 

 

 

 

 

に，市長からの求めに応じた対応を

行う。 

 

【中央市民病院】 

・災害時の救急患者の受入れや医療救

護班の派遣など，広域的な災害救急

医療に対応する。 

 

関連指標 （単位：回，平成 23 年度

実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

災害訓練回数 24 ※1 18 

災害研修回数 2 1 

被災地等への派遣件数 19(70 名) ※2 4(15 名) ※2 

 

※1 DMAT 研修（2 回）を含む 

※2 西神戸医療センター協力（4 件，15 名） 

を含む 

ムの運用を 10 月より開始した。 

 

 

 

・平成 25 年度，広域的な災害救急医療を要する事案は発生しなかった。 

 

 

 

関連指標                              （単位：回） 

 
項 目 

平成 24 年度

実績 

平成 25 年度

実績 

前年度比 

（％） 

中央市民病院 災害訓練回数 47 35 74.5 

災害研修回数 2 2 100.0 

被災地等への派

遣件数 

0      0 ― 

西市民病院 災害訓練回数 13 9 69.2 

災害研修回数 1 2 200.0 

被災地等への派

遣件数 
0 0 ― 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

２ 専門性の高い医療の充実 

（1） 高い専門性と総合的な診療 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・中央市民病院は，地域完結型の医療

提供体制のもと，公的医療機関とし

て市民から必要とされる広範囲な疾

患に対応しうる医療を提供するとと

もに，市全域の基幹病院として，専

門外来をはじめ，より高度で専門性

を必要とする疾患領域まで対応す

る。 

・新中央市民病院においては，今後さ

らに重要になると考えられる医療分

野について，来院当初から患者に対

し，内科系医師・外科系医師・看護

師などがチームを組んで治療に当た

れるような体制を充実して病棟部門

等に高度専門医療センターとして設

置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中央市民病院】 

・地域完結型の医療提供体制のも

と，公的医療機関として市民から

必要とされる広範囲な疾患に対

応しうる医療を提供するととも

に，市全域の基幹病院として専門

外来をはじめ，より高度で専門性

を必要とする疾患に対応してい

くため，内科系医師，外科系医師，

コメディカルなどがチームを組

んで治療に当たれる体制を充実

し，来院当初から最適な治療を提

供するために，引き続き高度専門

医療センターの運営に取り組む。 

〔項目例〕  

○総合診療科において，患者ニー

ズに合わせた総合的な医療及

び他の診療科からのコンサル

テーション対応等に，引き続き

取り組む  

 

 

○平成 25 年 4 月からは，免疫血

液内科を血液部門に特化し，血

中央市民病院 

・市全域の基幹病院として専門外来をはじめ，より高度で専門性を必要と

する疾患に対応するため，以下のような取り組みを行った。 

 《中央市民病院 主な専門外来の実績》  （単位：人） 

専門外来 
平成 24年度  

実績 

平成 25 年度 

実績 

前年度比 

（％） 

女性外来 445 414 93.0 

男性外来 44 80 181.8 

渡航外来 200 205 102.5 

禁煙外来 218 179 82.1 

がん化学療法副作用

説明外来（薬剤部） 

344 427 124.1 

がん看護外来 

（看護部） 

88 121 137.5 

ストーマ外来（ 〃 ） 479 519 108.4 

フットケア外来（〃） 238 253 106.3 

ﾘﾝﾊﾟ浮腫ｹｱ外来（〃） 146 141 96.6 

 

○総合診療科の取り組み 

・平成 23 年 4 月より総合診療科を設置し，救急部と密接に連携しながら

病院全体の患者の流れをより円滑に行うとともに，初診患者の適切な振

り分けや複雑な病態・多臓器疾患への対応を行った。また，リウマチ・

膠原病診療の充実も図った（平成 25 年度実績：延外来患者数 7,534 人，

延入院患者数 8,529 人）。 

 

○血液内科の再編 

・4 月より従来の免疫血液内科を，血液部門に特化した血液内科に再編し，

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 

 

医療需要の質的・量的な変化や新たな医療課題に適切に対応するため，患者の動向，医療の需要など社会の変化に即して診療部門の充実及び見直しを行い，地域医療機関との連携のもと，専門性の高い医療を提

供するとともに，高齢化の進展等に伴う多様な市民のニーズの変化に対応するため，診療科の枠を超え，総合的な診療を行うこと。 

 特に，平成 22 年度中の施設完成を目標に整備を進めている新中央市民病院は，心臓センターなどの高度専門医療センターを設置し，最適な治療の提供を行うこと。また，市民・患者とともに医師をはじめとす

る医療職にとっても魅力ある病院とするとともに，特に西市民病院は，地域の医療ニーズを踏まえた特色づくりを進めること。 

 

【ウエイト付の理由】平成 25年度計画重点項目 
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液内科とする  

 

 

 

○腫瘍内科において，各種悪性腫

瘍の診断，治療方針の決定及び

がん化学療法の施行とともに

地域医療機関（紹介元）との連

携に取り組む  

 

○脳卒中センターでは，ＳＣＵ

（脳卒中ケアユニット）を設置

し，救命救急センターとの連携

のもと 24 時間体制で専門医に

よる脳卒中診療を行う  

 

○心臓センターでは圏域内の

心・大血管疾患の中心的病院と

して救命救急センターとの連

携のもと 24 時間対応できる体

制により，救命に寄与する  

 

○がんセンターでは，高度ながん

治療と緩和医療を提供するこ

とにより，がん患者のＱＯＬ，

治癒率の向上を図る  

 

 

 

 

 

○成育医療センターにおいて，小

児・周産期医療に加え，産科・

新生児科・小児科が一体とな

り，次世代を担う子ども達が健

やかな成長発達を遂げるよう

に支援する（再掲）  

専門的な治療に取り組んだ（平成 25 年度実績：延外来患者数 18,435

人，延入院患者数 17,034 人，白血病等退院患者数 672 人，ＨＩＶ患者

数 60 人）。 

 

○腫瘍内科の取り組み 

・平成 23 年 7 月の新病院開院とともに設置した腫瘍内科において，各種

悪性腫瘍の診断，治療方針の決定及び各診療科と連携して，がん化学療

法を行った（平成 25 年度実績：延外来患者数 5,492 人，延入院患者数

346 人）。 

 

○脳卒中センターの運営 

・脳卒中センターは，ＳＣＵ（12 床）及び一般病床（33 床）で構成し，

救命救急センターとの連携のもと，24 時間体制で脳卒中専門医による

脳卒中診察を行い，救命率の向上，後遺症発生率の低減を図った。 

 

 

○心臓センターの運営 

・ＣＣＵ（6 床），Ｃ－ＨＣＵ（12 床）及び一般病床（27 床）で構成し，

救命救急センターとの連携のもと心筋梗塞，狭心症などの疾患だけでな

く，入院患者を含め虚血性心疾患や大動脈疾患などの心血管患者も対象

として，体制を整備し運営した。 

 

○がんセンターの運営 

・6 階東病棟のがんコア病棟（45 床）及び 7 階西病棟（45 床）で構成し，

腫瘍内科及びがん診断と治療に関係した各診療科が，がんセンターの主

体となって運用することにより，地域がん診療連携拠点病院として，が

ん診療の中心的役割を担った。また，緩和医療の充実を図るため平成

24 年 7 月に緩和ケア内科を設置するとともに，がんセンターを再構築

し機能・体制の強化に向けた検討を行い，臓器別ユニット外来を 4 月

に設置した。 

 

○成育医療センターの運営 

・成育医療センターは，周産期外来，周産期医療センター（産科，新生

児科），小児外来，小児センター機能を確保することにより，産科，

新生児科，小児科が一体となって，医療・保健を一貫した体制で医療

を提供した。（再掲） 
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・西市民病院は，各診療科の体制を充

実し，専門性の高い医療を提供する

とともに，地域医療機関との連携を

強め，がん治療の充実，運動器・脊

椎外科センター及び生活習慣病セン

ターをはじめとする特色づくりに取

り組み，魅力ある病院へと転換する

ことを目指す。 

 

○移植・再生医療センターでは，

移植医療を実施し，将来的には

技術の進展等を見極めながら，

患者の選択肢の拡大に向けて

高度で質の高い医療の提供に

取り組んでいく  

 

【西市民病院】 

・各診療科の体制を充実し，専門

性の高い医療を提供するととも

に，地域密着型病院として標準

的医療を高い水準で行う。また，

がん治療をはじめとして，病院

の特色づくりや医療機能充実に

取り組む。 

 

 

〔項目例〕 

○緩和ケアの充実に向けた検討

を行うとともに，具体的な方策

に取り組む 

 

○持参薬の薬剤管理業務を充実

させるとともに，安全で効率的

な手術を実施するため，とくに

入院前の薬剤管理をより一層

徹底するシステムの構築に取

り組む。また緊急入院患者の薬

剤管理指導をより徹底して行

う 

 

○専門看護外来を継続し，看護相

談の充実に取り組む 

 

 

 

 

○移植・再生医療センターの運営 

・無菌室（3 床）及び準無菌室（8 床）を含む 45 床で構成し，移植・

再生医療による患者の治療の選択肢の拡大と，より質の高い医療の提

供に向け取り組みを進めた。 

 

 

 

西市民病院 

・平成 24 年度より「がん診療連携拠点病院に準じる病院」に認定され，

県保健医療計画の「専門的ながん診療の機能を有する医療機関」に位

置づけられた。 

・麻酔科医師の増員を図り，全身麻酔を伴う外科系手術について，体制を

充実させた。 

・小児科医師を増員し，小児救急輪番の担当回数について，月 4 回以上

（週 1 回）確保し，さらに 5 月からは月 6 回に増加させた。（再掲） 

・外科系疾患の高度化，専門化の進展に対応するため，平成 26 年 1 月に

消化器外科を新設した。 

 

○緩和ケアの充実 

・緩和ケアチームのカンファレンスを月 1 回継続して開催し，事例検討

を中心に，疼痛緩和に関して，情報の共有と技術の向上を図った。 

 

○持参薬指導 

・持参薬の薬剤管理業務の強化，全病棟への薬剤師配置による病棟業務の

充実及び医療安全の向上等のため，薬剤師 3 名を増員し，5 月から全病

棟への配置を開始した。また，薬剤管理指導業務の効率化を図るため，

病棟に配置する薬剤師を各病棟 2 名の担当制とし，責任と専門性をも

たせた。 

 

 

 

○看護相談の充実 

・フットケア外来，ストーマ外来，心の相談室について継続して実施した。

また，平成 22 年 11 月より開設（週 1 回）した「がん看護相談室」の

毎日実施を継続し，がん患者及び家族に対する，がん治療への支援を積

極的に行った（平成 25 年度実績：64 件）。 
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○循環器内科を強化し，専門性の

高い医療を提供する体制を整

える 

 

 

 

 

 

○平成 23 年度に更新した血管造

影装置により，安全性･確実性

を向上させた心臓カテーテル

検査や経皮的冠動脈形成術を

実施し，件数の増加を図る 

 

○入院患者の食事について，病

状･既往歴を把握し，適切な特

別食を必要に応じて積極的に

提供する 

○循環器内科の強化 

・循環器内科の体制を強化し，時間内の救急受入れ及び循環器内科医師の

日当直日における時間外救急受入れを積極的に開始した。また，従来午

後のみに実施していた，予定の血管造影検査，血管内治療について，一

部午前にも対応できるよう運用を見直した。さらに，経皮的冠動脈形成

術後の機能回復を安全かつ効率的に実施するため，心臓リハビリテーシ

ョン用の機器を導入し，平成 26 年度の運用開始に向け調整を図った。 

 

○血管造影装置の活用 

・平成 23 年度に更新した血管造影装置を積極的に活用し，安全性･確実

性を向上させた心臓カテーテル検査や経皮的冠動脈形成術を実施した

（平成 25 年度実績：心臓 256 人，腹部 171 人）。 

 

 

○特別食の提供 

・医師がオーダーしやすいように医療情報端末で注意喚起するなど，栄養

管理室が中心となって，入院患者の既往歴に応じ，適切な特別食を積極

的に提供できるように取り組んだ（加算食割合：平成 25 年度実績 

29.0％，前年度比 0.3％増）。また，業務経営改善委員会にて特別食に

ついて取り上げ，適切な特別食を提供できるよう医師へ向け喚起すると

ともに，献立に制限の大きい嚥下食について，新たな材料を採用するこ

とで，盛り付けの工夫を行い，視覚的な改善を図った。さらに，新たな

献立の導入も行い，患者が食べることに楽しみを持てるよう取り組ん

だ。 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

２ 専門性の高い医療の充実 

（2） ５疾病への対応（がん治療・脳卒中治療・急性心筋梗塞治療・糖尿病治療・精神疾患治療） 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・4 疾病への対応としては，地域医療

機関との役割の分担及び機能の連携

を明確にしたうえで，病院ごとの使

命を果たしながら市民に適切に医療

を提供する。 

 

 

 

 

 

・中央市民病院は，地域がん診療連携

拠点病院でもあり，がん治療の分野

において，より低侵襲的な治療技術，

化学療法及び放射線治療等を提供す

るとともに，がん患者への相談体制

を強化する。また，脳卒中をはじめ

とした脳血管障害や急性心筋梗塞を

はじめとした心臓循環器領域の疾患

に対しても，従来どおり高度な治療

技術を提供する。糖尿病性合併症等

については，関係診療科等と連携を

図りながら取り組む。 

・新中央市民病院においては，がんや

心臓，脳卒中に関する高度専門医療

センターの設置を計画している。市

民が安心して暮らせる医療環境を提

供し続けていくためにも，これらの

センター機能を充実させ，人材確

・従来の 4 疾病への対応としては，引

き続き地域医療機関との役割の分担

及び機能の連携を明確にしたうえ

で，病院ごとの使命を果たしながら

市民に適切に医療を提供する。 

・5 疾病として県及び市保健医療計画

に位置づけられた精神疾患治療につ

いても，市民病院としての役割に応

じた対応を行う。 

 

【中央市民病院】 

・がん治療については，地域がん診療

連携拠点病院として，地域連携パス

を活用しながら地域医療機関との連

携を図り，侵襲性の低い治療，化学

療法及び放射線治療等をより多くの

患者に提供する。 

 

〔項目例〕 

○侵襲性の低い内視鏡下手術を増加

させる 

 

 

 

○がん診療オープンカンファレンス

及び研修会を開催し，地域がん診

療連携拠点病院としての役割を果

たす。また，腫瘍内科・緩和ケア

・中央市民病院は市全域の基幹病院として，西市民病院は市街地西部の中

核病院として，地域医療機関との役割分担のもと，それぞれの医療機能

に応じて，以下のとおり 4 疾病への対応を行った。また，5 疾病として

位置づけられた精神疾患治療についても，身体合併症患者を中心に，市

民病院としての役割に応じた対応を行った。 

（※身体合併症患者の受入れ実績については，第 1－5－(4) に記載） 

 

 

 

 

中央市民病院 

・地域がん診療連携拠点病院としての役割を果たすため，地域医療機関と

の地域連携パス等を活用した連携を図りながら，化学療法及び放射線治

療等に取り組んだ。また，がんセンターを再構築し機能・体制の強化に

向けた検討を行い，臓器別ユニット外来を 4 月に設置した。 

（平成 25 年度外来化学療法実績：9,923 件，前年度比 644 人増，6.9％増） 

（平成 25 年度放射線治療実績：8,894 件，前年度比 1,433 件減,13.9％減） 

 

 

○内視鏡下手術 

・消化管（食道・胃・大腸など）の早期がんに対する内視鏡的粘膜下層剥

離術(ＥＳＤ)を積極的に実施した。 

（がん内視鏡下手術件数 218 件，前年度比 30 件減，12.1％減） 

 

○オープンカンファレンスの開催及び緩和ケアへの取り組み 

・地域がん診療連携拠点病院として，「オープンカンファレンス（4 回）」

及び「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修」を 1 回（出席者

22 名）開催し地域医療機関との連携を図った。 

１ 
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中期目標 ４疾病への対応は，市民の健康の重要課題であり，地域医療機関と役割分担し，本市の基幹病院・中核病院としての使命を果たすこと。 
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保・育成を含めた適切な運用体制の

構築を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外来や緩和ケアチームの活動を通

じ，がんの診断，治療と並行し，

①症状マネジメント②身体以外の

問題の解決③患者，家族の教育な

どを行い，がん患者のＱＯＬ向上

に貢献する 

 

○5 大がん（肺がん・胃がん・肝臓

がん・大腸がん・乳がん）の兵庫

県統一「地域連携パス」を活用し

地域の医療機関との連携のもと，

患者の視点に立った，安心で質の

高い医療を提供していくことを目

指す 

 

○新規の抗がん剤についても積極的

に導入するとともに，外来化学療

法センターにおいて薬剤師による

副作用の説明や対処方法などきめ

細かい対応を行う 

 

 

 

○平成 25 年 4 月からは，診療科の

枠を超えて患者にとって最適な治

療法を選択し，より専門的にがん

に対応できるよう，外来のがんセ

ンターに臓器別ユニット外来を設

立する 

 

○また，外来化学療法センターでは，

外来通院治療機能の充実を図るた

めに，がん患者に対する化学療法

や血液浄化療法及び外来腹膜透析

の管理指導などを行う 

 

 

・がん相談支援センター窓口において，緩和ケアチームとの連携により，

家族を含めたこころのケアサポートに取り組んだ（平成 25 年度実績：

292 件，前年度比 8 件増，2.8％増）。 

・がんサロンの開催やピアサポートの導入など，がん患者支援についての

検討を開始した。 

 

 

○地域連携パス（5 大がん） 

・5 大がん地域連携パスについては，兵庫県がん診療連携協議会，兵庫県

医師会及び神戸市医師会の協力を得て，神戸大学医学部附属病院，国立

病院機構神戸医療センター，県立がんセンターと合同で説明会を開催

し，平成 23 年度から運用を開始しており，県統一パスの改良に向けて，

兵庫県がん診療連携協議会へ積極的に参加した（平成 25 年度：5 大が

んパスの連携医療機関 85 施設登録，5 大がんパスの使用実績 63 件）。 

 

○新規の抗がん剤を積極的に導入するとともに，外来化学療法センターに

おいて，点滴中の患者に対し副作用のモニタリングに努め，新規に化学

療法を受ける患者や新たなレジメンを開始する患者に対し，副作用の説

明及びその対処方法についての説明を行った（平成 25 年度実績：426

件，前年度比 88 件増，26.0％増）。さらに，既に治療を行っている患

者に対しても，継続的に副作用をモニタリングするため，薬剤師 1 名

を追加配置した。 

 

○がんセンターを再構築し機能・体制の強化に向けた検討を行い，4 月よ

り臓器別ユニット外来を設立した。臓器別に外来を組むだけでなく，周

囲に腫瘍内科や放射線治療科，緩和ケア内科などを配置し，チームとし

てがん患者の治療やケアを行った。 

 

 

 

○外来化学療法センターにて医師・看護師より，がん患者に対する化学療

法や血液浄化療法及び外来腹膜透析の管理指導などを行った。 
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○緩和ケア外来において，がん患者

の症状コントロール，不安・不眠

などの心理的な問題への対応，患

者や家族の悩み相談などにより，

がん患者のＱＯＬの改善に貢献す

る 

 

・脳卒中治療については継続して高度

な治療技術を提供し，患者や家族の

要望を踏まえた上で，出来る限り早

期にリハビリへの移行を図る回復に

向けた医療連携を，より一層強化す

る。 

〔項目例〕 

○脳卒中地域連携パスのさらなる活

用を図るとともに，回復期・維持

期リハビリ医療機関との連携及び

情報の発信を充実させる 

 

・急性心筋梗塞治療については，継続

して高度な治療技術を提供するとと

もに地域連携パスを作成し活用して

いく。 

〔項目例〕 

○急性心筋梗塞地域連携パスの実施

に向けた検討を行うとともに，デ

イサージャリーセンターにて日帰

りの冠動脈造影（ＣＡＧ）検査を

実施する 

 

・糖尿病治療については，糖尿病療養

指導士の育成に努めるとともに，糖

尿病性合併症等については，フット

ケア等のチーム医療活動の充実を図

る。また，地域連携パスに取り組み

地域医療機関との連携を密にする。 

 

○緩和ケア外来（平成 21 年 9 月開設）について，平成 24 年 7 月から緩

和ケア内科を設置し，体制を強化するとともに外来枠を拡充（毎週：火

曜から金曜を 毎週：月曜から金曜）して実施した（平成 25 年度実績：

1,895 人，前年度比 58 人減，3.0％減）。 

 

 

 

【脳卒中治療】 

・引き続き，脳卒中センターにおいて，高度な治療技術を提供し，急性期

医療の充実を図った。また，救急患者の円滑な受入れのため，当番医に

よる脳卒中ホットラインを 8 月より 1 か所への連絡で行える運用に変

更した。 

 

 

○脳卒中地域連携パスの積極的な活用 

・脳卒中地域連携パスを積極的に活用し，使用実績は 216 件（前年度比

28 件増，14.9％増）であった。 

 

 

【急性心筋梗塞治療】 

・急性心筋梗塞治療については，継続して高度な治療技術を提供するとと

もに，ＰＣＩ後の地域連携パスを神戸大学と共同で作成しており，その

前段階としてＰＣＩ後の地域連携手帳の試験運用を進めた。緊急カテー

テル治療（ＰＣＩ）件数は 102 件（前年度比 26 件増，34.2％増）であ

った。 

○冠動脈造影（ＣＡＧ）検査の実施 

・平成 25 年度の冠動脈造影（ＣＡＧ）検査は，クリニカルパスを 1 泊か

ら日帰り中心に移行させ，1,583 件（前年度比 116 件減，6.8％減）実

施した。 

 

【糖尿病治療】 

・引き続き，糖尿病・内分泌内科医による糖尿病療養指導士の育成及び資

格の継続支援を行った（糖尿病療養指導士数 18 人）。また，高齢化に

より増加する糖尿病性合併症患者に対し，関係診療科と連携を図りなが

ら対応した。さらに，糖尿病地域連携パスを円滑に運用していけるよう，

Ｋｏｂｅ ＤＭ ｎｅｔ（神戸糖尿病地域連携パス）協議会に積極的に

参画した。 
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・西市民病院は，がん治療については，

高水準の手術や治療の実施により，

患者のＱＯＬ（生活の質）の向上に

取り組むとともに，再発予防を含め

た化学療法や，当面，西神戸医療セ

ンターを含めた市民病院群との連携

による放射線治療の充実を図るな

ど，集学的治療に取り組む。糖尿病

については，患者ニーズにあわせた

教育入院，糖尿病教室及び糖尿病療

養指導士による指導等の充実を図る

とともに，緊急入院への対応など救

急治療にも積極的に取り組む。さら

に，生活習慣病センターを活用し，

関係診療科との連携やチーム医療の

推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【西市民病院】 

・がん治療については，より侵襲性が

低く安全な手術や温存術及び化学療

法などに取り組むとともに，市関連

病院，市内の放射線治療装置を設置

している施設と密接な連携をとりな

がら放射線治療を行い，患者のＱＯ

Ｌ（生活の質）の向上に努める。 

〔項目例〕 

○高精度で効率が良く，安全なハイ

ビジョン内視鏡下手術システムを

活用し，より侵襲性が低く負担の

少ない手術の増加に取り組む 

 

○外科では，消化管，肺がんに対す

る腹腔鏡下･胸腔鏡下外科手術を

積極的に実施する 

 

○消化器内科では，消化管（食道・

胃・大腸など）の早期がんに対す

る内視鏡的粘膜下層剥離術(ＥＳ

Ｄ)を積極的に実施する 

 

○超音波内視鏡を新たに導入するこ

とで，消化器癌の精査，膵癌･膵嚢

胞などの精査治療を可能にする 

 

○泌尿器科では，平成 23 年度保険適

用可能な施設基準認定を受けた，

腹腔鏡下小切開尿路性器腫瘍手術

を積極的に行うとともに，腹腔鏡

下前立腺悪性腫瘍手術の導入も含

め腹腔鏡下手術体制の充実化を推

進する 

 

○引き続き，外来化学療法センター

の運営を積極的に行うとともに，

西市民病院 

・がん治療検討委員会（キャンサーボード）を開催し，外来化学療法，緩

和ケアチーム活動，がんリハビリテーション，がんカウンセリング等に

ついての情報共有や意見交換を行い，がん治療への取り組みについて議

論した。 

・平成 24 年度より「がん診療連携拠点病院に準じる病院」に認定され，

県保健医療計画の「専門的ながん診療の機能を有する医療機関」に位置

づけられた。（再掲） 

 

○侵襲性の低い手術の推進 

・ハイビジョン内視鏡下手術システムについて，平成 25 年 3 月に増設を

図り，外科のほか，泌尿器科，産婦人科，整形外科，耳鼻科でも利用し

やすい体制を整え，低侵襲手術の増加に取り組んだ。 

 

○内視鏡下外科手術 

・消化管，肺がんに対する腹腔鏡下・胸腔鏡下外科手術を，引き続き，積

極的に実施した。 

 

○内視鏡的粘膜下層剥離術(ＥＳＤ) 

・消化管の早期がんに対する内視鏡的粘膜下層剥離術を，引き続き，積極

的に実施した。 

 

 

○超音波内視鏡の導入 

・消化器がんの精査，膵がん･膵嚢胞などの精査治療を可能にするため，

超音波内視鏡を導入した。 

 

○前立腺がん・膀胱がん 

・保険適用が可能となった腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術について，

積極的に実施した。また，腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術の施設認定取得

に向け検討を行った。 

 

 

 

 

○外来化学療法センター 

・外来化学療法センターにおいて，引き続き，積極的に化学療法治療を実
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キャンサーボードを充実させ，質

の高い治療の提供に取り組む 

 

○「がん看護相談室」を引き続き実

施し，がん患者及び家族に対する

がん治療への精神的支援や啓発活

動を積極的に行う 

 

○研修を受けた医師，看護師が協働

して「がんカウンセリング」を積

極的に行い，患者･家族が適切な治

療を選択できるようにサポートす

る 

 

・糖尿病については，医療体制の充実

に取り組むとともに，引き続き，糖

尿病チームの活動，生活習慣病セン

ターの運営及び糖尿病教室の開催な

どに取り組む。 

 

 

 

〔項目例〕 

○糖尿病地域連携パスの市全域での

運用に向けて，地域医療機関との

連携を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施した（平成 25 年度実績：4,194 件，前年度比 253 件減，5.7％減）。 

 

 

○がん患者及び家族に対する精神的支援 

・平成 22 年 11 月より開設（週 1 回）した「がん看護相談室」の毎日実

施を継続し，がん患者及び家族に対する，がん治療への支援を積極的に

行った（平成 25 年度実績：64 件）。（再掲） 

 

○がんカウンセリング 

・患者，家族が適切な治療を選択できるようにするため，がんカウンセリ

ングを積極的に行った（平成 25 年度実績：がん患者カウンセリング料

算定件数 79 件）。 

 

 

【糖尿病】 

・平成 24 年度より糖尿病・内分泌内科に常勤医師を 1 名増員し，Ⅱ型糖

尿病のみならず，専門性の高いⅠ型糖尿病や妊娠糖尿病への取り組みも

開始し，外来診療枠も増やして充実した診療体制を継続した。 

・生活習慣病センターの人員配置について，平成 24 年度から平日は毎日

とし，患者が利用しやすい体制とした。 

・糖尿病合併症の予防等に利用するため，引き続き，糖尿病教室を積極的

に実施した（平成 25 年度実績：10 回開催，前年度比 増減なし）。 

 

○糖尿病地域連携パスについて，神戸市医師会の発案で 4 月より本格運

用開始となった，病院と診療所が協力して患者の治療にあたるＫｏｂｅ 

ＤＭ ｎｅｔ（神戸糖尿病地域連携パス）において，60 診療所以上，

170 症例以上の連携実績をあげた。 
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関連指標（単位：人，平成 19 年度実

績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

がん退院患者数 4,656 1,627 

がん患者外来化学療法数 5,043 1,378 

がん患者放射線治療数 11,150 49 

脳卒中退院患者数 1,088 60 

急性心筋梗塞退院患者数 162 １ 

糖尿病退院患者数 381 216 

 1  

※西市民病院のがん患者放射線治療数

は平成 20 年 4 月～10 月の他病院へ

の紹介患者数 

 

関連指標（単位：人，平成 23 年度実

績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

がん退院患者数 3,605 2,472 

がん患者外来化学療法数 8,161 3,948 

がん患者放射線治療数 7,595 72 

脳卒中退院患者数 1,270 60 

急性心筋梗塞退院患者数 96 26 

糖尿病退院患者数 239 187 

 

※西市民病院のがん患者放射線治療 

数は他病院への紹介患者数 

 

 

関連指標                                （単位：人） 

 
項 目 

平成 24 年

度実績 

平成 25 年

度実績 

前年度比 

（％） 

中

央

市

民

病

院 

がん退院患者数 4,286 4,223 98.5 

がん患者外来化学療法数 9,279 9,923 106.9 

がん患者放射線治療数 10,327 8,894 86.1 

脳卒中退院患者数 1,227 1,085 88.4 

急性心筋梗塞退院患者数 134 108 80.6 

糖尿病退院患者数 214 207 96.7 

西

市

民

病

院 

がん退院患者数 2,616 2,223 85.0 

がん患者外来化学療法数 4,447 4,194 94.3 

がん患者放射線治療数 139 150 107.9 

脳卒中退院患者数 54 34 63.0 

急性心筋梗塞退院患者数 12 17 141.7 

糖尿病退院患者数 200 147 73.5 

  

※西市民病院のがん患者放射線治療数は市関連病院等への紹介患者数 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

２ 専門性の高い医療の充実 

（3） 高度・先進医療 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・新たな医療に適切に対応するため，

医療需要の質的・量的変化に適切に

対応し，各病院の医療機能に応じて，

他の地域医療機関では提供できない

高度・先進医療を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市民病院の高度・先進医療等の充実

のため，高度医療機器などの更新及

び整備計画を策定し，計画的な更

新・整備を行う。 

・市全域の基幹病院である中央市民病

院は，より高度で先進的な医療の提

・医療需要の変化に適切に対応し，各

病院の医療機能に応じて，他の医療

機関では提供できない医療を提供す

る。また，7 対 1 看護基準体制を維

持して質の高い医療を継続してい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・両病院の高度・先進医療等の充実の

ため，効率的・効果的な医療機器の

更新・整備を計画的に行う。 

〔項目例〕  

○手術支援ロボット「ダヴィンチ」

を新規に導入し，内視鏡下の画像

【高度・先進医療の提供】 

・他の医療機関では提供できない高度医療機器による検査や手術を実施す

るとともに，引き続き，チーム医療を推進した。 

・腹腔鏡手術や胸腔鏡手術等，高度かつ患者に負担の少ない手術に積極的

に取り組んだ。 

・7 対 1 看護基準体制についても，年度途中採用の実施及び年齢要件の撤

廃を行い，年度内に 19 人の採用を行うなど，看護職員の確保定着に努

め，より充実した看護の提供を行った。 

中央市民病院 

手術件数（平成 25 年度実績：12,337 件，前年度比 641 件増，5.5％増） 

うち腹腔鏡・胸腔鏡手術件数（平成 25 年度実績：1,536 件，前年度比 196

件増，14.6％増） 

内視鏡による手術件数（平成 25 年度実績：2,358 件，前年度比 412 件増，

21.2％増） 

ＣＴ検査（平成 25 年度実績：40,565 件，前年度比 2,056 件増，5.3％増） 

ＭＲＩ検査（平成 25 年度実績：16,987 件，前年度比 590 件増，3.6％増） 

ＰＥＴ検査（平成 25 年度実績：2,162 件，前年度比 37 件増，1.7％増） 

西市民病院 

手術件数（平成 25 年度実績：3,182 件，前年度比 346 件減，9.8％減） 

うち腹腔鏡・胸腔鏡手術件数（平成 25 年度実績：681 件，前年度比 28

件増，4.3％増） 

内視鏡による手術件数（平成 25 年度実績：1,041 件，前年度比 148 件増，

16.6％増） 

ＣＴ検査（平成 25 年度実績：13,322 件，前年度比 256 件増，2.0％増） 

ＭＲＩ検査（平成 25 年度実績：4,960 件，前年度比 165 件減，3.2％減） 

 

○手術支援ロボット「ダヴィンチ」の導入等 

・中央市民病院において，内視鏡下の画像の 3 次元化及び拡大，コンピ

２ 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 市民病院は，それぞれの医療機能に応じて，他の地域医療機関では提供できない高度・先進医療を提供すること。 

 

【ウエイト付の理由】平成 25年度計画重点項目 
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供を担う医療機関として，医療技術

の取得，レベル向上に向けた医療ス

タッフの確保・育成を計画的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新中央市民病院においては，今後さ

らに重要になると考えられる医療分

野について高度専門医療センターを

設置し，チーム医療による最適な医

療を提供する。 

 

 

 

の３次元化及び拡大，コンピュー

ターによる手振れ補正，鉗子類に

関節を持たせることによる自在性

等により，手術の安全性の向上と

患者の負担軽減を図る（中央市民

病院） 

 

○急性呼吸不全症例に対する体外式

模型人工肺による治療成績の向上

を目的とし，体外式循環ＥＣＭＯ

システムを導入する（中央市民病

院） 

 

○老朽化しているＸ線透視装置につ

いて，新しい機能を付与した多目

的型の機種に更新し，汎用性を高

め，検査の質の向上を図る（西市

民病院） 

 

○超音波内視鏡を新たに導入するこ

とで，消化器癌の精査，膵癌･膵嚢

胞などの精査治療を可能にする

（西市民病院）（再掲） 

 

○新生児の聴覚障害を早期発見し，

言語発達の遅れを最小限にするた

め，新たに新生児用聴力検査装置

を導入する（西市民病院）（再掲） 

 

【中央市民病院】 

・より高度で先進的な医療を提供する

医療機関として，複数の診療科とコ

メディカル，事務職がチームを組ん

で，カンファレンスを行うなど医療

技術の取得・レベルの向上に努める。 

 

 

ューターによる手振れ補正，鉗子類に関節を持たせることによる自在性

等を備えた手術支援ロボット「ダヴィンチ」を 12 月に導入し，初症例

を 1 月に実施した（平成 25 年度実績：12 件）。 

・ＴＡＶＩ（経カテーテル大動脈弁治療）に係る施設基準について，11

月に届出を行い，12 月に承認を受け，初症例を 2 月に実施した（平成

25 年度実績：3 件）。 

 

○体外式循環ＥＣＭＯシステムの導入 

・中央市民病院において，急性呼吸不全症例に対する体外式模型人工肺に

よる治療成績の向上を目的とした，体外式循環ＥＣＭＯシステムについ

て 1 月に導入し，平成 26 年 4 月からの運用開始を目標に準備を進めた。 

 

 

○Ｘ線透視装置の更新 

・西市民病院では，老朽化しているＸ線透視装置について，採用病院への

見学を含めた検討や機種選定を経て，1 月に汎用性の高い多目的型機種

への更新を行った。 

 

 

○超音波内視鏡の導入 

・西市民病院において，消化器がんの精査，膵がん･膵嚢胞などの精査治

療を可能にするため，超音波内視鏡を導入した。（再掲） 

 

 

○新生児用聴力検査装置の導入 

・西市民病院では，新生児の聴力障害を早期に発見し，言語発達の遅れを

最小限にするため，新生児用聴力検査装置を導入した。（再掲） 

 

 

中央市民病院 

【複数の診療科によるカンファレンスの実施】 

・複数の診療科がチームを組んで行う合同カンファレンスについては，循

環器・脳卒中合同オープンカンファレンスを 4 回開催し，循環器及び

脳血管領域の疾患を合併した症例の診断，治療に関する相互理解を図る

ため，両診療科から，双方領域に関連する症例を提示し，討議した。ま

た，外科と産婦人科の併科予定手術について，合同勉強会を開催した。 
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・西市民病院は，医師及び看護職員を

はじめとする医療職の確保及び定着

を図り，各診療科の体制の充実を実

現することで，さらに安全で質の高

い心のこもった医療の提供に取り組

む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【西市民病院】 

・持続可能な各診療科の特色づくりに

取り組むとともに，医療職の確保及

び定着を図り，標準的医療を高い水

準で提供する。 

 

 

〔項目例〕 

○ハイビジョン内視鏡下手術システ

ムを効率的に使用し，より侵襲性

が低く安全な手術の増加に取り

組む 

 

○循環器内科を強化し，専門性の高

い医療を提供する体制を整える

（再掲） 

 

 

 

 

 

 

○前立腺肥大症や尿路結石手術にお

いて，高出力のホルミウムレーザ

ーを用い，より侵襲性が低く安全

な手術の増加に取り組む 

 

○こうべ市歯科センターの救急対応

及び後送システムを継続すると

ともに，日帰り全身麻酔手術を積

極的に行う 

 

 

○手術の質と安全を担保しながら，

患者にメリットのある単孔式の腹

腔鏡手術を実施する 

 

西市民病院 

【医療職の確保】 

・24 時間救急医療体制の全面再開も見据え，後期研修医を含めた医師（小

児科，麻酔科）について増員を図った。（再掲） 

・医師確保のため，臨床研修病院合同説明会，後期研修レジナビ，マッチ

ングプラザ岡山（5 月），レジナビフェア（6 月）に参加し，当院の研修

のアピールを行った。 

 

○ハイビジョン内視鏡 

・ハイビジョン内視鏡下手術システムについて，平成 25 年 3 月に増設を

図り，外科のほか，泌尿器科，産婦人科，整形外科，耳鼻科でも利用し

やすい体制を整え，低侵襲手術の増加に取り組んだ。（再掲） 

 

○循環器内科の強化 

・循環器内科の体制を強化し，時間内の救急受入れ及び循環器内科医師の

日当直日における時間外救急受入れを積極的に開始した。また，従来午

後のみに実施していた，予定の血管造影検査，血管内治療について，一

部午前にも対応できるよう運用を見直した。さらに，経皮的冠動脈形成

術後の機能回復を安全かつ効率的に実施するため，心臓リハビリテーシ

ョン用の機器を導入し，平成 26 年度の運用開始に向け調整を図った。

（再掲） 

 

○ホルミウムレーザーの活用 

・前立腺摘出手術及び尿路結石除去術において，高出力ホルミウムレーザ

ーを用いた低浸襲な手技を積極的に実施した。 

 

 

○歯科の日帰り全身麻酔手術の実施 

・歯科の日帰り全身麻酔手術の体制を継続し，こうべ市歯科センターの救

急対応･後送システムに対応した。また，毎週火曜日午後に日帰り全身

麻酔手術枠を継続し，毎週 1, 2 件の症例を実施した（平成 25 年度実績：

93 件）。 

 

○単孔式腹腔鏡手術 

・平成 23 年度に購入した単孔式腹腔鏡スコープにより，積極的に単孔式

腹腔鏡手術を行った。 
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関連指標  （平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

検査人数(ＣＴ)（人） 21,944 9,109 

検査人数(ＭＲＩ)（人） 11,703 3,755 

検査人数(心臓血管造影)（人） 1,485 36 

検査人数(脳血管造影)（人） 948 － 

手術件数(入院・外来合計)（件） 7,995 3,417 

全身麻酔実施件数（件） 4,056 1,577 

がん患者外来化学療法数（再掲）（人） 5,043 1,378 

がん患者放射線治療数(再掲)（人） 11,150 49 

 1  

※西市民病院のがん患者放射線治療数

は平成 20 年 4 月～10 月の他病院へ

の紹介患者数 

○薬剤部の体制強化を図り，薬剤師

による病棟業務を強化することに

より，看護師の負担軽減を図り，

医療安全･患者サービスを向上さ

せるとともに，持参薬の確認を通

してかかりつけ医や薬局との連携

につなげる 

 

 

関連指標    （平成 23 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

検査人数(ＣＴ)（人） 25,411 11,960 

検査人数(ＭＲＩ)（人） 12,894 4,837 

検査人数(心臓血管造影)（人） 1,350 196 

検査人数(脳血管造影)（人） 954 ― 

手術件数(入院・外来合計)（件） 10,389 3,561 

全身麻酔実施件数（件） 7,471 2,718 

がん患者外来化学療法数（再掲）

（人） 

8,161 3,948 

がん患者放射線治療数(再掲)

（人） 

7,595 72 

 

※西市民病院のがん患者放射線治療

数は他病院への紹介患者数 

○薬剤師の全病棟配置 

・持参薬の薬剤管理業務の強化，全病棟への薬剤師配置による病棟業務の

充実及び医療安全の向上等のため，薬剤師 3 名を増員し，5 月から全病

棟への配置を開始した。また，薬剤管理指導業務の効率化を図るため，

病棟に配置する薬剤師を各病棟 2 名の担当制とし，責任と専門性をもた

せた。（再掲）さらに，専用カート導入や運用の大幅な見直しを行い，

注射薬の 1 施用ごとの払い出しを全病棟で開始し，配薬上での安全性を

向上させた。 

 

関連指標                  （単位：人） 

 
項 目 

平成 24 年

度実績 

平成 25 年

度実績 

前年度比 

（％） 

中

央

市

民

病

院 

検査人数(ＣＴ)（人） 38,509 40,565 105.3 

検査人数(ＭＲＩ)（人） 16,397 16,987 103.6 

検査人数(心臓血管造影)（人） 1,434 1,297 90.4 

検査人数(脳血管造影)（人） 1,082 962 88.9 

手術件数(入院・外来合計)（件） 11,696 12,337 105.5 

全身麻酔実施件数（件） 8,279 8,779 106.0 

がん患者外来化学療法数（再

掲）（人） 

9,279 9,923 106.9 

がん患者放射線治療数 (再掲 )

（人） 

10,327 8,894 86.1 

西

市

民

病

院 

検査人数(ＣＴ)（人） 13,066 13,322 102.0 

検査人数(ＭＲＩ)（人） 5,125 4,960 96.8 

検査人数(心臓血管造影)（人） 147 256 174.1 

手術件数(入院・外来合計)（件） 3,528 3,182 90.2 

全身麻酔実施件数（件） 2,903 2,103 72.4 

がん患者外来化学療法数（再

掲）（人） 

4,447 4,194 94.3 

がん患者放射線治療数 (再掲 )

（人） 

139 150 107.9 

  

※西市民病院のがん患者放射線治療数は市関連病院等への紹介患者数 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

３ 市民・患者と共に支える地域医療 

（1） 市民・患者へのサービスの一層の向上 

 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・患者満足度調査等の実施にあたって

は，市民・患者の視点からテーマを

絞り込むなど市民・患者ニーズをよ

り具体的に把握できるような工夫も

行うとともに，各病院の患者サービ

ス委員会が中心となって，ソフト・

ハード両面での改善を進めるととも

に，院内コンサートなど患者に安ら

ぎを提供する行事を開催するなど患

者へのサービスの質の一層の向上を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・患者満足度調査等を継続して実施す

るとともに，状況の変化等に応じて

新たな項目を追加するなど見直しを

行い，患者ニーズを適正に把握し，

適宜，必要な改善等を行うことによ

り，患者サービスの一層の向上に取

り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【患者ニーズの適正な把握】 

中央市民病院 

・患者ニーズを把握するため，患者満足度調査については，新病院より年

2 回の実施を計画しており，8 月及び 1 月に実施した。引き続き，調査

項目には，医療スタッフの評価（態度・言葉遣い）や新病院における新

たな機能（ベッドサイド端末，セキュリティカード等），新病院の立地

（来院手段・駐車場）等に関する項目で実施した結果，患者満足度は入

院で 97.6％（前年度比 1.4％減），外来では，93.1％（前年度比 2.5％減）

となった。また，意見箱を引き続き設置し，投稿件数は 500 件（前年

度比 53 件減，9.6％減）となった。要望に基づいて院内の案内サインを

増設し，利便性向上を図るとともに，外来待合にプライバシーに配慮し

た説明室を設置し，11 月より運用を開始した。さらに，平成 23 年 8

月より退院時アンケートを実施しており，病院全体の満足度では，平成

25 年度には毎月 98％以上の方から「満足及びやや満足」との回答を受

けた。 

・協力法人が 6 月の 7 日間に行事食や季節献立を中心に「食事アンケー

ト」（成人食喫食者）を行い，10 月には栄養管理部において「食事状況

調査」（成人食等一般食）を実施した。さらに，患者満足度向上計画の

一環として，接遇月間マナーを決め，取り組んだ。 

西市民病院 

・患者ニーズを把握するため，患者満足度調査を 2 月に実施し（配布数：

入院 333 人，外来 684 人），患者満足度は入院で 89.0％（前年度比 0.3％

減），外来で 89.8％（前年度比 0.4％増）となった。また，意見箱を引

き続き設置し，投稿件数は 142 件（前年度比 17 件減，10.7％減）であ

った（お礼 36 件，要望・提案 26 件，意見・苦情 80 件）。 

・患者サービス向上のため，献立に制限の大きい嚥下食について，新たな
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中期目標 

患者へのサービスの向上の観点から，外来診療の待ち時間，検査や手術の待ち日数の短縮等に取り組むほか，より柔軟に患者へのサービスの

向上を図ること。 また，より快適な環境を提供するため，院内環境の整備を進めること。 

 なお，国際化の進展等にも配慮するなど，誰もが利用しやすい病院を目指すこと。 

 

【ウエイト付の理由】平成 25年度計画重点項目 
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・外来，検査及び手術の枠の見直しや

診療時間を弾力的に運用することに

より患者の受入れを円滑に行うな

ど，待ち時間の短縮や待ち時間の過

ごし方について総合的な待ち時間対

策に取り組む。さらに，患者相談窓

口業務の充実や市民・患者ニーズや

運営体制も踏まえた土曜日等の検査

等の実施についての対応に取り組

む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・院内コンサートを継続して開催する

など患者サービスの質の一層の向上

を図る。 

 

 

・患者の受入れを円滑に行うなど，待

ち時間の短縮や待ち時間の過ごし方

について，総合的な待ち時間対策に

取り組む。 

〔項目例〕 

○ＦＡＸ予約については，地域医療

機関の要望に沿えるよう受入れの

円滑化に努める。また，ＦＡＸ予

約患者はできるだけ待ち時間なく

診察が受けられるよう優遇措置を

徹底し，ＦＡＸ予約の利用を地域

医療機関に働きかける（中央市民

病院） 

○潜在的高リスク患者のスクリーニ

ング等による安全確保や安心感の

醸成，標準医療の実施による計画

的な病床運用を目的とした入院前

検査センターの機能を充実させる

（中央市民病院） 

 

○携帯端末を用いた呼び出しシステ

ムによる待ち時間の有効活用及び

自動精算機による会計窓口での待

ち時間の短縮を推進する。また，

外来の待ち時間対策について引き

続き検討する（中央市民病院） 

材料を採用することで，盛り付けの工夫を行い，視覚的な改善を図った。

また，新たな献立の導入も行い，患者が食べることに楽しみを持てるよ

う取り組んだ。（再掲）さらに，入院食について改善を図るため，一般

食に加え，特別食についてもアンケートを行うことを決定した。なお，

11 月より救急入口ドアを自動化し，円滑な患者受入れを図った。（再掲） 

 

【患者サービスの向上】 

・中央市民病院については，院内コンサートを 6 回，ロビーコンサート

を 1 回実施した。西市民病院では，院内コンサートを 6 回実施すると

ともに，7 月には夏祭りを開催し，患者サービスの一層の向上を図った。 

 

【待ち時間対策】 

・両病院においては，待ち時間対策として，以下のような取り組みを行っ

た。 

 

 

中央市民病院 

○ＦＡＸ予約を引き続き推進し，予約患者の待ち時間優遇措置の徹底によ

り，可能な限り時間通りの診察を行うよう対応した。（平成 25 年度実

績：12,931 件，前年度比 5.9％増，利用医療機関数 2,090 施設）。また， 

9 月には予約受付スタッフを増員し，より迅速で確実な予約手続きがで

きるよう体制を強化した。なお，外来患者待ち時間調査について，年 2

回実施する方針を決定しており，5 月及び 11 月に実施した。 

 

○新病院では医療の安全性の向上や標準医療の実施による計画的な病床

運用を目的とした入院前検査センターを設置し，看護師，薬剤師などに

よるスクリーニング等を実施することにより，入院までに患者のリスク

を解決できるよう支援した（平成 25 年度実績：10,842 人）。また，患

者の状況によっては，地域医療部のＭＳＷや看護師がサポートし，転院

支援や介護保険サービスの手続き支援等も行った（平成 25 年度実績：

669 人）。 

○自動精算機の導入により会計窓口での待ち時間が短縮された。また，携

帯端末の導入により，待ち時間の有効活用やスムーズな受診が可能とな

り，患者サービスの向上につながった。引き続き，より一層の待ち時間

短縮が図られるよう，外来待ち時間対策について検討を継続した。 
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・患者や来院者により快適な環境を提

供するため，院内清掃を徹底すると

ともに，院内巡回を定期的に実施し

て施設の改修等を行うなど療養環境

の維持・向上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

・国際化の進展等による多言語への対

応をはじめとして，誰もが利用しや

すい病院づくりに取り組む。 

 

 

 

 

○内科医師を確保し，外来診療枠を

最大限活用することにより，待ち

時間の短縮に取り組む（西市民病

院） 

○紹介患者の待ち時間短縮を図るた

め，優先的に外来診察を実施する

取り組みを継続して行う（西市民

病院） 

 

 

 

○どの診療科を受診して良いか分か

らない患者へのアドバイス，多患

者時のきめ細かい応対など，総合

案内機能体制を継続する（西市民

病院） 

 

 

・院内清掃の徹底や，院内巡回の定期

的な実施により，療養環境の維持・

向上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国際化の進展等による多言語への対

応をはじめとして，誰もが利用しや

すい病院づくりに取り組む。 

〔項目例〕 

○市が整備する医療通訳派遣制度に

参画し，外国人患者にとっても安

心かつ適切な医療サービスの提供

西市民病院 

○待ち時間対策 

・平成 25 年 3 月に小児科外来を 2 診から 3 診に改築し，感染症患者への

対応を円滑化することにより，待ち時間の軽減を図った。 

○紹介患者に対しては，引き続き外来診察を優先的に実施し，待ち時間の

短縮に取り組み，外科診察室の空き時間を利用した整形外科の診療枠の

拡大等，診療時間枠の柔軟な設定を行った。また，外来採血開始時間の

繰上げ（8 時 45 分から 8 時 30 分へ変更）を継続するとともに，平成

24 年度に放射線一般撮影において機器を更新し，検査時間及び検査待

ち時間の短縮に取り組んだ。 

 

○総合案内機能の充実 

・外来看護担当マネージャー（外来患者の診察に関するアドバイス等を実

施）及びフロアマネージャー（案内のほか軽微な苦情にも対応）を継続

配置し，また，平成 24 年度より医事課職員 1 名を増員して，苦情や質

問にきめ細かく対応できるよう体制を強化し，総合案内機能を充実させ

た。 

 

【療養環境の維持・向上】 

・中央市民病院については，院長による院内巡回及び患者サービス委員会

による院内ラウンドを毎月実施し，療養環境の維持・向上を図った。ま

た，週 1 回，病院周辺の美化活動及び禁煙パトロールを実施し，病院

周辺の環境改善を行った。 

・西市民病院については，院長による院内巡回を月 1 回継続し，問題点

の抽出，対応を行い，療養環境の維持・向上に努めた。さらに，週 1

回，周辺の美化清掃を実施するなど，病院周辺の環境についても維持を

図った。また，意見箱へ投書された意見等について，患者サービス向上

委員会において対応策の検討を行い，週末の病棟トイレ等の清掃に関し

て，回数を増加させ，療養環境の向上に取り組んだ。 

 

【国際化への対応】 

・多言語への対応をはじめとして，誰もが利用しやすい病院づくりに取り

組んだ。 

 

○外国人患者にとっても安心かつ円滑に医療サービスが受けられるよう

通訳派遣制度の試行的運用を継続した（平成 25 年度実績：中央市民病

院 49 件，西市民病院 26 件）。 
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・安全で疾病に適した食事の充実と，

栄養管理の観点からＮＳＴ（栄養サ

ポートチーム）活動に取り組み，治

療効果を向上させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に取り組む 

○案内表示の多言語表記に加えて，

患者へ配付する印刷物等について

も，多言語対応を継続していく（中

央市民病院） 

○ホームページの多言語化に取り組

む（中央市民病院） 

 

 

○一般外来の各フロアに外国語に対

応できるスタッフを引き続き配置

する（中央市民病院） 

 

 

・安全で疾病に適した食事の充実・提

供と，栄養管理の観点からＮＳＴ（栄

養サポートチーム）活動を含めたＮ

ＣＭ（栄養ケアマネージメント）に

取り組み，治療効果を向上させる。 

〔項目例〕 

 ○栄養管理及びＮＳＴ活動の充実・

推進により，的確な時期に低栄養

状態を改善させ，治療効果の向上

とともに在院日数の短縮を図る。

また疾病等に応じた栄養指導を

行う（中央市民病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中央市民病院では，案内表示を多言語化（英語，中国語，韓国語）して

おり，また，患者に配布する印刷物について，外来パンフレットの多言

語化（英語，中国語，韓国語）を実施した。 

 

○中央市民病院において，ホームページのリニューアルを実施（7 月 1 日）

するとともに，英語，中国語，韓国語のページを一新し，多言語化を行

った。 

 

○中央市民病院では，平成 24 年 10 月から外国語（英語・仏語・中国語・

韓国語）に対応できるスタッフを外来に配置した。また，対応可能な外

国語のピンバッジ（国旗）を制服に着けることで，患者が識別できるよ

うにした。 

 

【栄養管理】 

・中央市民病院においては，4 月に栄養管理部を設置し，栄養管理体制の

充実を図るとともに，栄養管理計画書の作成や病棟訪問等により，個々

の患者ごとの病状・栄養状態及び摂食状況等を把握し，患者ごとのきめ

細かいサービスの提供と栄養管理を行った（平成 25 年度実績：個別栄

養指導件数 2,407 件，集団栄養指導件数 405 件，加算食割合 29.1％）。

また，平成 22 年度より管理栄養士 1 名を専従化し，栄養サポートチー

ム加算を取得（平成 25 年度実績：487 件）しており，栄養サポートチ

ーム（ＮＳＴ）において，毎月 1 から 2 回のスタッフ勉強会やミーテ

ィングを開催し，栄養管理の観点からの治療効果の向上を検討するとと

もに，月 1 回のニュースの発行や講演会を開催し，院内全体のレベル

アップを図るため情報提供を行った。さらに，チーム医療での診療サポ

ートとして，糖尿病，腎臓病，心臓リハビリテーション，褥瘡，緩和ケ

ア，嚥下，救急，ＩＣＵ，消化器内科，呼吸器内科，循環器内科等のカ

ンファレンス・回診への参加と栄養指導を実施した。 

・西市民病院においては，栄養サポートチーム（ＮＳＴ）において，勉強

会及びコアメンバーミーティングを毎月 1 回開催し，栄養管理の観点

からの治療向上に向けての検討を行ったほか，医師がオーダーしやすい

ように医療情報端末で注意喚起するなど，栄養管理室が中心となって，

入院患者の既往歴に応じ，適切な特別食を積極的に提供できるよう対応

するとともに，栄養サポートチーム加算の取得に積極的に取り組んだ

（平成 25 年度実績：601 件）。また，病院食は教育的側面もあり，退院

後の参考にもなることから，特に特別食を喫食している入院患者への病
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・適切な医療サービスを提供する観点

から，救急医療等市民病院の役割を

市民・患者に理解していただく方策

も検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・口腔の機能維持など患者のＱＯＬ向

上のみならず，術前やがん治療前の

感染症，誤嚥性肺炎などの予防及び

全身の健康状態の維持・向上のため，

口腔ケアを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

・適切な医療サービスを提供する観点

から，初期救急から３次救急までの

神戸市の救急医療体制における中央

市民病院及び西市民病院の位置づけ

など，市民病院の役割を市民・患者

にも理解いただく方策に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟での栄養指導に取り組むとともに，外来患者に対しても指導機会の増

加を図るため，予約枠を増加させた（平成 25 年度実績：個別栄養指導

件数 1,515 件，集団栄養指導件数 36 件，加算食割合 29.0％）。 

 

【口腔ケア】 

・中央市民病院においては，手術や抗がん剤治療などの影響による体力や

免疫力低下に伴う口腔内の感染症対策として，歯科医師，看護師，歯科

衛生士が作成した口腔ケア計画に基づき，看護師と歯科衛生士が連携し

て口腔ケアを実施した（平成 25 年度実績：3,349 件，前年度比 186 件

増，5.9％増）。 

・西市民病院では，引き続き歯科口腔外科医師及び歯科衛生士による病棟

見回りを実施し，口腔ケアを行うことにより，全身の健康状態の維持，

向上を図った。また，がん患者等の周術期口腔ケア及び外来化学療法患

者への口腔ケアについてフローを作成し，積極的に運用を開始した（平

成 25 年度実績：2,747 件，前年度比 785 件増，40.0％増）。 

 

【市民病院の役割についての情報提供】 

・両病院においては，市民病院としての役割を担い，より多くの患者の受

診機会を確保するため，地域医療機関との紹介・逆紹介の推進や，在院

日数の短縮などを図った。これらの取り組みについては，入院オリエン

テーション時等に必要に応じて説明し，また，中央市民病院においては

入院及び外来パンフレット等へも記載することにより，市民・患者へ市

民病院の役割について理解してもらうよう取り組んだ。 

・中央市民病院においては，市民，患者，医学生，医療機関などへきめ細

かな情報提供を行うため，ホームページの運用に努めるとともに，7 月

より刷新したホームページについて，より充実を図るため利用者に応じ

た情報の提供ができるよう取り組み，ホームページアクセス件数は

3,404,402 件となった。なお，急性期病院としての役割やかかりつけ医

の紹介等の情報を案内パンフレットへの記載のほか，診察情報表示用デ

ィスプレイに表示し，急性期病院としての役割を市民・患者へ理解して

もらうよう図った。 

・西市民病院では，平成 22 年度にリニューアルしたホームページについ

て，随時新しい情報の追加・更新を行い，市民等に分かりやすい情報の

提供に取り組むとともに，平成 22 年度より開始した臨床評価指標の基

本情報の掲載について，更新して情報の提供を行い，ホームページアク

セス件数は 150,864 件となった。 
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・新中央市民病院では，診察や検査の

タイミングがわかる端末携帯による

呼び出しシステム導入や，待ち時間

を快適に過ごすために健康に関する

資料などを常備した市民健康ライブ

ラリーの設置を検討する。また，患

者・家族がゆっくりできるデイルー

ムやプライバシーにも配慮した個

室，個室感覚のある多床室を整備す

るなど療養環境の改善に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連指標 

（単位：％，平成 19 年度調査結果） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

患者満足度調査結果（入院患者） 

（満足＋やや満足) 

96.7 96.9 

患者満足度調査結果（外来患者） 

（満足＋やや満足) 

93.7 94.1 

 1  

 

【中央市民病院】 

・携帯端末による呼び出しシステムの

活用や市民健康ライブラリーの充実

など，待ち時間を快適に過ごせるた

めの対策を進める。また，患者・家

族がゆとりをもって利用できるよう

療養環境の改善に努める。 

・高齢者や障害者を含め，全ての患者

が円滑に移動し，負担を軽減できる

ように（ユニバーサルデザインに配

慮した），分かりやすい施設配置とす

るとともに外来案内等の強化を図

る。また，病院へのアクセス改善に

ついて検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連指標（単位：％，平成 23 年度調

査結果） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

患者満足度調査結果（入院患者） 

（満足＋やや満足) 

96.6 88.5 

患者満足度調査結果（外来患者） 

（満足＋やや満足) 

92.4 87.9 

 

 

中央市民病院 

・新病院では，患者へ携帯呼出端末を貸し出し，診察及び会計の流れを音

とメッセージでお知らせするシステムを導入するとともに，外来フロア

にカフェやレストランを設置などによって，待ち時間のより有効的な利

用が可能となった。また，平成 24 年 6 月からは携帯端末機のケースを

導入し，つり下げて持ち運べるようにした。さらに，病棟では，患者・

家族がゆとりをもって利用できるデイルームやプライバシーにも配慮

した個室及び個室感覚のある多床室を整備し，療養環境の改善を図っ

た。 

・市民健康ライブラリーについては，平成 24 年 12 月より 1 階にて運営

を再開し，内容の充実に取り組んだ。8 月には書籍の調達も完了し，病

気の知識や健康増進に関するもの等，約 1,000 冊を取り揃え，患者・市

民が自由に閲覧できるようにした。また，院内や行政機関等が発行する

資料やパンフレット，チラシの提供に加えて，「タッチでワカル君」（パ

ソコン端末による各種医療・健康情報の提供）を 2 台で運用し，11 月

と 3 月に患者のかかりつけ医探しの一助となるよう，連携登録医情報

を更新した。 

・高齢者や障がい者を含め，すべての患者が円滑に移動し，負担を軽減で

きるように，「段差なし」の徹底，誰もが使いやすい「だれでもトイレ」

の採用や分かりやすいサイン計画などユニバーサルデザインに配慮し

た施設整備を行った。 

・平成 24 年 4 月から患者相談窓口を地域医療連携センター内に設置し，

相談員として専任の看護師を同年 5 月から配置した。 

・キャッシュカードによる支払が可能なデビットカードの導入について 

調整を行い，中央市民病院では平成 24 年 3 月より，西市民病院では同

年 2 月より運用を開始し，会計時の利便性の向上と収納率の向上を図っ

た。 

 

関連指標                               （単位：％） 

 
項 目 

平成 24 年

度実績 

平成 25 年 

度実績 
前年度比 

中 央

市 民

病院 

患者満足度調査結果（入院

患者）（満足＋やや満足) 
99.0 97.6 △1.4 

患者満足度調査結果（外来

患者）（満足＋やや満足) 
95.6 93.1 △2.5 

西 市

民 病

院 

患者満足度調査結果（入院

患者）（満足＋やや満足) 
89.3 89.0 △0.3 

患者満足度調査結果（外来

患者）（満足＋やや満足) 
89.4 89.8 0.4 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

３ 市民・患者と共に支える地域医療 

（2） 市民・患者への適切な情報提供 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・「患者の権利章典」の下，患者中心の

医療を常に実践し，インフォーム

ド・コンセント（患者が医療の内容

及び自分に合った治療法などについ

て，医師からわかりやすい言葉で丁

寧な説明を受けた上で，患者が正し

く理解し納得して，同意すること）

を徹底するとともに，引き続きセカ

ンドオピニオン（患者及びその家族

が，病状や治療法等について，主治

医と別の専門医の意見を聴くこと）

についても対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・医療職がインフォームドコンセント

（患者が医療の内容，及び自分に合

った治療法などについて，医師から

わかりやすい言葉で丁寧な説明を受

けた上で，患者が正しく理解し，納

得して同意すること）の重要性を再

認識し，入院時の治療計画（日程）

の説明と同意取得を徹底するなど，

患者の立場を尊重した医療を常に実

践する。 

 

 

 

 

 

・患者からの依頼に応じ，引き続きセ

カンドオピニオン（患者，及びその

家族が病状や治療法等について主治

医と別の専門医の意見を聴くこと）

についても対応する。 

 

 

・糖尿病教室や禁煙教室など各種患者

及び市民向け教室の開催と充実に取

【インフォームド・コンセント】 

・両病院において，患者の権利章典に基づき，患者に検査や治療法などに

ついて，十分に説明し，納得してもらうよう心がけた。その際，入院時

の治療計画などを示したクリニカルパスなどを使用し，治療内容の説明

を行った。 

・中央市民病院については，医療安全管理指針に「患者への診療行為内容

の説明と同意」について規定しており，院長をはじめ医療安全管理室等

を通じて全職員への周知徹底を図った。その上で，新たに採用した初

期・後期研修医に対しては講習の中でインフォームド・コンセントにつ

いての説明を行った。 

・西市民病院においては，患者，家族が治療を受ける際の疑問や不安を軽

減するために，患者サービスセンターの設置について検討を継続すると

ともに，平成 23 年度より開始した入院前オリエンテーションを継続し

て実施した。 

 

【セカンドオピニオン】 

・両病院において，患者が十分納得して治療を受けることができるよう，

病状，治療内容，診断や今後の治療方針について，引き続き，セカンド

オピニオンを行った。中央市民病院の件数は，237 件（前年度比 37 件

増，18.5％増）となり，西市民病院は 2 件（前年度比 7 件減，77.8％減）

となった。 

 

【各種患者向け教室】 

・中央市民病院の患者向け教室については，患者家族や市民も対象として，

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 

「患者の権利章典」の下，患者中心の医療を常に実践し，インフォームド・コンセント（患者が自ら受ける医療の内容に納得し，自分に合った治療法を選択できるよう，患者へのわかりやす

い説明を行った上で，同意を得ること）を行うこと。 

 また，市民病院に蓄積された専門医療に関する情報，市民病院の役割及び医療内容，地域医療機関との連携等について，市民・患者に対しホームページ等を活用し，情報提供を行うなど普及

啓発を進めること。 
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・各診療科の特色や代表的な疾患の治

療方針をはじめとして市民病院の取

り組み及び地域医療機関との連携等

について，わかりやすくホームペー

ジに掲載するとともに，患者向け広

報誌の定期的発行や市民・患者向け

教室の開催等を行う。 

・新中央市民病院の整備については，

ホームページやパンフレット等にわ

かりやすく記載し，区役所や駅など

市民が手に取りやすいところに設置

するなど，積極的に広報に努めると

ともに，市民への「出前トーク」等

も引き続き行う。 

関連指標（単位：回，平成 19 年度実

績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

各種教室等開催回数 ４ 

（心臓・糖尿病・

腎臓・禁煙） 

３ 

（糖尿病・禁煙・

市民公開講座） 

セカンドオピニオン受付数 156 ３ 

市民向け広報発行回数 しおかぜ通信 ３ 虹のはし   １ 

 1  

 

 

り組む。 

 

 

 

〔項目例〕 

○患者のみならず広く市民を対象と

して，幅広い分野をテーマとする

市民公開講座を継続して開催し，

情報を提供する（西市民病院） 

 

 

・市民への情報提供を強化するため， 

ホームページの充実に努め，患者向

け広報誌の定期的発行など市民に適

切な情報をわかりやすく提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連指標 （単位：回，平成 23 年度

実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

各種教室等開催回数 46 

（心臓・糖尿病・

腎臓・禁煙・肝臓） 

25 

（糖尿病・禁煙・

市民公開講座） 

セカンドオピニオン受

付数 

239 2 

市民向け広報発行回数 しおかぜ通信 2 虹のはし     3 

 

 

医師・看護師・薬剤師・管理栄養士等がチームを組んで開催した。主な

教室は心臓病教室 8 回（参加者 198 人），糖尿病教室 8 回（同 187 人），

腎臓病教室 8 回（同 149 人），消化器病教室 6 回（同 233 人）を実施し，

年間での開催合計件数は 30 回（前年度比 2 回増，7.1％増），参加者総

数は 767 人（前年度比 346 人減，31.1％減）となった。 

・西市民病院の各種患者向け教室については，患者家族や市民も対象とし

て，医師・看護師・コメディカルが中心となり，禁煙教室 9 回（参加

者 22 人），糖尿病教室 10 回（同 554 人），市民公開講座 6 回（同 148

人）を実施し, 年間での開催合計件数は 25 回（前年度比 増減なし），

参加者総数は 724 人（前年度比 48 人増，7.1％増）となった。 

 

【市民への情報提供】 

・中央市民病院においては，市民，患者，医学生，医療機関などへきめ細

かな情報提供を行うため，ホームページの運用に努めるとともに，7 月

より刷新したホームページについて，より充実を図るため利用者に応じ

た情報の提供ができるよう取り組んだ。（再掲） 

・西市民病院では，平成 22 年度にリニューアルしたホームページについ

て，随時新しい情報の追加・更新を行い，市民等に分かりやすい情報の

提供に取り組んだ。（再掲） 

・両病院において，一般市民を対象とした広報誌を発行し，診療情報や医

療スタッフの役割，新しい取り組みなどについて情報を提供した（中央

市民病院 3 回発行，西市民病院 2 回発行）。 

関連指標                   （単位：回）  

 
項 目 平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 

前年度比 

（％） 

中

央

市

民

病

院 

各種教室等 

開催回数 

28 

（心臓・糖尿病・ 

腎臓・消化器病） 

30 

（心臓・糖尿病・ 

腎臓・消化器病） 

107.1 

セカンドオピ

ニオン受付数 

200 237 118.5 

市民向け広報

発行回数 

しおかぜ通信  2 

 

しおかぜ通信  3 

 

150.0 

西

市

民

病

院 

各種教室等 

開催回数 

19 

（糖尿病･禁煙） 

19 

（糖尿病･禁煙） 

100.0 

市民公開講座 6 6 100.0 

セカンドオピ

ニオン受付数 

9 2 22.2 

市民向け広報

発行回数 

虹のはし  1 虹のはし  2 200.0 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

３ 市民・患者と共に支える地域医療 

（3） ボランティアとの協働 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・ボランティアを積極的に受け入れ，

職員と互いに連携をとりながら，市

民・患者の目線に立ったサービスの

向上を図るため，よりきめ細やかな

取り組みに努める。また，病院運営

の中における役割を明確にした上

で，ボランティアの活動が円滑に行

えるよう支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職員とボランティアが協働して互い

に連携をとりながら，市民・患者の

目線に立ったサービスの向上を図る

ため，よりきめ細やかな取り組みに

努める。またボランティアの病院運

営における役割を検証したうえで，

ボランティアの内容に広がりを持た

せるなど積極的な受入れを行う。 

 

 

 

 

 

 

〔項目例〕 

○引き続き，小児病棟において，病

棟保育士やボランティアを活用す

ることにより，親子ともども入院

生活を過ごしやすくするなど療養

環境の向上を図る（中央市民病院） 

 

○引き続き，ボランティアとの意見

交流会を定期的に実施することに

より，登録人数の増加や活動内容

の充実に取り組む（西市民病院） 

 

 

 

【ボランティアの積極的な受入れ】 

・両病院において，ボランティアを積極的に受入れ，職員とボランティア

が協働して，以下のとおり患者へのきめ細やかな対応を行った。 

中央市民病院 

・ボランティアコーディネーターのもと，ボランティア（学生ボランティ

ア含む）の積極的な受入れ，活動を実施した。登録人数は，207 名（前

年度比 23 人増，12.5％増）となり，引き続き，外来補助や図書の貸出，

病院周辺の花檀の整備等に取り組み，きめ細かな患者サービスを行うた

め，協働による患者サービスの向上に努めた。 

・毎年度実施しているボランティア総会を 11 月に実施し，院長のほかボ

ランティア委員会メンバー，その他関係職員が出席し，ボランティア活

動の表彰や意見交換を行うとともに，市民向けに急性期病院としての機

能や地域医療連携について周知する一環として，講演及び意見交換を行

った。 

 

○中央市民病院においては，小児病棟でのボランティア活動の希望が多く

なっており，ボランティアコーディネーターが調整し，分担してイベン

ト等を季節ごとに実施した。また，新病院より小児科病棟に設置したプ

レイルームやキッズガーデン及び拡充した図書室の活用を図った。 

 

 

○西市民病院のボランティア登録人数は 31 人（前年度比 2 人減，6.1％

減）となり，引き続き，院内案内やあじさい文庫の本の選定・管理（移

動図書館）及び院内コンサートの手伝い，院内展示等の活動を行った。

また，ボランティアの管理する図書コーナーを 2 階スペースに設置し，

患者サービスの向上に協働して取り組んだ。 

・ホームページや院内ディスプレイを活用してボランティアを募集する 

とともに，ボランティア調整会議を 3 か月に 1 回定期的に開催し，意

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 ボランティアを積極的に活用し，互いに連携を取りながら市民・患者の目線に立ったサービス向上のため，よりきめ細やかな取り組みを進めること。 
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関連指標 （平成 19 年度末現在） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

ボランティア登録人数（人） 109 39 

ボランティア活動時間（延べ

時間／月） 

405 167 

 1  

 

 

 

 

 

関連指標 （平成 23 年度末現在） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

ボランティア登録人数（人） 152 37 

ボランティア活動時間（延べ

時間／月） 

602 160 

 

 

見交換を行った。また，外来看護担当マネージャー及びフロアマネージ

ャーにより，随時，ボランティアに参加した人の意見を吸い上げ，サー

ビスの向上を図るとともに，ボランティア活動が長い 3 名の方に感謝状

を贈呈した。 

 

関連指標                 

 
項 目 

平成 24 年

度実績 

平成 25 年

度実績 

前年度比 

（％） 

中央

市民

病院 

ボランティア登録人

数（人） 

184 207 112.5 

ボランティア活動時

間（延べ時間／月） 

690 667 96.7 

西市

民病

院 

ボランティア登録人

数（人） 

33 31 93.9 

ボランティア活動時

間（延べ時間／月） 

136 138 101.5 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

４ 地域医療機関との連携協力の推進 

（1） 地域医療機関・保健機関・福祉機関との連携推進 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・地域医療機関のニーズを把握し，地

域医療機関との連携及び協力の体制

の充実を図り，役割に応じた患者の

紹介・逆紹介を行うとともに，高度

医療機器の共同利用等の促進に取り

組むなど，これまで培ってきた地域

医療機関との連携や逆紹介システム

の活用をもとに病診・病病連携をよ

り一層推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保健所，訪問看護ステーション及び

老人保健施設などと情報交換を行

い，緊密に連携を図る。 

 

 

 

 

・地域医療機関のニーズを把握し，地

域医療機関との適切な役割分担のも

と，紹介・逆紹介をさらに推進する

とともに，高度医療機器の共同利用

等の内容の充実・促進に取り組むな

ど，これまで培ってきた地域医療機

関との連携や逆紹介システムの活用

をもとに病診・病病連携をより一層

推進し連携及び協力体制の充実を図

る。（地域完結型医療の推進） 

 

 

〔項目例〕 

○患者が「かかりつけ医」を持てる

ようにするため，「かかりつけ医

相談窓口」による患者へのサポー

ト体制を継続する（西市民病院） 

 

 

・関係行政機関，居宅介護支援事業所，

訪問看護ステーション及び老人保健

施設などと情報交換を行い，地域で

安心して継続的に療養できるよう地

域との連携を強化する。 

〔項目例〕 

○病病・病診連携に加えて，介護施

【地域医療機関との連携及び役割分担の推進】 

・地域の医療機関と適切な役割分担を行い，患者が「かかりつけ医」を持

つよう努めるとともに，地域の医療機関と患者の紹介・逆紹介を推進し，

一層の連携を図るとともに，高度医療機器等の共同利用を行った。 

  

他病院からの高度医療機器利用状況      （単位：件数）      

 
項 目 

平成 24 年度

実績 

平成 25 年度

実績 
前年度比 

中央市民病院 ＣＴ 218 184 84.4 

ＭＲＩ 136 132 97.1 

心エコー 23 22 95.7 

骨シンチ 24 24 100.0 

西市民病院 ＣＴ 323 275 85.1 

ＭＲＩ 221 190 86.0 

 1  

○西市民病院では，平成 24 年 1 月より週 2 回試験運用していた「かかり

つけ医相談窓口」を，平成 24 年度からは毎日実施の本運用とし，かか

りつけ医を持ってもらうための相談体制を継続した。また，関係文書作

成及び地域医療推進課業務の支援のため，平成 24 年度に導入した地域

医療連携システムの活用を開始した。 

 

【保健所，訪問看護ステーション及び老人保健施設との連携】 

・中央市民病院の看護師と居宅介護支援事業所及び訪問看護ステーショ 

ン等との交流セミナーを開催（年 4 回）するなど連携を図った。 

・西市民病院については介護施設，訪問看護ステーションを中心とした地

域医療機関を対象に，「在宅医療支援交流会」を 3 回開催し，退院患者

の情報交換などを各診療科の医師と行うことで，顔の見える連携により

信頼関係を構築した。また，入退院や外来受診時に，ＦＡＸ又は電話に

２ 
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中期目標 

地域医療機関との連携及び協力の体制の充実を図り，役割に応じた患者の紹介を行うとともに，高度医療機器の共同利用等の促進に取り組み，引き続き病診・病病連携を推進すること。 また，

本市の保健機関及び福祉機関と情報交換を行うなど，医療，保健及び福祉の連携を図ること。 

 
【ウエイト付の理由】平成 25年度計画重点項目 
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・中央市民病院は，市全域の基幹病院

として，症状の安定した患者の逆紹

介，重症度に応じた適切な救急患者

の受入れや高度医療機器の共同利用

を行うなど，紹介率・逆紹介率をよ

り高め，地域医療機関との連携をさ

らに強化するためにも，地域医療支

援病院の承認に向けた準備を進め

る。 

・新中央市民病院では，地域完結型医

療を推進する病院の中枢として地域

医療連携センターを設置し，体制を

強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設，訪問看護ステーション等との

病介護・病看護連携の一層の推進

を図る（西市民病院） 

 

○地域医療部に在宅支援室を設置

し，認定看護師が訪問看護ステー

ションの訪問看護師と同行訪問

する等，連携を密にすることで，

在宅医療の支援を図る（西市民病

院） 

 

 

 

【中央市民病院】 

・地域医療連携センターにおいて，入

院前検査センター等と連携して，患

者が円滑かつ安心な治療を受けられ

るよう支援を行う。 

・連携登録医に対しては，病院の情報

を積極的に提供し連携しやすい環境

を作ることや，患者に対して連携登

録医の情報を公開するなど登録のメ

リットを積極的にアピールする。 

・高度医療に対応した最新医療機器の

導入などにより，高度医療機器の共

同利用等の促進に取り組み患者にや

さしい検査・治療を提供する。 

 

 

・地域の医療従事者との合同カンファ

レンス等を通じて，地域医療機関と

の連携をさらに強化する。 

 

・民間病院協会，財団法人 神戸マリナ

ーズ厚生会ポートアイランド病院を

はじめ地域の医療機関との情報交換

を密にし，急性期及び亜急性期の患

よる情報交換を，地域医療推進課を中心に実施し，保健所等との連携を

図った。 

 

 

○在宅支援室の設置 

・西市民病院において，周辺地域での高齢化率の上昇や，在宅医療を進め

ていくため，4 月より地域医療部に「在宅支援室」を設置するとともに，

在宅支援室の運営基準を検討するため，在宅支援委員会を設置し，他病

院の視察や事例報告を行い，平成 26 年度に向けての組織及び体制等に

ついて検討した。また，訪問看護ステーションからの要請により，認定

看護師等が訪問看護師に同行して技術支援を行うなど，連携を深めると

ともに，在宅医療の支援を図った（平成 25 年度実績：2 回派遣）。 

 

中央市民病院 

・地域の医療，介護，福祉施設との連携を図るため地域医療連携センター

を設置し，連携の窓口機能を強化するとともに，入院前検査センターに

おいてリスクアセスメントを行い，入院当初から退院後の療養について

相談を受け支援した（平成 25 年度実績：入院前検査センターからの相

談依頼受付 669 件）。 

・施設・設備の共同利用や，医療従事者研修，医療機能紹介の情報提供等

のため，圏域内の地域医療機関を対象に, 引き続き，連携登録医を募集

し，登録を行った（平成 26 年 3 月末時点：登録医療機関数 882 機関，

登録医数 1,083 名）。 

・ＣＴ，ＭＲＩ等（骨シンチ，ガリウムシンチ，骨塩定量，脳波，心エコ

ー，肺機能検査，上部消化管内視鏡検査，腹部エコー，胎児超音波検査）

の高度医療機器等を地域医療機関からＦＡＸにより予約を受け，利用を

図った（平成 25 年度実績：地域医療機関からのＦＡＸ検査予約 463 件，

前年度比 10.1％減）。 

 

・地域の医療従事者との合同カンファレンス等を開催し，地域医療機関と

の連携をさらに強化した。また，市内医療関係者との地域連携懇話会を

11 月に開催し，院内 94 名，院外 59 医療機関 128 名の参加があった。 

 

・移転前跡地に開院したポートアイランド病院との連携会議を隔月で開催

し，連携を計画的に進めるとともに，近隣に開院した神戸低侵襲がん医

療センターや西記念ポートアイランドリハビリテーション病院との連

携を進めるため，連携会議を毎月開催し，紹介実績や問題事例を挙げな
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者の転院や後方連携の強化に取り組

む。 

 

 

 

 

 

〔項目例〕 

○大腿骨頸部骨折や脳卒中など急性

期から回復期へのリハビリテーシ

ョンについては，地域連携パスを

活用し，患者や家族のニーズを踏

まえたうえで，できるだけ早期に

継続したリハビリテーションが実

施できるよう地域との連携を密に

機能回復を図る。また，5 大がん

やその他の疾患についても地域連

携パスの導入及び活用を進め，地

域の医療機関との連携を図る 

○診療科部長による地域医療機関訪

問を増やすことにより，新たな連

携先を開拓する 

 

○神戸広域脳卒中地域連携協議会に

おいて中心的役割を果たす 

 

 

○地域からの要望や期待される機能

を把握するためアンケート結果を

分析し，地域医療機関との連携を

強化する 

 

 

 

 

 

 

がら協議を行った。また，神戸市民間病院協会加盟病院への急性期，亜

急性期，慢性期転院については，患者情報シートを活用し，連携強化と

円滑な転院を図った（平成 25 年度実績：患者情報シート活用実績 1,303

シート使用，1,042 件成立）。さらに，平成 25 年 2 月より転院を依頼し

ている病院に対し，受入可否の判断材料として，患者の画像等の情報を

インターネット経由で提供する「地域医療機関向け診療情報提供ネット

ワークシステム」の運用を開始した。 

 

○地域連携パスの活用 

・中央市民病院において，大腿骨頸部骨折や脳卒中地域連携パスの積極的

な活用を行った。大腿骨頸部骨折患者 65 人のうち，地域連携パスで転

院した患者は 13 人（前年比 4 人増，44.4％増），脳卒中患者 644 人中

のうち，地域連携パスで転院した患者は 216 人（前年比 28 人増，14.9％

増）となった。 

 

 

 

 

 

○地域医療機関との情報交換や機能連携強化を効果的に推進するため，診

療科部長による地域医療機関への訪問や，来訪による面談を積極的に行

った（平成 25 年度実績：地域医療機関への訪問 10 件，地域医療機関

からの来訪による面談 58 件）。 

○神戸広域脳卒中地域連携協議会 

・中央市民病院の脳神経外科部長が引き続き事務局代表を務め，市内及び

周辺地域の脳卒中に関する地域医療連携を進め，脳卒中地域連携パスの

一層の活用を図った。 

○地域からの要望や期待される機能を把握するため，地域医療機関に対し

て「病診連携アンケート」を平成 24 年 12 月に実施し，1,029 施設から

回答を得た。その結果を踏まえ，ＦＡＸ予約の利用を推進するため，9

月に予約受付スタッフを増員し，より迅速で確実な予約手続きができる

よう体制の強化を図り「中央市民病院ニュース」で周知するとともに，

連携登録医について，申込方法が分からない等の回答をした 95 施設に

対し，簡便な登録方法である説明のもと連絡を行い，新たに 40 施設よ

り登録申込みを受けた。また，返書等の報告書について，紹介元医療機

関に対して，漏れなく迅速に実施できるよう返書管理システムを構築

し，11 月から運用を開始した。 
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・西市民病院は，各診療科の医師と地

域医療機関の医師が顔の見える連携

を図り，信頼関係を構築することで

市街地西部の中核病院としての役割

を果たすことを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○こども家庭センターとの連携のも

と，虐待疑い事例に対する院内外

の連携について具体的な手順を検

討するなど，子供の安全を守る 

 

 

・地域連携部門の病床管理専従看護師

（ベッドコントローラー），退院支援

ナース，医療ソーシャルワーカーな

どが連携し，入院当初から退院後の

地域や自宅での医療について相談を

受け，支援を行う。 

 

 

 

 

【西市民病院】 

・地域医療支援病院の名称承認に向け

て，地域医療推進課が中心となり，

紹介患者の増加，逆紹介の推進に取

り組む。 

・各診療科の医師と地域医療機関の医

師が，引き続き，顔の見える連携を

図り，積極的に患者の診療情報を相

互に提供する等，信頼関係を構築す

る。 

 

 

〔項目例〕 

○大腿骨頸部骨折に加え，糖尿病，

認知症診断，5 大がんの地域連携

パスの普及に努め，連携病院との

さらなる関係強化に取り組む 

 

 

○診療科部長等とともに，より目的

を明確化して地域医療機関訪問を

○院内に虐待防止委員会及び下部組織としてＣＡＰＳ（子ども虐待防止サ

ービス）を設置し，虐待事例検討会を隔月で開催するとともに，こども

家庭センターとの連携のもと，虐待疑い事例の対応に関する検証を行っ

た（平成 25 年度実績：虐待事例検討会 6 回開催，報告症例件数 110 件，

うち，こども家庭センターへの通報件数 10 件，こども家庭センターか

らの通報による受診依頼件数 24 件）。 

・看護部所属の病床管理専従看護師（ベッドコントローラー）によって，

病床の一元的管理を行い，引き続き，稼働状況を適切に把握し，病床利

用をより円滑に行うとともに，緊急入院の病床の確保にもつなげた。 

･ 救急部門の退院支援体制を強化するため，地域医療連携センタースタッ

フが 5 人体制で早期より関わり，地域医療機関との連携のもと救急完結

型を目指した。また，5 月より退院支援看護師，ＭＳＷの救急部門への

土曜日午前対応を行い，週明けのスムーズな介入などの効果を図るとと

もに，救急患者の早期転院を図る「救急搬送患者地域連携」による病病

連携を行った（平成 25 年度実績：176 件）。 

 

西市民病院 

【地域医療支援病院の名称承認】 

・地域医療機関との連携に対する意識を，病院全体で高めるとともに，地

域医療部長や各診療科部長等が積極的に地域医療機関への訪問を行い

顔の見える連携を推進することで，紹介率・逆紹介率を向上させ，また

紹介入院患者における紹介元への診療情報提供書の記載徹底を継続し

た結果，地域医療支援病院の承認要件を満たし，その実績を踏まえ申請

を行い，11 月に名称承認を受けた。地域医療支援病院の名称承認後，

施設・設備の共同利用や，医療従事者研修，医療機能紹介の情報提供等

のため，圏域内の地域医療機関を対象に連携登録医を募集し，登録を行

った（平成 26 年 3 月末時点：登録医療機関数 381 機関，登録医数 488

名）。 

 

○地域連携パスの活用 

・引き続き，地域医療機関への訪問により連携強化を図るとともに，大 

腿骨頸部骨折地域連携パス（97 件中 61 件），糖尿病地域連携パス（紹

介 26 件，逆紹介 117 件），認知症診断地域連携パス（28 件），5 大がん

地域連携パス（1 件），結核地域連携パス（4 件）を積極的に活用した。 

 

○地域医療機関訪問 

・地域医療機関との役割分担や機能連携を明確にするため，地域医療部長
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目標値 

（単位：％，実績値は平成 20 年 3 月

実績・目標値は平成 25 年度） 

項 目 
中央市民病院 西市民病院 

実績値 目標値 実績値 目標値 

紹介率 38.3 

43.5 

－ 

45以上 

41.6 

－ 

42以上 

－ 

逆紹介率 35.8 

53.4 

－ 

65以上 

35.0 

－ 

35以上 

－ 

 1  

※ 中央市民病院の実績値は，上段は

行うことによって，さらなる連携

強化に取り組む 

 

○各診療科については，積極的にオ

ープンカンファレンスを実施し，

地域医療機関との連携強化に取り

組む 

 

○3 区（長田・兵庫・須磨）の医師

会との交流会を時勢に即したテー

マをもって毎年実施することでさ

らなる連携強化を図る 

 

 

 

 

 

 

 

○地域医療システムを導入し，かか

りつけ医に対して検査結果や入院

経過等の診療情報を適切なタイミ

ングで提供する体制を整える 

 

 

 

 

 

目標値        

＜中央市民病院＞ 

（単位：％，実績値は平成 23 年度実

績） 

 実 績 平成 25年度目標値 

地域医療支援病院 

算定式による紹介率 
52.5 53.5以上 

地域医療支援病院 

算定式による逆紹介率 
79.8 80.0以上 

 

や各診療科部長等による地域医療機関への訪問を行った（平成 25 年度

実績 35 件：副院長 3 件，循環器内科部長 13 件，糖尿病・内分泌内科

部長代行 8 件，外科参事 11 件）。 

○オープンカンファレンス 

・各診療科，チームにおいて積極的にオープンカンファレンスを実施し，

地域医療機関との関係を密にすることで，連携の強化に寄与した（平成

25 年度：31 回実施，前年度比 2 回減，6.1％減）。 

 

○医師会等との交流 

・連携の強化を図るため，3 区（長田・兵庫・須磨）医師会との交流会を

実施してきたが，地域医療支援病院の名称承認を受け，新たに「地域連

携のつどい」として 2 月に開催（参加者：47 医療機関 125 名）し，よ

り広く地域医療機関との連携を図った。また，平成 24 年度に実施した

3 区だけでなく全市を対象とした病診病病連携アンケートの結果を踏

まえ，ＦＡＸ予約の方法や現状，ホームページ参照方法などを記載した

お知らせ文「ご意見から」を作成して，各区医師会事務所及びアンケー

ト回答施設に郵送し，情報提供に取り組んだ。さらに，病診病病連携ア

ンケートを平成 26 年度に実施する方針を決定した。 

 

○平成 24 年度に導入した地域医療連携システムの中で，予約申込み，患

者紹介状作成の進捗管理，連携先施設の管理等の運用を 6 月より開始

した。また，予約票を自動ＦＡＸすることにより，予約のやり取りを円

滑にするとともに，今まで実施していなかった礼書（来院報告書・入院

報告書・退院報告書）を自動ＦＡＸするようにし，地域の医療機関との

連携を密にした。さらに，退院支援システムについて，地域医療推進課

が中心となり，病棟クラーク用も含めたマニュアルを作成し，12 月よ

り稼動を開始した。 

 

目標値 

 ＜中央市民病院＞                         （単位：％） 

 
項 目 

平成 24年

度実績 

平成 25年

度目標値 

平成 25年

度実績 

前年度比 

目標比 

中央

市民

病院 

地域医療支援病院 

算定式による紹介率 
54.4 53.5以上 56.8 

2.4 

3.3 

地域医療支援病院 

算定式による逆紹介率 
83.5 80.0以上 88.3 

4.8 

8.3 
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従来算定式，下段は地域医療支援

病院要件算定式によるもの。西市

民病院の実績値は従来算定式。 

※ 従来算定式 

紹介率＝文書により紹介された患者

の数＋救急車で搬送された

患者の数／初診患者の数－

時間外・休日・深夜に受診

した 6 歳未満の初診患者

×100 

逆紹介率＝文書により紹介した患者

の数／初診患者の数

×100 

※ 地域医療支援病院算定式 

紹介率＝紹介患者の数（開設者と関

係のない医療機関から紹介

された初診患者）＋救急患

者数（緊急的に入院し，治

療を必要とした救急患者。

初診患者に限る）／初診患

者の数（初診に限る。休日

又は夜間に受診した初診の

救急患者を除き，緊急的に

入院し治療を必要とした救

急患者を含む）×100 

逆紹介率＝逆紹介患者の数／初診患

者の数（地域医療支援病

院算定式紹介率の初診患

者の数と同じ）×100 

関連指標    （平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

紹介による検査件数（件） 376 380 

地域医療機関向け広報発行回

数（回） 

中央市民病院ニュ

ース     ５ 

病院機能案内 １ 

西市民病院だより 

12 

病院機能案内 １ 

 1  

※地域医療支援病院算定式 

紹介率＝紹介患者の数（開設者と関係

のない医療機関から紹介された初診

患者）＋救急患者数（緊急的に入院

し治療を必要とした救急患者。初診

患者に限る）／初診患者の数（初診

に限る。休日又は夜間に受診した初

診の救急患者を除き緊急的に入院し

治療を必要とした救急患者を含む）

×100 

逆紹介率＝逆紹介患者の数／初診患者

の数（地域医療支援病院算定式紹介

率の初診患者の数と同じ）×100 

 

＜西市民病院＞  

（単位：％，実績値は平成 23 年度実

績） 

 実 績 平成 25年度目標値 

従来算定式による紹介率 44.9 （42.0以上） 

従来算定式による逆紹介率 34.5 （35.0以上） 

地域医療支援病院 

算定式による紹介率 
40.7 40.0以上 

地域医療支援病院 

算定式による逆紹介率 
47.8 60.0以上 

 

 

※西市民病院は，平成 20 年度より初

診患者数の定義を変更 

 

※従来算定式 

紹介率＝文書により紹介された患者の

数＋救急車で搬送された患者の数／

初診患者の数－時間外・休日・深夜

に受診した６歳未満の初診患者×

100 

逆紹介率＝文書により紹介した患者の

数／初診患者の数×100 

 

※地域医療支援病院算定式 

紹介率＝分子／分母×100 

分子：紹介患者の数（開設者と関係のない医療機関から紹

介された初診患者）＋救急患者数（緊急的に入院し

治療を必要とした救急患者。初診患者に限る） 

分母：初診患者の数（初診に限る。休日又は夜間に受診し

た初診の救急患者を除き緊急的に入院し治療を必

要とした救急患者を含む） 

逆紹介率＝分子／分母×100 

分子：逆紹介患者の数 

分母：初診患者の数（地域医療支援病院算定式紹介率の初

診患者の数と同じ） 

 

 

＜西市民病院＞                           （単位：％） 

 
項 目 

平成 24年

度実績 

平成 25年 

度目標値 

平成 25年

度実績 

前年度比 

目標比 

西 

市 

民 

病 

院 

従来算定式による 

紹介率 
49.5 (42.0以上) 51.6 

2.1 

(9.6) 

従来算定式による 

逆紹介率 
45.4 (35.0以上) 71.2 

25.8 

(36.2) 

地域医療支援病院 

算定式による紹介率 
43.2 40.0以上 44.5 

1.3 

4.5 

地域医療支援病院 

算定式による逆紹介率 
62.6 60.0以上 73.9 

11.3 

13.9 

  

※従来算定式 

紹介率＝分子／分母×100 

分子：文書により紹介された患者の数＋救急車で搬送され

た患者の数 

分母：初診患者の数－時間外・休日・深夜に受診した６歳

未満の初診患者×100 

   逆紹介率＝分子／分母×100 

分子：文書により紹介した患者の数 

分母：初診患者の数 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

４ 地域医療機関との連携協力の推進 

（2） オープンカンファレンス等研修及び研究会を通じた地域医療への貢献 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・市民公開講座やオープンカンファレ

ンス（地域医療機関等が参加する研

修及び研究会）の開催，地域の医療

従事者を対象とした研修会への講師

派遣などを通じて顔の見える連携に

取り組み，医師会・歯科医師会等医

療団体と協力して，患者にとっての

ケアの連続性を重視し，質の高い医

療の提供を行うことで，地域医療に

貢献することを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市民公開講座やオープンカンファレ

ンス（地域医療機関等が参加する研

修及び研究会）の開催，地域の医療

従事者を対象とした研修会への講師

派遣などを通じて顔の見える連携に

取り組み，医師会・歯科医師会等医

療団体と協力して，患者にとっての

ケアの連続性を重視し質の高い医療

の提供を行うことで，地域医療に貢

献することを目指す。 

〔項目例〕 

○オープンカンファレンス等研修会

を引き続き開催し，地域医療機関

等にとって有用な情報を提供する

など内容の充実に努め，院外から

の参加の促進を図る。特に中央市

民病院においては，登録医へのＥ

メールでの情報発信等をより細や

かに行い，ＰＲの強化を図る 

 

 

 

 

 

 

○病診病病連携の推進や地域の医療

従事者の交流を図るため，引き続

【研修会を通じた地域医療への貢献】 

・両病院において，以下のとおり地域医療機関向けのオープンカンファレ

ンスなどを行い，地域医療水準の向上に取り組んだ。 

中央市民病院 

・地域医療機関との連携を深めるため，オープンカンファレンスにて意見

交換を行った。カンファレンス開催回数は 43 回（前年度比 9 回増，

26.5％増），参加人数は院外参加者 1,604 人（前年度比 803 人増，100.2％

増）となった。より多く院外から参加していただけるよう病院ニュース

やＥメールによる情報発信，また，木曜日や土曜日の参加が得られやす

い日程での開催，さらには，より興味のあるテーマの選定等の工夫も行

った。 

・連携登録医に対し，登録医カード及び施設利用の手引き，病院機能案内

を送付するとともに講演会やカンファレンスの開催，病院ニュース発行

等のお知らせについて，Ｅメールによる情報発信を継続した（平成 25

年度実績：Ｅメールによる情報発信 36 件）。 

西市民病院 

・各診療科でオープンカンファレンスを 31 回（前年度比 2 回減，6.1％

減）開催し，院外において 877 人（前年度比 286 人減，24.6％減）の

参加があった。カンファレンスの開催日を参加が得られやすい木曜日の

夕方に設定し，案内のＦＡＸ送信やホームページへの掲載など周知に努

めた。また，地域医療機関向けの広報誌を月 1 回継続的に発行し，西

市民病院の取り組みとともに，オープンカンファレンスや市民公開講座

についても積極的に情報発信を図り，地域医療支援病院の名称承認を受

け，連携登録医向け手引きの作成を開始した。 

 

○病診病病連携学術集談会の開催 

・神戸市医師会，西神戸医療センターとともに，8 月に第 21 回目となる

１ 
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中期目標 
オープンカンファレンス（地域医療機関等が参加する研修及び研究会）等研修及び研究会の開催をはじめ，患者にとっ

てのケアの連続性を重視し，質の高い医療の提供ができるような仕組みづくりを行っていき，地域医療に貢献すること。 
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関連指標 （平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

カンファレンス開催回数（回） 32 31 

院外参加人数（人） 613 345 

 1  

き医師会と協力して学術集談会を

開催する 

 

 

 

○地域連携懇話会を開催し最新の医

療情報を提供する（中央市民病院） 

 

○5 大がんの地域連携パスの活用が

促進されるように院内スタッフに

周知し，地域医療機関との連携を

密にし質の高いがん医療の体制の

確保に取り組む（中央市民病院） 

 

 

 

○居宅介護支援事業所や訪問看護ス

テーション等との連携を図り在宅

ケアカンファレンスを積極的に開

催する（中央市民病院） 

○地域の医療従事者を対象とした研

修会等へ積極的に講師を派遣する

（中央市民病院） 

○介護士，介護支援専門医，訪問看

護師，理学療法士，作業療法士等

が一緒に参加できるテーマのオー

プンカンファレンスを開催するこ

とで，病介護，病看護連携を図る

（西市民病院） 

関連指標  （平成 23 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

カンファレンス開催回数（回） 38 32 

院外参加人数（人） 850 867 

 

 

病診病病連携学術集談会を開催（平成 25 年度は中央市民病院が担当）

し，「神戸市における感染症の実態と今後の感染症診療に向けて」をテ

ーマとする講演及びパネルディスカッションを行い，さらなる病診病病

連携の推進及び地域の医療従事者との交流を図った（参加者数：院内

146 人，院外 250 人）。 

○中央市民病院において，地域医療機関との連携を強化するため，市内医

療関係者との地域連携懇話会を 11 月に開催し，院内 94 名，院外 59 医

療機関 128 名の参加があった。（再掲） 

○地域連携パス（5 大がん） 

・中央市民病院では 5 大がん地域連携パスについて，兵庫県がん診療連

携協議会，兵庫県医師会及び神戸市医師会の協力を得て，神戸大学医学

部附属病院，国立病院機構神戸医療センター，県立がんセンターと合同

で説明会を開催し，平成 23 年度から運用を開始しており，県統一パス

の改良に向けて，兵庫県がん診療連携協議会へ積極的に参加した（平成

25 年度：5 大がんパスの連携医療機関 85 施設登録，5 大がんパスの使

用実績 63 件）。（再掲） 

○中央市民病院では，居宅介護支援事業所や訪問看護ステーション等との

連携を図り，退院前カンファレンスを積極的に開催した（平成 25 年度

実績：訪問看護師・ケアマネジャー対象 84 回，医師対象 14 回）。 

  

○中央市民病院では，地域の医療従事者対象の研修会に積極的に講師を派

遣し，地域医療の向上に寄与した（平成 25 年度実績：3 件）。 

 

○西市民病院では，介護施設，訪問看護ステーションを中心とした地域医

療機関を対象に，「在宅医療支援交流会」を 3 回開催し，退院患者の情

報交換を行うなど，一層の地域医療連携の推進を図った。 

 

関連指標                  

 
項 目 

平成 24 年度

実績 

平成 25 年度

実績 

前年度比 

（％） 

中 央

市 民

病院 

カンファレンス 

開催回数（回） 

34 43 126.5 

院外参加人数（人） 801 1,604 200.2 

西 市

民 病

院 

カンファレンス 

開催回数（回） 

33 31 93.9 

院外参加人数（人） 1,163 877 75.4 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

４ 地域医療機関との連携協力の推進 

（3） 市関連病院の連携 

 

 
中期 

目標 

市民病院のみならず，西神戸医療センター，神戸リハビリテーション病院及び先端医療センターも含めた市関連病院で連携を取り， 

診療科目の再編も含めた機能の特化を図り，医療機能に応じて相互に患者の紹介を行うとともに，職員の人事交流も積極的に行うこと。 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・市民病院のみならず，西神戸医療

センター，神戸リハビリテーショ

ン病院及び先端医療センターも含

めた市関連病院において，現在実

施している連携の検証を行い，改

善すべき項目を整理するととも

に，診療科目の再編も含めた機能

の特化を図る。また，医療機能に

応じて相互に患者の紹介・逆紹介

を行うとともに，職員の人事交流

も積極的に行うなど，さらに効果

的・効率的な連携に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職員の人事交流については，市民

病院間での人事交流や応援体制，

地方独立行政法人神戸市民病院機

構（以下「市民病院機構」という。）

と財団法人神戸市地域医療振興財

・市民病院機構のみならず，西神戸

医療センター，神戸リハビリテー

ション病院及び先端医療センター

も含めた市関連病院において，医

療機能に応じて相互に患者の紹

介・逆紹介を行うとともに，医療

機器の有効利用を図り，連携の推

進に取り組む。 

〔項目例〕 

○症例に応じて効果的な治療を行

うため，定位放射線照射やＰＥ

Ｔ検査について，先端医療セン

ターと連携する。また，設備更

新時など相互に機能補完を行う

（中央市民病院） 

 

 

○放射線治療，核医学検査，ＰＥ

Ｔ－ＣＴなどについて，市関連

病院と密接に連携する（西市民

病院） 

 

・市関連病院間での人事交流につい

て，人材育成を基本としてより積

極的に推進していくなど，効果

的・効率的な連携に取り組む。 

 

【市関連病院の連携】 

・市関連病院において，相互に患者の紹介・逆紹介を行うとともに，医療機

器の有効利用を図ることにより，連携の強化を行った。中央市民病院への

市関連病院からの紹介患者数は 1,204 人（前年度比 122 人増，11.3％増），

市関連病院への逆紹介患者数は 1,373 人（前年度比 93 人増，7.3％増）と

なった。西市民病院への市関連病院からの紹介患者数は 400 人（前年度比

35 人減，8.0％減），市関連病院への逆紹介患者数は 748 人（前年度比 312

人増，71.6％増）となった。 

 

○中央市民病院では，定位放射線照射やＰＥＴ検査について，先端医療セン

ターと連携したほか，連携会議を 6 回開催した。 

《中央市民病院から先端医療振興財団への治療紹介件数》 

①定位放射線照射 

全体 443 件のうち 37 件が中央市民病院からの紹介 

②ＰＥＴ検査 

全体 5,140 件のうち 317 件が中央市民病院からの紹介 

 

○西市民病院の放射線治療 150 件（前年度比 11 件増，7.9％増）のうち，市

民病院群との連携による放射線治療件数は88件（前年度比17件増，23.9％

増）となった。 

 

 

【市関連病院間の人事交流】 

・職員出向規程及び出向協定（地域医療振興財団・先端医療振興財団）に基

づき，法人固有の医師について人事交流を行った（在籍出向：西神戸医療

センターへ 21 人，先端医療振興財団へ 2 人）。 

・医師以外の医療職について，神戸市の定める「公益法人等への職員の派遣

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ウエイト付の理由】平成 25年度計画重点項目 
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団，財団法人神戸在宅ケア研究所

及び財団法人先端医療振興財団と

の間で円滑に交流できるよう制度

構築を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔項目例〕 

○市関連病院間での情報交換を密

にするとともに，中央市民病院

及び西市民病院の医師確保の状

況を見ながら，引き続き積極的

な人事交流を図るなど，柔軟な

対応を行う 

○看護師，コメディカルをはじめ

とした職種の人事交流を積極的

に推進していく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に関する条例」に基づき，市関連病院間の人事交流を行った（西神戸医療

センター29 人，先端医療振興財団 11 人）。平成 23 年 12 月に開催された

市関連病院連絡調整会議，平成 24 年 1 月の両病院及び西神戸医療センタ

ーの看護部長・事務局長会での意見を踏まえ，看護職員の管理職を中心と

した人事交流を積極的に図った（平成 25 年度人事交流人数：看護職員 18

人，コメディカル 12 人，事務職員 6 人）。 

 

○市民病院間における連携 

・両病院院長会議を 10 回開催し，共通の課題や第 2 期中期計画等について

意見交換を行った。また，西市民病院の医師の確保状況を考慮して，中央

市民病院から眼科をはじめとして，医師の応援派遣を継続した。  

 

 

診療科 応援状況 

循環器内科 毎月第 2 木曜午前（正規１名） 

腎臓内科 毎月 1 回土曜（正規１名）透析業務 

眼科 
毎週水曜，金曜 

（正規 1 名又は後期研修医 1 名） 

外科 毎週月曜（正規１名） 

（平成 26 年 3 月時点）  

○後期研修医の合同コース 

・後期研修医については，中央市民病院，西市民病院，先端医療センター，

神戸リハビリテーション病院との合同コースを継続実施し，効果的で効率

的な連携に取り組んだ。 

 

《後期研修医の状況》       （平成 26 年 3 月時点）    

 後期研修医 3年次 2年次 1年次 計 

中央市民病院 26名 30名 30名 86名 

合同コース

（外数） 

先端医療 

センター 

2名 2名 3名 7名 

神戸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ 

ｼｮﾝ病院 

1名 1名 0名 2名 

西市民病院 1名 0名 0名 1名 

西市民病院 10名 9名 4名 23名 

（中央市民病院から西市民病院への応援） 
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関連指標（単位：人，平成 19 年度実

績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

市関連病院からの紹介

患者数 

823 712 

市関連病院への紹介患

者数 

1,075 361 

市民病院との職員の人

事交流数（平成 20 年 10

月 1 日現在） 

財団法人神戸市地域医療振興財団 79 

  財団法人先端医療振興財団  14 

  財団法人神戸在宅ケア研究所 ３ 

 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連指標（単位：人，平成 23 年度実

績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

市関連病院からの紹介

患者数 

1,058 528 

市関連病院への紹介患

者数 

1,153 388 

市民病院との職員の人

事交流数（平成 24 年 12

月末現在） 

財団法人神戸市地域医療振興財団 55 

財団法人先端医療振興財団    11 

財団法人神戸在宅ケア研究所      0 

 

 

 

 

 

 ○市関連病院の連携推進に関する会議の開催 

市関連病院連絡調整会議            1 回 

 市関連病院等連絡会               12 回 

3 病院看護部長会議          3 回 

3 病院薬剤部長会議          2 回 

3 病院医事課長会議               4 回 

3 病院医療情報担当会議             2 回 

3 病院地域連携会議                3 回 

両病院院長会議                   10 回 

両病院経理担当係長会議        4 回 

   中央市民病院・先端医療ｾﾝﾀｰ連携会議  6 回 

 

以上の会議等において，市関連病院の連携状況，課題等について情報共

有と意見交換を行った。 

 

関連指標                             （単位：人） 

 
項 目 

平成 24 年度

実績 

平成 25 年度 

実績 

前年度比 

（％） 

中央市 

民病院 

市関連病院からの紹

介患者数 

1,082 1,204 111.3 

市関連病院への紹介

患者数 

1,280 1,373 107.3 

西市民 

病院 

市関連病院からの紹

介患者数 

435 400 92.0 

市関連病院への紹介

患者数 

436 748 171.6 

 市民病院との職員の

人事交流数（平成 25

年度末現在） 

一般財団法人神戸市地域医療振興財団 50  

公益財団法人先端医療振興財団    13  

一般財団法人神戸在宅ケア研究所      0 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

５ 安全管理を徹底した医療の提供 

（1） 法令・行動規範の遵守（コンプライアンス） 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・公的使命を適切に果たすため，医

療法をはじめ市の条例が適用される

個人情報保護や情報公開等も含め関

係法令を遵守するとともに，市民病

院としての使命を果たし，市民から

の信頼を確保するために各種規程を

整備し，適切に運用を図る。 

・法令・行動規範の遵守の重要性を

全職員が認識・実践するために，院

内における職場研修を定期的に実施

し，周知徹底を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連指標（単位：件，平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

診療録開示件数 177 15 

 1  

・市民・患者からの信頼を確保する

ために，規程に基づき，コンプラ

イアンス推進について全職員が認

識・実践するための職場研修等を

実施する。 

〔項目例〕 

○コンプライアンスや服務事故防

止について，実際の事例を踏ま

えて，その防止策などを取り入

れた研修を行う 

 

○監事監査規程に基づく監事によ

る業務監査・会計監査及び会計

監査人による監査に適切に対応

する 

○情報セキュリティについて，全

職員へ一層の周知を図るととも

に，継続可能な管理体制を構築

する 

 

関連指標（単位：件，平成 23 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

診療録開示件数 128 40 

 

 

【コンプライアンスの推進】 

・コンプライアンスを推進するため，推進室会議を 3 回（6 月，10 月，3 月）

開催するとともに，職員の不祥事件等の発生を受け，8 月に懲戒処分の指

針の改正を行った。また，自主監査及び相互監査を実施した。 

・診療録の開示については，市個人情報保護条例遵守のもと，本人等からの

請求に応じて，医事課職員が立会い開示を行った。 

○職場研修等の実施 

・新規採用職員研修（4 月），新規採用職員フォローアップ研修（11 月），看

護師長研修，主任研修（12 月），3 年次研修（2 月）において，服務規律

の確保についての研修を実施した。また，コンプライアンス研修（12 月

から 2 月）を実施した。 

○監事監査及び会計監査人監査 

・監事監査規程に基づき平成 24 年度決算に関する監事による会計監査等を

行い，理事会（6 月）において報告を行った。また，監事による期中監査，

会計監査人による期中監査を 11 月に実施した。 

○情報セキュリティ対策 

・新規採用者に情報セキュリティについて研修を実施するとともに，平成 26

年度に実施する情報セキュリティへの取り組みに向け準備を進めた。 

 

 

関連指標                              （単位：件） 

 
項 目 

平成 24 年度

実績 

平成 25 年度

実績 

前年度比 

（％） 

中央市民病院 診療録開示件数 174 162 93.1 

西市民病院 診療録開示件数 39 54 138.5 

  

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 
公的使命を適切に果たすため，医療法をはじめとする関係法令を遵守することはもとより，個人情報の保護や情報公開に関しては，本市条例のもと適切な対応を行うなど， 

行動規範と倫理を確立し，適正な病院運営を行うこと。 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

５ 安全管理を徹底した医療の提供 

（2） 医療安全対策の徹底 

 

 

 

中期目標 
インシデント（医療の全過程において患者に被害を及ぼすことはなかったが，注意を喚起すべき事例）及びアクシデント（医療の全過程において発生した患者に傷害を及ぼした

事例）に関する情報の収集及び分析を行い，医療事故の再発の防止及び予防に取り組むことにより，医療安全対策の徹底を図るとともに医療安全文化の醸成に努めること。 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・全職員が患者の安全を最優先に

して万全な対応を行うことが

できるように，情報の収集・分

析による医療安全対策の徹底

及び医療安全文化の醸成に努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全職員が患者の安全を最優先にし

て万全な対応を行うことができる

ように，情報の収集・分析による

医療安全対策の徹底及び医療安全

文化の醸成に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【情報の収集・分析】 

・中央市民病院については，医療安全管理会議を毎月開催するとともに，毎週

火曜，木曜日に行っていた医療安全ミーティングを平成 24 年 5 月より月曜

日から金曜日に毎日開催したほか，リスクを回避する方策の立案や，対策実

施後の評価等を定期的に討議し，医療事故の再発防止及び問題意識の共有を

図るため，医療安全に関する検討会を開催した（平成 25 年度実績：236 回，

前年度比 増減なし）。また，毎週金曜日にその週に発生したインシデントに

関連して，外来，検査室，リハビリテーション室，病棟をラウンドした。平

成 24 年度に強化した医療安全管理体制を継続し，定例会を概ね月 1 回開催

した。さらに，医療従事者と患者のパートナーシップを高め，一緒に医療安

全を考える患者参加型の医療安全研修として，第 1 回医療安全の集いを「転

倒防止」をテーマに，各部門で 12 月に実施した。 

院内広報誌『しおかぜ』に医療安全管理室だよりを掲載することにより医

療事故の予防と防止に努めた。また，院内サイトにて医療安全についての情

報を一斉メール送信し，情報共有及び注意喚起を行った。 

・西市民病院については，医療安全管理委員会を月 1 回定期的に開催するとと

もに，その要点を業務経営会議（月 1 回）で詳細に報告することにより，各

診療科･各部門にも周知した。また，病院全体の医療安全研修会を 5 回開催し

たほか，毎週事例検討会を実施し，適切な対応を図るとともに，情報共有を

行い，積極的に医療安全対策に取り組んだ。また，安全管理ニューズレター

を適宜発行（20 回）することにより，有害事象の共有化，再発防止，予防の

徹底を図った。 

・両病院の安全衛生委員会に加え，法人の安全衛生委員会を設置し，意見交換

を行うとともに院内の安全パトロールを実施し，職員の意識向上を図った。 
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・医療安全に関する患者相談に対

して，より患者の立場に立った

対応を行うとともに，転倒防止

対策など医療安全に関して，患

者に適切な情報提供を行う。 

・院内の医療安全管理室におい

て，医療安全集中管理ソフトを

活用するなど，インシデント

（医療の全過程において患者

に被害を及ぼすことはなかっ

たが，注意を喚起すべき事例）

及びアクシデント（医療の全過

程において発生した患者に傷

害を及ぼした事例）に関する情

報の収集及び分析に努め，リス

クを回避する方策の立案や，対

策実施後の評価等を定期的に

討議し，医療事故の再発防止及

び予防の徹底を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・医療安全に関する患者相談に対し

て，より患者の立場に立った対応

を行うとともに，患者に適切な情

報を提供する。 

 

・院内の医療安全管理室において，

医療安全集中管理ソフトを活用す

るなどインシデント（医療の全過

程において患者に被害を及ぼすこ

とはなかったが，注意を喚起すべ

き事例）及びアクシデント（医療

の全過程において発生した患者に

有害事象を及ぼした事例）に関す

る情報の収集及び分析に努め，リ

スクを回避する方策の立案や，対

策実施後の評価等を定期的に討議

し，医療事故の再発防止及び予防

の徹底を図る。 

 

〔項目例〕 

○職員に対する事故防止研修会を

継続的に実施し，医療安全に対

する職員の意識を高める（中央

市民病院） 

 

 

○改訂した医療安全マニュアルと

他のマニュアル類との整合性を

確認し，追加・改訂を行い，周

知徹底を図ることにより，医療

安全の一層の向上に努める（中

央市民病院） 

○提出された報告案件や報道事例

などのうち，特に注意が必要な

事象に対して文書やメールで注

意喚起，または研修会を計画す

る（中央市民病院） 

【患者への適切な情報提供】 

・両病院において，インフォームド・コンセントを徹底するとともに，医療安

全に関する取り組みについて，ホームページで公開し，適切な情報提供を図

った。 

 

【インシデント・アクシデントへの対策】 

・インシデント・アクシデントに関して情報収集及び分析に努め，医療事故の

再発防止及び予防の徹底を図った。 

中央市民病院では，インシデントレポートについて，積極的に提出するよ

う働きかけを行った結果，レポート数 4,383 件（前年度比 789 件増，22.0％

増），うちアクシデントは 69 件（前年度比 22 件増，46.8％増）となった。

なお，医師からの報告件数については，301 件（6.9％）であった。アクシデ

ント事例は院内メールや書面にて職員全員に注意喚起を行った。 

西市民病院については，インシデント及びアクシデントに関しての討議を

継続し，インシデントレポート数 1,485 件（前年度比 356 件増，31.5％増），

うちアクシデント 4 件（前年度比 4 件減，50.0％減）となり，医療安全対策

専従看護師を中心に，医療安全管理室メンバーによるインシデント・アクシ

デントの調査・分析を実施した。なお，医師からの報告件数については，62

件（4.2％）であった。 

 

中央市民病院 

○事故防止研修会を 8 テーマ 13 回開催した。特に，医療ガスを安全に使用す

るための講習会について，4 月に新規採用者を中心に行い，272 名の参加が

あった。また，インシデントＫＹＴ（危険予知トレーニング）演習を 5 部門

で実施した。 

 

○医療安全マニュアルについて，適宜改訂し，セーフマスターに掲載して，医

療安全の向上を図った。また，インシデントレポートの検討結果や安全パト

ロールの結果が職員に可視化できるよう，医療安全ニュースを発行した。さ

らに，各職種のポケットマニュアルの作成に向けて検討を開始した。 

 

 

○提出された報告案件等の中から，特に注意が必要な事象に対しては，書面や

院内メールで注意喚起を行った（平成 25 年度実績：19 回）。 
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・医療事故の公表基準の見直しを

行うとともに，外部委員の参画

を求め，さらなる透明性の向上

を図る。特に，重大な医療事故

が発生した場合には，外部の専

門家も入った事故調査委員会

の中で，事故発生の原因分析と

再発防止のための具体策を検

証して医療安全の向上に努め

る。 

 

・医薬品及び医療機器の安全確保

のため，安全に関する情報の的

確な提供・管理体制，及び薬剤

師による入院患者への薬剤管

理指導（服薬指導）の充実を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○医療安全集中管理ソフトを活用

し，迅速な情報収集を図るとと

もに，分析にも努め，再発防止

及び発生予防に取り組む（西市

民病院） 

○医療事故の再発防止･予防のた

め，平成 23 年度から開始した市

民病院群での研修会〔意見交換

会〕を継続して開催する（西市

民病院） 

 

・医療事故の公表基準に基づき速や

かに公表を行い，さらなる透明性

の向上を図る。 

 

 

 

・特に重大な医療事故が発生した場

合には，外部の専門家も入った事

故調査委員会を開催する。 

 

 

・医薬品及び医療機器の安全確保の

ため，安全に関する情報の的確な

提供・管理体制の充実を図る。 

 

〔項目例〕 

○ＤＩ業務の充実を図り，院内へ

の医薬品情報（医薬品安全性情

報，副作用情報等）提供を行う

とともに院内で発生した副作用

情報については，迅速に情報収

集し医薬品医療機器総合機構

（ＰＭＤＡ）への報告を行う 

 

○医療機器及び設備について適切

な点検や部品交換を行い，事

西市民病院 

○医療安全集中管理ソフト「セーフマスター」を継続して活用するとともに，

週 1 回医療安全管理室で事例検討会を開催し，インシデント・アクシデント

に関して討議した。 

 

○第 4 回医療安全研修会として「医療の安全性を高めるためのノンテクニカル

スキル改善策 ～東京慈恵医科大学付属病院でのＴｅａｍ ＳＴＥＰＰＳの取

り組み～」を開催し，市民病院群の医療安全担当者のほか近隣の医療機関か

らの参加を得た。 

 

 

【医療事故公表基準に基づいた公表】 

・市民病院群医療安全会議を開催（4 回）するとともに，公表基準に基づき，

平成 24 年度の医療安全に関する取り組み状況をホームページで公表した（8

月）。また，公表基準該当案件の包括公表（4 月に 2 件，10 月に 2 件，計 4

件，いずれも中央市民病院）を行った。 

 

【重大な医療事故の発生】 

・両病院において，重大な医療事故は発生しなかった。 

 

 

 

・両病院において医薬品及び医療機器の安全確保のため，安全に関する情報の

的確な提供・管理体制の充実に向け取り組みを継続するとともに，医療機器

の管理体制の明確化及び体制の充実のため，中央市民病院では臨床工学技術

部，西市民病院では臨床工学室を中心に取り組んだ。 

 

○中央市民病院の医薬品情報管理室（ＤＩ室）では，ＰＭＤＡメディナビや各

製薬会社からの最新情報の収集及び評価に努め，必要に応じて病棟薬剤師や

院内メール等を通じて情報提供を行った。また，院内スタッフからの医薬品

に関する問い合わせに対応し，医薬品の適正使用を進めた。なお，院内で発

生した副作用情報については，薬事法に従い医師と協力して報告を行った（平

成 25 年度実績：適正使用情報提供 4 件，副作用報告 1 件，医師等からの問

合せ 2,057 件）。 

 

○中央市民病院は質の高い安全な医療を提供するため，医療機器及び設備につ

いて適切な点検や部品交換を行うとともに，講習会への参加，勉強会の開催
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故・故障を未然防止する 

 

 

 

 

 

・最新の医療薬学に基づいて患者中

心の医療に沿った薬物治療を提供

するとともに医薬品の適正使用の

推進と医療の安全性の向上を図る。 

〔項目例〕 

○入院患者に対して持参薬の点検

を行うとともに薬剤管理指導件

数を増加させる。特に，中央市

民病院においては各病棟に薬剤

師が常駐し病棟薬剤業務を行

い，適正な薬物治療の実施のサ

ポートに努める 

 

 

○手術室・デイサージャリーなど

中央診療部門においては麻薬，

麻酔薬，向精神薬を管理し，麻

酔医の負担軽減や適正在庫管理

を行う（中央市民病院） 

 

○集中治療室，救急部門では救命

救急入院料等を算定している患

者など薬剤管理指導を実施する

ことにより安全性の向上を図る

（中央市民病院） 

 

 

○薬剤師による病棟業務を強化す

ることにより，入院患者の持参

薬管理･薬剤管理指導を積極的

に行い，医療の安全性向上に努

など，事故・故障を未然に防止するよう心がけた。西市民病院においては，

主要な医療機器の保守契約等を徹底し，定期点検のほか，故障時の至急対応

を行うとともに，導入後 10 年を超える機器の更新を計画的及び必要に応じ

て随時実施した。また，施設・設備等の劣化や破損状況を調査し，短期保全

計画（5 年程度）及び長期保全計画（30 年程度）を策定した。 

 

○中央市民病院では，全病棟において専任の薬剤師を配置し，病棟薬剤業務を

行い，入院患者等への薬剤管理指導（服薬指導）の徹底を図った（平成 25

年度実績：23,527 件，前年度比 1,078 件減，4.4％減）。また，入院前検査セ

ンター等において，患者の常用薬を確認し，後発医薬品との重複服用中止や

手術前の抗凝固薬の中止など安全な薬物治療に努めるとともに，入院する前

に常用薬について確認し，医師がスムーズにオーダーできるよう電子カルテ

にセット登録を行った。なお，入院時には病棟薬剤師が再度持参薬確認を行

い，薬剤管理指導を実施するとともに，時間外に救急から一般病棟に入院さ

れた患者の持参薬についても当直薬剤師が確認し，翌日に病棟薬剤師が再確

認するなど体制の強化を図った。 

○西市民病院おいて，薬剤管理指導（服薬指導）を継続して実施した（平成 25

年度実績：9,488 件，前年度比 2,151 件増，29.3％増）。また，入院前薬剤管

理を徹底し，医薬品の適正使用の推進と医療の安全性の向上を図った。 

 

○中央市民病院では，手術室にサテライトファーマシーを設置し，薬剤師を配

置するとともに，麻酔薬，筋弛緩薬，向精神薬の入った薬品管理装置をすべ

ての手術室に導入し，常時薬品管理を行った。なお，手術時に使用する麻薬

については，薬剤師が手術前にセットし，手術後に確認・回収することで医

師の負担を軽減するとともに，医薬品の適正使用に寄与した。 

 

○中央市民病院では，集中治療室（Ｇ－ＩＣＵ，Ｇ－ＨＣＵ）に薬剤師 1 名，

また，Ｅ－ＩＣＵを含め救急部には 2 名の薬剤師を配置し，患者の持参薬の

確認や電子カルテへの持参薬オーダーの登録など薬剤管理指導を行った。な

お，休日に救急入院された患者に対しても，宿日直者が持参薬の確認後，カ

ルテ入力を行った。重症部門薬剤管理指導件数は，平成 25 年度 707 件（前

年度比 226 件減，24.2％減）であった。 

 

○西市民病院では，持参薬の薬剤管理業務の強化，全病棟への薬剤師配置によ

る病棟業務の充実及び医療安全の向上等のため，薬剤師 3 名を増員し，5 月

から全病棟への配置を開始した。また，薬剤管理指導業務の効率化を図るた

め，病棟に配置する薬剤師を各病棟 2 名の担当制とし，責任と専門性をもた
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関連指標 （平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

委員会等開催回数（回） 12 12 

研修等実施回数（回） ３ ５ 

薬剤管理指導（服薬指導）件数（件） 11,068 4,758 

 1  

 

める（西市民病院） 

 

 

 

 

 

 

 

関連指標（平成 23 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

委員会等開催回数（回） 12 12 

研修等実施回数（回） 39 4 

薬剤管理指導（服薬指導）件数（件） 21,672 6,156 

 

 

せた。さらに，専用カート導入や運用の大幅な見直しを行い，注射薬の 1 施

用ごとの払い出しを全病棟で開始し，配薬上での安全性を向上させた。（再掲）

なお，薬剤発注業務の運用を大幅に見直し，従来の手作業による発注から，

在庫管理システムによる自動発注に変更することで，薬品の欠品等のリスク

を軽減させるとともに，輸液在庫を従来のＳＰＤ（物流管理）倉庫と薬剤部

の二元管理から，薬剤部での一元管理とし，使用期限の管理を徹底しやすい

環境に改善を図った。 

 

関連指標                  

 
項 目 

平成 24 年度

実績 

平成 25 年度 

実績 

前年度比 

（％） 

中 央

市 民

病院 

委員会等開催回数（回） 12 12 100.0 

研修等実施回数（回） 17 17 100.0 

薬剤管理指導（服薬指

導）件数（件） 

24,605 23,527 95.6 

西 市

民 病

院 

委員会等開催回数（回） 12 12 100.0 

研修等実施回数（回） 5 5 100.0 

薬剤管理指導（服薬指

導）件数（件） 

7,337 9,488 129.3 
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１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

５ 安全管理を徹底した医療の提供 

（3） 医療関連感染防止（院内感染防止） 

 

中期目標 市民に信頼され，安全に医療を提供するため，院内感染の防止対策について，体制の整備を明確にし，確実に実践すること。 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・医療安全の向上のために，Ｍ

ＲＳＡなど薬剤耐性菌による

医療関連感染や，針刺し事故

によるＢ型肝炎及びＣ型肝炎

といった血液感染に関する

「院内感染防止マニュアル」

の見直しを行う。 

・院内に複数の医療職から構成

する感染管理チームによる定

期的な院内ラウンドを実施し

て，職員に対するマニュアル

の周知徹底・啓発を行うとと

もに，定期的に感染対策委員

会を開催し，感染の状況や感

染対策活動の評価等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・医療安全の向上のために，ＭＲ

ＳＡなど薬剤耐性菌による医療

関連感染や，針刺し事故による

Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎といった

血液感染に関する院内感染防止

に取り組む。 

 

〔項目例〕 

○専任の医師及び専従看護師を

配置した感染管理室やリンク

ナースを中心に，患者及び職

員を効果的，効率的に感染か

ら守る方策を引き続き検討す

る（中央市民病院） 

○ハイリスク耐性菌や感染症疾

患が発症した場合は，早期の

確実な対応（隔離・監視培養・

感染経路の遮断）によりアウ

トブレイクを防止する。また，

結核が疑われる新規入院及び

外来患者は院内感染を予防す

るため，感染が否定されるま

で隔離していく（中央市民病

院） 

○針刺し・切創の原因を分析（血

糖測定・インスリン注射の安

全器材を導入した結果を評

【院内感染の防止】 

・中央市民病院では，院内感染防止マニュアルについて，看護部感染対策委員会

が中心となり改訂を行い，院内端末へ掲載するとともに，マニュアルに基づき，

感染管理室が中心となって，ＭＲＳＡなどの薬剤耐性菌による医療関連感染や，

針刺し事故によるＢ型肝炎及びＣ型肝炎などの血液感染等の院内感染予防対策

に取り組んだ。また，薬剤耐性菌による接触感染防止対策として，5 月より各

部署で感染マップを作成し表示することで，全職員が感染症の把握ができるよ

う図った。 

・西市民病院においては，感染制御医師（ICD）を室長とする感染管理室に，感

染管理専従看護師を継続配置し，感染防止の積極的な取り組みや，新興感染症

対策などについて，より主導的な体制の構築を図った。 

・両病院において，職員の感染防止のため，全職員に対してＢ型肝炎，流行性耳

下腺炎，水痘，麻疹，風疹の抗体検査を引き続き実施するとともに，抗体値基

準未満の者に対して，ワクチン接種を実施した。また，院内結核発生時に迅速

な対応がとれるよう職員の結核罹患歴のベースライン確保のため，全職員を対

象に検査を実施し，必要に応じて呼吸器内科受診を行った。 

・両病院において，平成 24 年 4 月より新設された感染防止対策加算 1 を算定し，

加算 1 の連携病院との相互評価を行うとともに，加算 2 の連携病院とのカンフ

ァレンスを実施した（中央市民病院 4 回，西市民病院 4 回）。 

・中央市民病院においては，サーベイランスは感染症看護専門看護師の指導のも

と，各部署のリンクナースが実施し，感染防止対策を講じるとともに，6 月から

は手指衛生の直接観察法を取り入れ，手指消毒剤の使用量確認と共に手指衛生

の遵守に取り組んだ。また，ＰＰＥ（個人防護具）ラックを全部署に配付し，

必要時に即座に着用できるよう図った。 

○中央市民病院においては，ハイリスク耐性菌が検出された場合は，速やかな患

者の隔離，環境及び必要な患者の監視培養の実施と接触感染予防策を徹底し，

感染経路の遮断を行った。また，結核が疑われる入院患者は，検査結果で結核
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・重大な医療関連感染が発生し

た場合には，医療事故と同様

に，外部委員を加えた調査委

員会を緊急に発足し，原因の

分析・再発防止策の立案と市

民に対する適正な情報提供に

努める。 

 

関連指標（単位：回，平成 19 年

度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

委員会開催回数 12 ６ 

感染管理チームラウンド回数 週１回（対象菌発

生時はその都度） 

51（感染管理委員会

によるラウンド） 

研修等実施回数 10 ２ 

 1  

 

価）し再発を予防する（中央

市民病院） 

・感染管理に関する職員研修会を

開催し，感染予防のための知

識・技術の向上に取り組むとと

もに，院内ラウンドを行う。特

に，中央市民病院においては院

長回診への同行を実施する。 

 

 

 

 

○ＩＣＴチームを中心に院内感

染アウトブレイクを未然に防

ぐため，日常のサーベイラン

ス活動のさらなる充実に取り

組むとともに，感染症が伝播

する特殊性を踏まえ，地域で

の感染対策を進める（西市民

病院） 

・重大な院内感染が発生した場合

には，医療事故と同様に，外部

委員を加えた調査委員会を緊急

に立ち上げ，原因の分析・再発

防止策の立案と市民に対する適

正な情報提供に努める。 

 

 

関連指標（単位：回，平成 23 年度

実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

委員会開催回数 12 12 

感染管理チームラ

ウンド回数 

週 1 回（対象菌発生

時にはその都度） 

50 

研修等実施回数  1 2 

 

 

が否定されるまで陰圧個室隔離とし，救急外来においても陰圧室に隔離を行い，

検査結果が判明するまでＮ95 マスク（微粒子用マスク）で対応した。 

○中央市民病院では，針刺し，切創が発生した場合は，速やかに事務手続きを行

うとともに受診，採血を行い，6 か月間，血液検査でフォローした。また，針刺

し，切創，曝露の報告用紙を提出してもらい，サーベイランスを行った。 

○中央市民病院については，全職員を対象とした講演会（2 回）や職種別の講演会

（12 回）を開催するとともに，感染防止委員会の毎月開催や看護部感染対策委

員会においてスキルトレーニングを実施し，感染予防に関する知識・技術の向

上に努めた。また，感染管理チーム（ＩＣＴ）によるラウンドを週 1 回（対象

菌発生時には随時）及びミーティングを毎週行い，感染管理室の専従看護師に

より安全な環境保持に取り組んだ。さらに，6 月より細菌検査情報と神戸市感染

症動向調査の情報を，週 1 回電子メールで提供した。 

○西市民病院については，院内を対象とした研修会及び院外も対象に含めたＩＣ

Ｔオープンカンファレンスを開催（5 回）するとともに，厚生労働省の院内感染

対策サーベイランス事業に参加し，医療器具や処置に関連したサーベイランス

を実施した。また，院内感染対策チーム（ＩＣＴ）による院内ラウンドを週 1

回，血液培養陽性者・有症状者・耐性菌・抗菌薬ラウンド等を定期的に実施し

た。さらに，4 月より清掃業者と院内清掃についての定期会議を月 1 回開催し，

実施状況の確認を実施した。 

 

【重大な院内感染の発生】 

・平成 25 年度，両病院において重大な院内感染は発生しなかった。 

 

 

 

関連指標                                   （単位：回） 

 
項 目 

平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 

 

前年度比 

（％） 

中

央

市

民

病

院 

委員会開催回数 12 12 100.0 

感染管理チーム

ラウンド回数 

週 1 回(対象菌発生時

にはその都度) 

 

週 1 回(対象菌発生時

にはその都度) 

 

― 

研修等実施回数 5 

 

14 

 

280.0 

西

市

民

病

院 

委員会開催回数 12 12 100.0 

感染管理チーム

ラウンド回数 

49 51 104.1 

研修等実施回数 2 5 250.0 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

５ 安全管理を徹底した医療の提供 

（4） 専門性を発揮したチーム医療の推進 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・あらゆる部門や職種を超えた良

好なコミュニケーションの下

に，専門職が一つになって総合

的に医療を行うとともに，より

専門的な診療を実現するため

に，ＮＳＴ（栄養サポートチー

ム），緩和ケアチーム，口腔ケア

チームなどチーム医療をより一

層推進する。 

 

・あらゆる部門や職種を超えた良

好なコミュニケーションのもと

に，専門職が一つになって総合

的に医療を行う。 

・より専門的な診療を実現するた

めに，ＮＳＴ（栄養サポートチ

ーム），緩和ケアチーム，呼吸ケ

アチーム，口腔ケアチーム及び

褥創チームなどチーム医療をよ

り一層推進する。 

 

 

 

 

【中央市民病院】 

・患者の高齢化及び合併症，全身

疾患に対応し，チーム医療を推

進する観点から，複数の診療科

がチームを組んで合同カンファ

レンスを実施する。 

 

・あらゆる疾患に関係する糖尿病

や，腎臓疾患及び感染予防とし

ての口腔ケアなどについて，院

内コンサルタントを徹底し，専

門的，総合的な医療を提供する。 

 

【チーム医療の推進】 

・あらゆる部門や職種を超えてより高い専門性を発揮するため，チーム医療の一

層の推進を図った。 

≪中央市民病院におけるチーム医療≫ 

・ＮＳＴ（栄養サポートチーム），摂食嚥下サポートチーム，褥瘡対策チーム，

口腔ケアチーム，緩和ケアチーム，呼吸管理サポートチーム，フットケアチー

ム，ＨＩＶ／ＡＩＤＳサポートチーム，せん妄チーム，精神科リエゾンチーム，

感染管理チーム（ＩＣＴ）を設置し，各チーム活動に取り組んだ。 

≪西市民病院におけるチーム医療≫ 

・ＮＳＴ（栄養サポートチーム），褥瘡対策チーム，緩和ケアチーム，リエゾン

チーム，糖尿病チーム，感染対策チーム（ＩＣＴ），呼吸管理チーム，ＣＰＲ

（心肺蘇生法）チーム，禁煙チーム，改善活動チームを設置し，各チーム活動

に取り組んだ。 

 

中央市民病院 

・各チームにおいては，連携強化，能力向上のためのカンファレンス等も積極的

に行った。 

 

 

 

 

【専門的，総合的な医療の提供】 

・糖尿病については，慢性疾患看護専門看護師を中心としたフットケアチーム（糖

尿病内科，循環器内科，皮膚科，形成外科，整形外科の医師や糖尿病看護認定

看護師）が協力して，最善な治療や看護を提供できるよう取り組んだ。 

・手術や抗がん剤治療などの影響による体力や免疫力低下に伴う口腔内の感染症

対策としては，日々の看護師によるケアだけでなく，必要に応じて口腔ケアチ

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 
市民・患者の視点に立った医療を提供する中で，より専門性を発揮するとともに，あらゆる部門や職種を超えた良好なコミュニケーションの下に， 

専門職が一つになって，チーム全体で医療を推進すること。 

 

【ウエイト付の理由】平成 25年度計画重点項目 
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・精神・神経科では，一般コンサ

ルテーション・リエゾン業務を

目的とした専門外来診療を行

い，他の診療科や救命救急セン

ターからの支援依頼に対応す

る。 

 

・複数の診療科がチームを組んで

診療体制を構築し，より専門的

な診療を実現する。 

〔項目例〕 

○心臓血管外科と内科とで，大

動脈弁狭窄症やコロナリー手

術及び術後ケアに関する連携

を強化する 

 

○下肢静脈瘤について，形成外

科と皮膚科とで連携した診療

体制を構築する 

 

○膠原病患者に対しては，総合

診療科を中心に関係各科が連

携した診療体制を構築する 

 

○腫瘍内科においては，患者や

診療科のニーズに合わせた横

断的な腫瘍のための医療を提

供していく 

 

○リハビリテーションへの的確

な移行時期を把握するため，

理学療法士，作業療法士，言

語聴覚士と医師，病棟看護師

との連携システムを構築する 

 

ーム（歯科医師，歯科衛生士，薬剤師）が最適なケア方法を提案した。 

 

・精神・神経科の医師だけではなく，せん妄ケアチームとしての活動（回診など）

を継続して行い，院内コンサルテーション業務の充実を図った。救命救急セン

ターからの支援依頼で，精神・神経科が関わった救急患者数は 42 人（前年度

比 19 人減，31.1％減），また，身体合併症受入患者数は 92 人（前年度比 40

人減，30.3％減）となった。 

 

 

・複数の診療科等がチームを組んで，以下のような取り組みを行った。 

 

 

 

○心臓血管外科に加え，循環器内科，呼吸器内科，また，患者の全身状態に応じ

て腎臓内科，消化器内科，神経内科なども治療に加わり，チーム医療を行った。 

 

 

 

○下肢静脈瘤について，形成外科と皮膚科とで連携した診療体制の構築に向けた

検討を行った。 

 

 

○膠原病については，総合診療科を中心に，関係各科が連携し治療にあたった。 

 

 

 

○腫瘍内科では，各種悪性腫瘍の診断，治療方針の決定及び各診療科と連携して，

がん化学療法を行った。特に，消化器内科や外科などと連携することで，診療

科横断的な医療がより提供できるようにした。 

 

 

○平成 24 年度に新設されたリハビリテーション技術部では，リハビリテーショ

ンでの的確な移行時期を把握するため，カンファレンスや回診での確認を密に

行い，理学療法士と医師，病棟看護師でより迅速に情報を共有し，連携を進め

た（平成 25 年度リハビリ実施実績：運動器 15,846 件，脳血管疾患等 39,886

件，呼吸器 6,101 件，心大血管疾患 10,428 件，がん患者 5,187 件，廃用症候

群 8,004 件）。 
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○入院前または入院当初より，

患者の病歴をはじめ身体的・

社会的危険を評価するリスク

アセスメントを行い，早期よ

り各種チームが連携して問題

解決に取り組み，安全で安心

な医療を提供する 

 

○がん相談支援センターを紹介

し，緩和ケアチームとの連携

により，家族を含めたこころ

のケアサポート体制の充実に

取り組む 

 

【西市民病院】 

・チーム医療推進の観点から，職

種横断的な専門性を有した職員

の効率的・効果的な配置を推進

するとともに，複数の診療科に

よるカンファレンスの実施な

ど，患者を中心として様々なチ

ーム活動が円滑に行なわれるよ

うな体制作りに積極的に取り組

む。 

〔項目例〕 

○院内全職種がチーム医療とし

てのＮＳＴを認識し，栄養療

法が行えるよう，栄養スクリ

ーニング，評価を基に，適切

な栄養方針を共有し，患者の

栄養改善に取り組む。特にリ

ハビリテーション栄養の確立

を目指す（栄養サポートチー

ム／ＮＳＴ） 

 

○病棟，外来（外来化学療法セ

ンター），地域医療推進課との

○入院前検査センターとデイサージャリーセンターにて看護師がリスクアセス

メントを実施し，早期より各種チームが連携して問題解決に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

○がん相談支援センター窓口において，緩和ケアチームとの連携により，家族を

含めたこころのケアサポートに取り組んだ（平成 25 年度実績：292 件，前年

度比 8 件増，2.8％増）。（再掲） 

 

 

 

西市民病院 

・チーム医療をより一層推進するため，各チームとも定期的に勉強会，ミーティ

ングを実施したほか，院内ラウンドや市民向け教室の運営も行った。また，チ

ーム医療を推進する中で，各チームごとに，連携強化，能力向上を図るため，

定期的にカンファレンスや回診を行ったほか，チームに限らず，様々な部署や

職種による研修，勉強会等を実施した。 

 

 

 

 

 

○ＮＳＴ（栄養サポートチーム）チーム 

・栄養カンファレンス・回診及び嚥下カンファレンス，嚥下回診を週 1 回定期的

に実施し，適切な栄養管理のための助言や啓発を行うとともに，看護スタッフ

勉強会とチーム全体の勉強会を月 1 回開催した。また，病棟看護師 5 名を嚥下

リハビリテーション学会に派遣し，その後に報告会を開催して情報共有を図っ

た。 

 

 

 

 

○緩和ケアチームにおいて，カンファレンスを 12 回開催し，症状コントロール

に関する基本的な知識の共有と症例の振り返りを行うとともに，コンサルテー
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連携を密にし，疼痛など諸症

状を有する進行がん患者を担

当する現場スタッフに対し，

早期から症状緩和（こころの

ケア含め）を過不足なく速や

かに支援することで，患者･

家族が適切な療養の場を選択

できるよう取り組む（緩和ケ

アチーム） 

 

○せん妄患者，うつ患者への診

療サポートの充実を図り，職

員のメンタルヘルスサポート

体制を強化して安心して勤務

できる環境づくりに取り組む

（リエゾンチーム） 

 

 

 

 

○最新の評価方法及び治療を積

極的に取り入れるとともに，

効果を正しく判断し，院内外

に向けてより良い褥瘡ケアの

情報発信に取り組む（褥瘡チ

ーム） 

 

○神戸市医師会の協力を得なが

ら，他の病院・診療所ととも

に，糖尿病チームとして糖尿

病地域連携に取り組む（糖尿

病チーム） 

 

 

○市民病院群・保健所・感染防

止対策加算連携病院群等との

連携をさらに密にし，地域の

ション症例の回診を随時実施した。また，チームメンバーによる各病棟のオピ

オイド（鎮痛薬）使用患者のカルテ回診を週 1 回実施した。 

○緩和ケアチームが中心となって，病棟及び外来化学療法センター，地域医療推

進課との連携を密にし，疼痛など諸症状を有する進行がん患者に対し，早期か

らのこころのケアを含めた症状緩和に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

○リエゾンチーム 

・せん妄患者，うつ病患者に対して早期から関われるように，患者家族に対する

啓発活動とともに医療スタッフに対して，患者の精神状態のアセスメントとケ

アの教育を行い，多職種で情報共有をできるように取り組んだ。リエゾンチー

ム回診を定期的にすることで，院内での紹介システムを定着させた。また，医

療安全の面からも，医療スタッフが心身の健康な状態で勤務できるように各職

種の勤務環境をチームとしてサポートし，職員のメンタルサポートの一助とし

てポケットガイドを作成し，6 冊目となる「不眠症の診断と治療～健康で心地

よい睡眠のために～」を完成させ，全職員に配布した。 

 

○褥瘡対策チーム 

・活動をより効果的にするため，回診とカンファレンスの対象患者数を増やすと

ともに，管理栄養士・理学療法士それぞれ 1 名をチームに追加し，体制を強化

した。また，オープンカンファレンスを 2 月に開催した。 

 

 

 

○糖尿病チーム 

・糖尿病地域連携パスについて，神戸市医師会の発案で 4 月より本格運用開始と

なった，病院と診療所が協力して患者の治療にあたるＫｏｂｅ ＤＭ ｎｅｔ

（神戸糖尿病地域連携パス）において，60 診療所以上，170 症例以上の連携実

績をあげた。（再掲）また，糖尿病に関する医療従事者のレベルアップを促す

ための勉強会や，地域の方々への啓発活動を実施した。 

 

○ＩＣＴチーム 

・平成 24 年度の感染防止対策加算算定に伴い，加算 2 の連携病院とのカンファ

レンスを 4 回開催した。また，加算 1 の連携病院のＩＣＴと打合せを行ったほ
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感染対策に関し，指導的立場

を目指す（ＩＣＴチーム） 

 

 

○人工呼吸器の安全な取扱いの

普及に努めるなど，人工呼吸

管理の質向上に取り組むとと

もに，新しいＢｉＰＡＰの導

入について，準備を進める（呼

吸管理チーム） 

○痰の吸引手技に関する指導を

継続する（呼吸管理チーム） 

 

○救急救命処置の質の向上のた

め，ＢＬＳならびにＩＣＬＳ

研修会を継続するとともに，

心肺蘇生処置の振返りを通し

て職員の教育に努める（ＣＰ

Ｒチーム） 

 

○各専門医の参加・協力により

ＩＣＵ入室患者を中心として

重症患者の治療の質の向上に

努める（クリティカルケア・

サポートチーム） 

 

 

 

・リエゾンチームの体制強化を図

り，せん妄や抑うつといった精

神科医療のニーズの高まりに対

応する。 

か，相互監査を実施した（2, 3 月）。積極的な連携により，感染対策に関して，

他院から具体的事例の相談が増加し，事例を取り入れカンファレンス内容が充

実した。さらに，ＩＣＴオープンカンファレンスを 11 月に開催した。 

 

○呼吸管理チーム 

・人工呼吸器に関して，安全な取り扱いを徹底するため，院内研修会を定期的に

実施した（平成 25 年度実績：9 回実施）。また，呼吸管理チームによる院内回

診を週 1 回実施するとともに，新しい酸素投与機器を導入し，研修会を実施し

た。 さらに，チーム医療発表会において，呼吸管理チームについて発表を行

い，院内・院外へ活動内容の周知に取り組んだ。 

 

 

 

○ＣＰＲチーム 

・ＩＣＬＳコースを開催（平成 25 年度実績：4 回開催）するとともに，事務系

職員･コメディカルを対象にＢＬＳ研修会を開催した（平成 25 年度実績：2 回

開催）。また，4 月に新規採用医師・看護師を対象にＢＬＳ研修会を開催した。 

・ドクターハリーコール（院内救急コール）後の蘇生活動の検証として，振返り

会を開催し，院内ＣＰＲの質の向上に努めた（平成 25 年度実績：6 回実施）。 

 

○クリティカルケア・サポートチーム 

・ＩＣＵ等での重症患者のチーム医療を推進し，西市民病院版敗血症診療ガイド

ライン・初期対応チェックリストの運用を開始するとともに，ＩＣＵにおける

鎮静処置指針の作成を開始した。また，ＩＣＵ回診へ参加し，主治医との治療

方針に関する検討に協力した。さらに，チーム会や人工呼吸器操作研修会，血

液浄化装置操作研修会をそれぞれ 1 回開催し，重症患者の治療の質向上に取り

組んだ。 

 

・精神疾患治療において，きめ細やかな対応を図るため，精神・神経科に臨床心

理士を新たに配置して体制を強化し，5 月より精神科リエゾンチーム加算の算

定を開始した。また，こころのケアセンターから紹介された身体合併症の患者

の受入れを行った（平成 25 年度実績：297 件，前年度比 129 件増，76.8％増）。 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

６ 医療の標準化と診療情報の分析による質の改善及び向上 

（1） クリニカルパスの充実と活用 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・科学的な根拠に基づく医療を提供する

ため，学会の診療ガイドライン等に基

づいたクリニカルパス（入院患者に対

する治療の計画を示した日程表）を作

成し，クリニカルパスの積極的な活用

に取り組むとともに，バリアンス分析

（設定した目標に対して逸脱した事

項の分析）等を行うことにより，医療

の質の改善，向上及び標準化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クリニカルパス委員会を定期的に開催

するとともに，各種クリニカルパス（入

院患者に対する治療の計画を示した日

程表）の作成及び精査を行い，積極的

に活用できるよう充実させることによ

り，医療の質の標準化を図る。 

〔項目例〕 

○電子カルテシステムに対応したクリ

ニカルパスの作成及び精査を行い，

積極的な活用を図る（中央市民病院） 

○クリニカルパスとＤＰＣを関連付

け，医療の質の標準化を推進する（中

央市民病院） 

○クリニカルパスを活用することによ

り，職種間における連携の強化及び

患者，家族との情報共有による，信

頼感の醸成を図る（中央市民病院） 

○クリニカルパスに設定する院内統一

のアウトカム（成果目標）を見直し

た上で，各クリニカルパスのアウト

カム評価とバリアンス分析を順次行

い，クリニカルパスを改良していく

ことで，医療の質の改善・向上を進

める（中央市民病院） 

 

 

【クリニカルパスの運用について】 

中央市民病院 

・クリニカルパス委員会を 8 回及び推進委員全体会議を 2 回開催す

るとともに，毎月の病院運営協議会にて，診療科別のクリニカルパ

ス使用状況を報告した。また，適宜，診療科ごとにパスに関連する

チームの全職種が集まって，バリアンスを分析し，パスの修正を行

った。 

○電子カルテクリニカルパスの積極的な活用 

・診療科ごとにパスに関連するチームの全職種が集まり，適宜，パス

の修正を行った。また，すべての新規作成パスについて，医療安全，

医療の標準化の視点から各部門で確認を行った。また，クリニカル

パスは量から質の向上を目指すため，①アウトカム・バリアンス分

析チーム，②コスト評価・病院機能評価対策チーム，③パス大会実

行チーム，④教育・研修チームの 4 チームで活動を行った。 

・病院機能評価更新等に向け，患者用パスの見直しや修正を行うとと

もに，アウトカム（成果目標）評価の状況を数値化してアウトカム

評価を促し，評価率を向上させた。また，クリニカルパス申請ツー

ルを作成し，11 月より活用した。さらに，各診療科の使用頻度の

高いクリニカルパスの紹介及び医事課が実施したコスト評価を展

示し，職員の投票により表彰するクリニカルパス全体会を 1 月に開

催した（237 名参加）。なお，クリニカルパスごとのコスト評価を

もとに，パスの見直しにも取り組んだ。 

・以上のような取り組みを進めた結果，クリニカルパスの種類は平成

24 年度実績及び目標値を上回り，適用率は目標値を下回ったが，

平成 24 年度実績を上回った。 

 

１ 
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中期目標 
客観的な根拠に基づき，個々の患者に最適な医療を選択し，より質の高い医療を提供するため，ＥＢＭ（科学的な根拠に基づく医療）を推進し，クリニカルパス（入院患者に対する治療の計

画を示した日程表）の充実と活用に積極的に取り組み，バリアンス分析（設定した目標に対して逸脱した事項の分析）等を行うことにより，医療の質の改善及び向上と標準化を図ること。 
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目標値 

（実績値は平成 20 年 3 月現在・目標値

は平成 25 年度） 

項 目 
中央市民病院 西市民病院 

実績値 目標値 実績値 目標値 

クリニカルパス数（種類） 261 300 75 100 

クリニカルパス適用率（％） 50.3 60以上 24.5 50以上 

 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値（実績値は平成 23 年度現在） 

 

項目 
中央市民病院 西市民病院 

実績値 目標値 実績値 目標値 

クリニカルパス

数（種類） 

287 ※ 300 126 100 

クリニカルパス

適用率(%) 

49.7 ※ 60.0 41.9 50.0 

 

※中央市民病院の目標値については， 

電子カルテシステムに基づくクリニ 

カルパスの種類，適用率を表す 

西市民病院 

・クリニカルパス委員会を 8 回開催し，現状の把握と，パス適用率向

上に向けた今後の進め方について検討した。各医療職への積極的な

働きかけや，ＤＰＣデータを用いた疾患別パスの提案を引き続き行

い，パスの適用率を向上させた。 

・使用されていないパスの利用促進や，ＤＰＣデータを用いた提案を

引き続き行うとともに，医事課で傷病別の診療構造を分析し，パス

に適用可能な症例については，新しいパス作成の参考資料として各

診療科に提示した。特に予定手術については，さらにパスの作成を

推進した。 

・バリアンス評価に向けて，適応・除外基準とアウトカムの設定を検

討するとともに，腹腔鏡下胃切除についての振返り評価を開始し，

各医療職が協力してパスを改定した。また，その他パスについても

検証を開始した。 

・平成 26 年度の電子カルテ導入に備えて，電子パス運用に向けての

取り組みを開始した。 

・以上のような取り組みを進めた結果，クリニカルパスの種類は平成

24 年度実績及び目標値を上回り，適用率は目標値を下回ったが，

平成 24 年度実績を上回った。 

 

目標値 

 

 
項 目 

平成 24年度

実績値 

平成 25年度

目標値 

平成 25年度

実績値 

前年度比 

目標比 

中央

市民

病院 

クリニカルパス

数（種類） 
308 300 347 

39 

47 

クリニカルパス

適用率(%) 
55.6 60.0 58.3 

2.7 

△1.7 

西市民

病院 

クリニカルパス

数（種類） 
179 100 181 

2 

81 

クリニカルパス

適用率(%) 
46.7 50.0 49.4 

2.7 

△0.6 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

６ 医療の標準化と診療情報の分析による質の改善及び向上 

（2） ＤＰＣの活用 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）対象

病院として認定を受けるとともに，診

療情報のデータの蓄積，及び他の病院

との比較分析を行い，医療の質の改善，

向上及び標準化を図る。 

 

・ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）実施

病院として，診療情報データの評価を

的確に行える体制を整備するととも

に，ＤＰＣ分析ソフトを介したデータ

活用により，ベンチマーク分析の強化

を図り，医療の質及び効率性を高める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＤＰＣによるデータの蓄積とベンチマーク比較】 

中央市民病院 

・保険・ＤＰＣ委員会を 12 回開催し，ＤＰＣ分析ソフトを活用した

データをもとに，診療科別の症例数，平均在院日数，包括と出来

高の比較検討等を行うとともに，院長ヒアリングにおいても，各

診療科へ資料を示し，入院期間の標準化を図った。また，毎月の

査定内容について検討を行い，査定減対策を行った。 

・保険・ＤＰＣ委員会ニュースを月 1 回発行し，全医師・各部署に配

布して，査定・ＤＰＣに関する情報や病名漏れ防止等の査定減対策

について，周知を図った。 

・ＤＰＣで包括となる検査や処置等の実施入力が十分になされていな

かったこと等により診療密度が低下し，ＤＰＣ病院Ⅱ群の要件を満

たさない可能性が高くなっていたため，保険・ＤＰＣ委員会及び各

診療科カンファレンスにおいて医師へカルテ入力の周知徹底を行

い，ＤＰＣ病院Ⅱ群の維持に取り組んだ結果，平成 26 年度の医療

機関群の見直しにおいても，引き続きⅡ群病院を維持した。 

・ＤＰＣ対象病院に義務付けられている「適切なコーディングに関す

る委員会」を 9 月及び 2 月に実施した。さらに，3 月には全職員を

対象とした診療報酬改定・ＤＰＣ講演会を開催した。 

 

西市民病院 

・適切なコーディングを行うため，ＤＰＣ保険対策委員会を 12 回開 

催し，ＤＰＣについての基本的理解や運用について議論し，特に毎

月の査定事例の詳細な検討や情報共有を行い，査定減対策を図っ

た。また，保険診療の知識を高めるため職員全体を対象に保険診療

講習会を開催するとともに，平成 24 年度診療報酬改定以後の全国

的な状況と平成 26 年度の診療報酬改定の動向についての講演会を

7 月に開催した。さらに，2 月には職員全体を対象に平成 26 年度

１ 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）による診療情報のデータを蓄積し，他の病院との比較分析を行い，医療の質の改善及び向上と標準化を図ること。 
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〔項目例〕 

 ○院長ヒアリングにおいて，診療科毎

にＤＰＣ分析を積極的に取り入れ，

改善提案等を行う（中央市民病院） 

 

 

○ＤＰＣ分析を随時行い，傾向に沿っ

た改善提案等を各診療科に向けて積

極的に行う（西市民病院） 

  

の診療報酬改定の最新情報を詳細に取得するため，コンサルタント

による講演会を開催し，職員への理解を深めた。なお，平成 26 年

度診療報酬改定の検討項目について，情報共有を行い，実際の運用

について関係者と協議を行った。 

 

○ＤＰＣ分析（中央市民病院） 

・診療報酬改定に伴う診断群分類別の試算を行い，各診療科へ資料配

布と説明を行い，科内での検討を依頼するとともに，院長ヒアリン

グにおいても資料を活用した。 

 

○ＤＰＣ分析（西市民病院） 

・従来のものよりも加入病院数が多く，またベンチマーク機能も豊富

なＤＰＣ分析ソフトを平成 23 年度より導入し，ＤＰＣ分析を円滑

に行う環境を整備するとともに，市内主要病院や同規模病院との診

療科ごと・手技ごとの収益や件数比較など，今後の戦略を立てるた

めの分析を実施した。 

・上半期のＤＰＣデータにより，病院全体及び各診療科ごとの傾向を

分析し，周知するとともに，効果の大きい診療科については，11

月の院長ヒアリングにおいて，改善提案を行った。 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

６ 医療の標準化と診療情報の分析による質の改善及び向上 

（3）電子化の推進 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・患者中心の医療の実現や安全性の向上

等を図るため，情報システムの適時適

切な更新を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新中央市民病院において電子カルテを

中心とした総合的な医療情報システム

を導入することにより，医療の質的向

上と安全確保，患者の利便性向上と経

営の効率化を図る。 

・新中央市民病院において導入するシス

テムの開発時に，西市民病院のシステ

・患者の立場に立った医療の実現や安全

性の向上等を図るため，情報システム

の適時適切な更新を図る。また，デー

タ化した情報を経営，診療に役立て

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中央市民病院】 

・新たに導入した電子カルテを中心とし

た総合的な医療情報システムについ

て必要な機能の追加や改善等を行い，

安定的に稼働させることにより，医療

の質と安全確保，患者の利便性の向上

及び経営の効率化を図る。 

・中央市民病院では，4 月に医事課から情報管理部門を独立させ，情

報企画課を新設することにより体制の強化を図った。各診療科を支

援するためのシステム改善要望に対して，利便性・事務改善・収益

性の観点から，システムのレベルアップを図った。また，医療情報

部の下部組織として，平成 24 年度に設置した医療情報システム推

進チーム会議を 9 回開催し，運用ルールの検討，次期システムに関

する調査，医療情報技師資格試験勉強会などを行った。 

〔医療情報システムの機能追加，改修件数：493 件〕 

〔医療情報システムの新規構築件数：31 件〕 

〔医療情報システムの改造件数：38 件〕 

〔文書管理システムの新規掲載件数：361 件〕 

〔文書管理システムの修正件数：182 件〕 

・西市民病院では，電子カルテ導入を想定したオーダリングシステム

及び各部門システムの更新について，準備と調整を進め，12 月に

終了した。また，医用画像情報管理システム（ＰＡＣＳ）と，更新

機器とのリンクを継続して進め，システムの利便性を向上させデー

タ化した情報を診療にさらに役立てていけるよう取り組んだ。さら

に，情報システム関連について，平成 24 年度に 1 名増員した医療

情報係に，さらに 9 月より職員を 1 名増員し，体制を強化した。 

 

中央市民病院 

・新病院より電子カルテをはじめとした総合的な医療情報システム 

を導入し，患者診療情報を一元管理化することにより，医療の質の

一層の向上と安全確保，患者の利便性の向上及び経営の効率化を図

った。 

・電子カルテからクリニカルパスの適用数を抽出して病院運営協議会

に報告し，クリニカルパスの積極的な活用を促進するとともに，コ

１ ３   

中期目標 
患者中心の医療の充実や安全性の向上等を図るため，情報システムの更新時などに，市民病院のシステムの共有化といった基盤づくりも

含め，効率性及び実効性も検討した上で，更なる電子化を推進すること。 
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ム更新なども見据えた設計を行うとと

もに，西市民病院において将来的に情

報システムを更新する際には中央市民

病院と同様のシステム，又は互換性が

持てるシステムを導入するための検討

を進める。 

 

・ＩＣＴ化による医療情報データベース

の根幹となる診療情報（電子カルテに

よるデータベース）を系統的に標準化

し，最大限活用することにより，徹底

したコスト管理と病院経営に関与す

る諸要素を一元的かつ的確に分析・評

価する。 

・各診療科での電子クリニカルパスの積

極的な活用とバリアンス分析に必要

な質の高い医療情報データの提供を

行う。 

・医療情報システムの監査を行い，医療

の安全確保を図る。 

・電子カルテを含む医療情報システムに

ついて，次期システムの基本計画を作

成する。 

・地域の医療機関との連携を強化するた

め，病院間で相互の診療情報参照を可

能にするシステムの導入を検討する。 

 

 

 

 

 

 

【西市民病院】 

・電子カルテを中心とした総合的な医療

情報システム導入に向けて，電子カル

テに対応できるオーダリングシステ

ムの更新を先行して行い，また電子カ

ルテ導入時の部門システムについて

は必要性を見極めて優先順位を付け

取捨選択を行う。 

 

スト評価チームでクリニカルパスの経営分析を行った。 

・内部監査について，規定策定後の 7 月に実施し，措置計画書の提出

や改善結果報告書の提出を経て，3 月に最終報告書の提出を行うと

ともに，医療情報システムの外部監査を 12 月に受審し，指摘事項

に対する改善を実施し，医療情報システム運用管理規定を改訂し

た。また，診療録の電子監査ツールを 4 月に開発し，量的監査を行

うとともに，医師，看護師，診療情報管理士，事務職で 6 グループ

の監査チームをつくり，10 月に質的監査を行った。 

・医療情報システムの長期計画を立案し，電子カルテ基幹システムの

更新に関する基本計画の策定を開始するとともに，コンサルタント

の意見聴取や他社ベンダ等の情報収集を行った。また，システム更

新及び次期システム運用保守について，体制等の重要事項を審議す

る次世代医療情報システム検討委員会と，下部委員会として次期電

子カルテ等機能検討委員会を 7 月に立ち上げた。システム更新及び

次期システム運用保守の体制に関して，現体制の批評を踏まえたＳ

ＰＣからの提案について検討し，システム更新の考え方について，

8 月から 10 月にかけ現電子カルテベンダ及び他ベンダのプレゼン

を行い，結果をまとめた。 

・地域の医療機関との連携を強化させるため，ＩＴによる情報提供シ

ステムを運営するとともに，先端医療センターとは電子カルテや放

射線治療等の相互参照システムを運営した。 

・医療情報システムの共有化の可能性について検討を行うとととも

に，神戸低侵襲がん医療センターのＩＤリンクが閲覧できるよう，

運営会社と利用契約を行い，運用について協議した。 

 

西市民病院 

・電子カルテ導入を想定したオーダリングシステム及び各部門システ

ムの更新について，計画に沿って準備と調整を進め，12 月末に終

了した。なお，オーダリングシステム更新に伴い，医療職及び事務

職の操作研修を実施した。また，平成 26 年度の電子カルテ導入を

目指し，それに合わせた部門システムの新規導入についても，必要

性と優先順位の検討を行った。 

・電子カルテを中心とした総合的な医療情報システム導入に向け，隣

接建物の借上げ及び整備を行い，システムエンジニアの作業場所の

確保や職員研修施設の整備を行うとともに，医療機能の充実や安全

性の向上等を図るため，部門システムについて，新規導入や新たな

機能を付与した更新を行った。 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事目標を達成するためとるべき措置 

６ 医療の標準化と診療情報の分析による質の改善及び向上 

（4） 臨床評価指標等 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・病院の診療機能を客観的に表す臨床

評価指標を設定し，評価，分析及び

院内で情報を共有することにより，

医療の質の改善及び向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・診療録の記述の標準化を図るととも

に，退院サマリーの早期完成など，

医療の質の改善及び向上に結びつく

見直しに積極的に取り組む。 

・ホームページで公開している臨床評

価指標の基本情報を新しい情報に更

新し，各診療科の詳細情報も随時追

加更新する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・診療録の記述の標準化を図るととも

に，退院サマリーの早期完成など医

療の質の改善及び向上に結びつく見

直しに積極的に取り組む。 

 

 

 

 

 

【臨床指標の設定】 

中央市民病院 

・各診療科において，臨床評価指標を作成し，ホームページへ掲載して

きたが，診療情報委員会にて設定すべき臨床指標の項目を決定し，新

病院移転後の情報から診療科別臨床指標の作成を行い（指標数：272

項目），病院経営指標と診療科別臨床指標のホームページ掲載を 11 月

より開始した。また，4 月より日本病院会のＱＩ（医療の質評価指標）

プロジェクトに参加するとともに，業務経営改善委員会で承認された

ＱＩワーキングを立ち上げ，電子カルテ・ＤＰＣデータから医療の質

に関する指標を抽出し，検討を行った。さらに，ＱＩを院内に広める

ため，ＱＩニュースを発行し，外部講師の講演会を 3 月に開催した。 

西市民病院 

・平成 22 年度の業務経営改善委員会にて項目を設定し，ホームペー

ジへの掲載を開始した臨床評価指標（患者数や病床利用率等の基本

情報や退院患者統計データ 165 項目）について，データの更新を行

った。また，臨床評価指標の新たな項目について，業務経営改善委

員会で取り上げ，平成 26 年度に予定されている電子カルテの導入

に合わせて，病院の特色を出せる項目を抽出することを決定した。 

 

【退院サマリー（入院から退院までの経過・治療内容の要約）】 

中央市民病院 

・退院サマリーを 2 週間以内に完成していない医師に対して，毎月，督

促文を送付し，状況を各診療科部長へ報告するとともに，病院運営協

議会においても毎月報告を継続することで，退院サマリーの早期完成

を促した。また，医療情報システムの初期画面に診療科別の退院サマ

リー未完成件数を表示（クリックすることで詳細情報を表示）し，期

限内作成率の低い診療科に対しては，診療科部長へ電話による督促を

行うとともに，カンファレンス等で注意喚起した。さらに，副院長を

１ 

 

 

３   

中期目標  
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〔項目例〕 

○入院診療録のオーディットを実施

する（中央市民病院） 

 

 

 

 

○全ての臨床指標をイントラネット

（院内向けサイト）等に掲載し，

情報の共有を図る（中央市民病

院） 

 

中心に，2 週間以内に未作成サマリーがある診療科部長や主治医に作

成依頼を行い，2 週間以内に全件記載できることが継続できるよう医

師への督促方法を検討し，平成 24 年 10 月からは未作成で 10 日以上

経過している医師へ電話による連絡を行った結果，退院サマリーの作

成率は 100％に達し，平成 25 年度は年間を通じて 100％を維持した。

また，退院サマリーの質の向上に向けて，9 月より診療情報管理室で

記載内容のチェックを開始した。 

《退院サマリー期限内（2 週間以内）作成率》 

  平成 24 年度 96.1％ → 平成 25 年度 100％ （3.9％増） 

 

西市民病院 

・サマリー作成期限（退院後 2 週間以内）を経過した医師へ，引き続き

督促状を送付し，作成を喚起するとともに，月ごとの期限内提出率を

幹部会にて報告した。また，業務経営会議にて診療科ごとの作成率を

提示し，平成 24 年度からは医事課が説明を行い，よりいっそう意識

を高め，作成率の低い診療科には院長より直接注意するとともに，各

診療科部長へ医師ごとの作成率を配布することにより，個人指導を徹

底した。さらに，退院サマリーの作成を促すため，オーダー画面に未

作成者リストを設置し，毎日更新を行い，閲覧できるように設定する

などの取り組みを継続した。平成 25 年度は新たに退院後 10 日目の患

者を反映した未作成件数を医師ごとに作成し，副院長から定期的に督

促した結果，年度間の期限内作成率の平均は 94.7％と大幅に増加し

た。 

《退院サマリー期限内（2 週間以内）作成率》 

  平成 24 年度 88.7％ → 平成 25 年度 94.7％ （6.0％増） 

 

○中央市民病院では，電子カルテにおける診療録のオーディット（診療

情報委員会による診療録の監査）については，電子的に行うツールを

作成し，随時行った。また，診療情報監査規定を策定して，10 月に相

互参加による質的監査を実施し，結果をフィードバックした。さらに，

オーディット結果を踏まえ，3 月に診療情報記載基準を作成した。 

 

○中央市民病院において，臨床評価指標を院内のイントラネットに年度

ごとに掲載し，情報の共有化を図った。 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

７ 臨床研究及び治験の推進 

 

中期目標 臨床研究及び治験が推進できるよう体制整備の更なる充実を検討すること。 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・治療の効果や安全性を高めるため

に，様々な職種の参画，あるいは他

病院との共同研究も含めて，より多

角的な視点から，治験管理センター

等の組織の主導の下，新薬の開発等

に貢献する治験及び臨床研究を積

極的に推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・患者への説明責任を十分に果たし，

患者の意見が尊重できるよう配慮

・治療の効果や安全性を高めるために，

様々な職種の参画あるいは他病院と

の共同研究も含めて，より多角的な視

点から新薬の開発等に貢献する治験

及び臨床研究を積極的に推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・患者への説明責任を十分に果たし，患

者の意見を尊重するとともに，手続き

【治験及び臨床研究の推進】 

中央市民病院 

・治験及び臨床研究を積極的に推進し，先端医療センターとは連携して

共同研究を行った。平成 25 年度の治験実施件数は 83 件（前年度比

24 件増，40.7％増），受託研究件数は 168 件（前年度比 6 件増，3.7％

増），臨床研究件数は 128 件（前年度比 15 件増，13.3％増）となった。

なお，先端医療センター及び発生・再生科学総合研究センターでは，

滲出型加齢黄斑変性（網膜の疾患）に対してｉＰＳ細胞を使った世界

初となるとみられる臨床研究の実施計画を厚生労働省に申請し，7 月

に臨床研究を実施して差し支えない旨の通知を受けた。中央市民病院

の役割として，対象患者の選定や検査の一部実施，緊急時対応等の協

力・支援のため，平成 25 年 2 月の倫理委員会において，臨床研究に

協力するための審査を行い承認された。また，機能と役割をより明確

化することによって医療の質の向上と内容の高度化，事務局体制の整

備を図り，臨床研究を推進・実現していくため，治験・臨床試験管理

センターを平成 24 年 4 月に設置しており，治験及び臨床研究に関す

る支援，事務局の役割が明確になることで，より適正な臨床研究の実

施を推進した。 

西市民病院 

・治験及び臨床研究を積極的に推進し，平成 25 年度の治験実施件数は

10 件（前年度比 5 件増，100.0％増），受託研究件数は 53 件（前年度

比 13 件減，19.7％減），臨床研究件数は 23 件（前年度比 2 件減，8.0％

減）となった。また，糖尿病・内分泌内科及び泌尿器科においては，

神戸大学医学部附属病院と，看護部においては，神戸市看護大学や甲

南女子大学と共同での臨床研究を実施した。 

 

【臨床研究及び治験に関する患者への説明責任】 

中央市民病院 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 
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をするとともに，手続の公正を確保

するために，倫理委員会等による事

前・事後の管理・監督体制を整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連指標（単位：件，平成 19 年度実

績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

治験実施件数 42 ７ 

受託研究件数 86 19 

臨床研究件数 48 18 

 1  

の公正を確保するため，臨床研究及び

治験に関する業務手順書や会議の記

録の概要などをホームページで公表

する。 

 

 

 

 

 

 

 

・臨床研究への参加要件である「臨床研

究に関する倫理その他の必要な知識

についての講習等必要な教育」を行う

ため，講習会の開催やコンピュータを

用いた教育（ｅラーニング）などを行

う。 

 

 

 

 

 

【中央市民病院】 

・「治験・臨床試験管理センター」につ

いては，より効果的で安全な医療の提

供を実現するため，治験・臨床研究を

推進・充実していく。 

 

関連指標 （単位：件，平成 23 年度実

績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

治験実施件数 42 7 

受託研究件数 139 74 

臨床研究件数 108 16 

 

 

 

・患者への説明責任を徹底するとともに，引き続き臨床研究及び治験に

関する標準業務手順書などの適宜更新を行った。また，「臨床研究倫

理委員会議事録」及び「治験審査委員会議事録」の概要のホームペー

ジへの掲載を継続した。さらに，医師，看護師，薬剤師，臨床検査技

師，事務職間の情報共有を進め，治験及び臨床研究の質の向上に取り

組んだ。 

西市民病院 

・患者への説明責任を徹底するとともに，「治験審査委員会議事録」の

概要のホームページへの掲載を継続して実施した。また，治験ならび

に治験審査委員会についての標準業務手順書を改訂した。 

 

【講習会と教育への参加】 

中央市民病院 

・臨床研究にかかる指針の改定に伴い，「臨床研究に関する倫理その他

の必要な知識についての講習等必要な教育」を行うため，講習会を開

催した（3 回開催，延 214 人参加）。 

西市民病院 

・新規採用職員を対象に臨床研究等に伴う倫理や病院の取り組みに関す

る説明を 3 回開催した（24 名参加）。また， 院内イントラネットに，

臨床研究に関する倫理指針や倫理委員会規定等の関連情報を掲載し，

随時閲覧できるようにした。 

 

中央市民病院 

・機能と役割をより明確化することによって医療の質の向上と内容の高

度化，事務局体制の整備を図り，臨床研究を推進・実現していくため，

治験・臨床試験管理センターを平成 24 年 4 月に設置しており，治験

及び臨床研究に関する支援，事務局の役割が明確になることで，より

適正な臨床研究の実施を推進した。（再掲） 

 

関連指標                            （単位：件） 

 
項 目 

平成 24 年度

実績 

平成 25 年度 

実績 

前年度比 

（％） 

中央市民病院 治験実施件数 59 83 140.7 

受託研究件数 162 168 103.7 

臨床研究件数 113 128 113.3 

西市民病院 治験実施件数 5 10 200.0 

受託研究件数 66 53 80.3 

臨床研究件数 25 23 92.0 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ すべての職員がプロとして活躍し，やりがいが持てる病院 

（1） 専門性の高い資格取得に向けた研修 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・専門性の高い資格取得に向けて，長

期・短期留学等の研修制度を整備す

ることにより，専門医，認定医，専

門看護師及び認定看護師等の資格取

得を促進し，質の高い医療を提供す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・長期・短期留学等の研修制度の積極的

な活用を図り，認定看護師及び専門看

護師の資格取得を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研修制度の活用による資格取得の促進】 

・看護職員に対する大学院留学・長期留学等の制度を積極的に活用し，

職員の専門性の向上を図るとともに，専門看護師及び認定看護師の

資格取得を引き続き促進し，専門看護師 3 名，認定看護師 1 名が新

たに資格を取得した。また，平成 25 年 1 月より看護職員について，

博士課程修学を支援する制度を試行的に開始した。 

《看護職員に対する研修制度》 

①看護大学編入学制度（2 年）  

平成 25 年度実績 0 名（平成 24 年度実績 1 名） 

②大学院留学制度（2 年）→専門看護師の資格取得に活用  

平成 25 年度実績 5 名（平成 24 年度実績 6 名） 

③長期留学制度（6 か月）→認定看護師の資格取得に活用  

平成 25 年度実績 1 名（平成 24 年度実績 1 名） 

④短期国内派遣（3 か月）平成 25 年度実績 0 名 

（平成 24 年度実績 0 名） 

⑤短期海外派遣（1 か月）平成 25 年度実績 0 名 

（平成 24 年度実績 1 名） 

《専門看護師・認定看護師の資格取得者数》 

・専門看護師 15 人（平成 24 年度 13 人） 

・認定看護師 36 人（平成 24 年度 35 人） 

 

中央市民病院（平成 26 年 3 月時点） 

専門看護師：がん 3 人，精神 1 人，老人 1 人，小児 1 人，慢性

疾患 1 人，急性・重症患者 3 人，感染症 1 人 

認定看護師：救急 3 人，皮膚・排泄ケア 5 人，集中ケア 3 人，が

ん化学療法 3 人，がん性疼痛 2 人，感染管理 2 人，

糖尿病 1 人，不妊症 1 人，新生児集中ケア 2 人，手

１ 

 

３   

中期目標 
認定医，専門医，認定看護師，専門看護師等の確保に向け，職員の専門性の向上を図るため，研修制度の充実に努めること。 

 また，薬剤師，診療放射線技師，臨床検査技師等の医療技術職についても研修等を充実し，専門性の向上に努めること。 



 

- 73 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・薬剤師，診療放射線技師，臨床検査

技師等医療技術職についても，専門

性の向上に向けた研修制度の充実を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・薬剤師，診療放射線技師，臨床検査技

師等医療技術職についても専門性の

向上に向けた研修制度の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

術 1 人，乳がん 1 人，摂食・嚥下障害 1 人，認知症

1 人，脳卒中リハ 1 人，がん放射線療法 1 人，慢性

心不全 1 人 

 

西市民病院（平成 26 年 3 月時点） 

専門看護師：精神 1 人，老人 1 人，急性・重症患者 2 人  

認定看護師：皮膚・排泄ケア 1 人，集中ケア 1 人，緩和ケア 1

人，がん化学療法 1 人，感染管理 1 人，手術 1 人，

慢性呼吸器疾患 1 人 

   

【研修制度の充実】 

・医療技術職員に対する専門性の向上に向けた支援については，従来

から両病院において，スタッフ数や論文発表・学会報告の実績に基

づき，学術研究費・臨床研究費助成を各診療部門に配分し，それぞ

れ診療部門において研究・研修活動を行った。また，平成 24 年度

に構築した事務職員や医療技術職員に対する資格取得支援制度を

継続した（対象者：法人本部 2 名，中央市民病院 27 名，西市民病

院 10 名）。さらに，平成 25 年度からは医師を対象とした研究休職

制度（期間 2 年）を開始（平成 25 年度実績：中央市民病院 1 名，

平成 26 年度実績：中央市民病院 1 名予定）するとともに，医師・

医療技術職員等を対象とした短期国内外派遣制度（期間 3 か月）を

開始した（平成 26 年度実績：中央市民病院 1 名予定）。 

・中央市民病院において，薬剤師レジデント制度を活用し，全国に先

駆け実務経験に根ざした講義と臨床実務実習を通して，高度な医療

に対応した臨床薬剤業務並びにチーム医療を実践できる薬剤師を

養成した（平成 25 年度 8 名採用）。 

・西市民病院において，薬剤師レジデント制度について検討し，平成

26 年度から導入する方針を決定した。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ すべての職員がプロとして活躍し，やりがいが持てる病院 

（2） 専門性の高い資格や技術の取得への支援 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・長期・短期留学や教育課程受講中に

おける職員の給与面での負担を軽減

する休職制度など，職員が積極的に

資格取得に取り組める環境づくりに

資する人事給与制度を構築する。 

 

 

 

 

 

・専門性向上のための資格取得に対す

る支援制度の充実を図る。 

 

・長期・短期留学や教育課程受講中にお

ける職員の給与面での負担を軽減する

有給休職制度の積極的な活用を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

・専門性向上のための資格取得支援制度

の積極的な活用を図り，資格取得を促

進する。 

 

 

 

 

・看護職員以外の職員に対する研究休職

制度を新たに導入し，さらなる専門性

の向上や資格取得を促進する。 

 

 

 

 

 

・より一層の専門性の深化を目指し博士

課程へ進学する専門看護師を支援する

ための制度を導入する。 

【資格取得に対する支援】 

・大学院留学や長期留学等の期間中における職員の給与面での負担

を軽減するため，就業規則，職員給与規程に基づき職務に関する

学術の調査・研究・指導に従事する場合に，最大 3 年間の有給休

職制度を継続実施した。また，資格取得のため，大学入学や留学

を行う場合に一定の給与を保障している。 

①看護大学編入学制度（2 年） 70／100 

②大学院留学制度（2 年）   70／100 

③長期留学制度（6 か月）   70／100 

 

【専門性向上のための資格取得支援制度の充実】 

・専門性の評価，取得した資格の継続支援等を目的に創設した専門

看護師手当（月額 5,000 円）及び認定看護師手当（月額 3,000 円）

の支給を継続実施した。（課長級以上は支給対象外） 

《専門看護師・認定看護師資格取得者数》（再掲） 

専門看護師 15 人（平成 24 年度 13 人） 

認定看護師 36 人（平成 24 年度 35 人） 

・平成 24 年度に構築した事務職員や医療技術職員に対する資格取

得支援制度を継続した（対象者：法人本部 2 名，中央市民病院 27

名，西市民病院 10 名）。さらに，平成 25 年度からは医師を対象

とした研究休職制度（期間 2 年）を開始（平成 25 年度実績：中

央市民病院 1 名，平成 26 年度実績：中央市民病院 1 名予定）す

るとともに，医師・医療技術職員等を対象とした短期国内外派遣

制度（期間 3 か月）を開始した（平成 26 年度実績：中央市民病

院 1 名予定）。（再掲） 

・平成 25 年 1 月より看護職員について，博士課程修学を支援する

制度を試行的に開始した。（再掲） 

１ ３   

中期目標 医療職の職務能力の高度化・専門化を図るため，資格取得等に対する支援に努めること。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ すべての職員がプロとして活躍し，やりがいが持てる病院 

（3） 事務職員及び技術職員の病院運営に関わる能力向上への支援  

 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・事務職員や技術職員が病院運営に関

わる能力等を向上させるための支援

制度を構築する。併せて，既に病院

事務に関する専門知識を有する経験

者を採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法人職員を計画的に採用し，各病院に

配置するとともに，新規採用職員に対

し，病院運営に関わる能力を向上させ

るための研修を実施し，育成に取り組

む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔項目例〕 

○病院事務に関する専門的な研修の検

討及び実施 

 

 

 

 

・事務職員や技術職員が，病院運営に関

わる能力を向上させるため，資格取得

支援制度の積極的な活用を図り，資格

取得を促進する。 

 

 

【病院運営に関わる能力を向上させるための研修の実施】 

・中期計画に示した職員固有化率が達成できるよう計画的に法人固

有職員の採用を進めており，4 月及び 5 月に計 212 人の法人固有

職員を採用し，各病院及び法人本部に配置した（看護職員 158 名，

薬剤師 12 名，臨床検査技師 8 名，診療放射線技師 2 名，管理栄

養士 2 名，臨床工学技士 3 名，理学療法士 5 名，作業療法士 2

名，言語聴覚士 2 名，視能訓練士 1 名，事務職員 9 名，病院業務

員 8 名）。また，内容，期間ともに充実させた新規採用職員研修

を引き続き実施するとともに，看護職員以外の新規採用職員に対

しては，11 月にグループワークを中心としたフォローアップ研

修を行った。 

・年度途中においても，病院経営及び患者サービスの向上の観点か

ら，看護職員 19 名の採用を行った。 

 

○中央・西両病院，西神戸医療センターも含めた医事課職員研修を

新たに先端医療センターも加えて開催し，テーマ（患者サービス，

診療報酬等における増収策）ごとの対策について意見交換・議論

を行い，1 月に発表会を実施した。 

・市から新規派遣された職員に対する研修を継続実施（5 月）した。 

 

・平成 24 年度に構築した事務職員や医療技術職員に対する資格取

得支援制度を継続した（対象者：法人本部 2 名，中央市民病院 27

名，西市民病院 10 名）。（再掲） 
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中期目標 

病院事務については，医療保険制度や診療報酬制度など病院特有の複雑で専門的な知識が必要であり，専門職としての事務職員の能力の開発及び人材の育成に努めるととも

に，技術職員もそれぞれの分野での専門性を高めるよう努めること。そのために必要な事務職員及び技術職員の能力向上に対する支援に努めること。 

 なお，委託事業者の職員もともに病院を運営するパートナーとして，能力向上に努めること。 
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・病院に勤務している委託事業者の職

員等についても，パートナーとして

の認識の下，ともに基本理念を共有

し，能力向上のための研修等を検討

する。 

 

関連指標 

（単位：人，平成 20 年 10 月現在） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

診療情報管理士数 職員３，委託職員７ 職員１，委託職員５ 

医療情報技師数 27 ６ 

 1  

・法人職員について，様々な部署での経

験が積めるような計画的な人事異動

（ジョブローテーション）を検討し，

病院全体を考えることができる職員を

育成する。 

 

・病院事務に関する専門知識を有する経

験者を採用する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・委託職員等研修について，平成 22 年度

より実施している委託職員連絡会を基

本に，より効果的な研修に向けて引き

続き検討・実施していく。 

 

 

関連指標 （単位：人，平成 24 年 12 月現

在） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

診療情報管理士数 職員 4 委託職員 7 職員 1 委託職員 4   

医療情報技師数 29  9 

 

 

【人事異動（ジョブローテーション）】 

・長期的な人材育成を考慮した計画的な人事異動（ジョブローテー

ション）を行った。 

 

 

 

【経験者の採用】 

・豊富な知識や経験を生かし，リーダー的な役割を担える人材を求

めるため，経験者を対象にした採用選考を継続実施し，平成 25

年 4 月に，コメディカル 6 名，事務職員 6 名（うちＭＳＷ2 名），

病院業務員 4 名，5 月にはコメディカル 1 名の経験者を採用した。

また，9 月には事務職員 2 名，平成 26 年 1 月にはコメディカル

の係長級 1 名とコメディカル 1 名の病院経験者を採用した。さら

に，平成 26 年 4 月採用として，病院経験者を対象に採用選考を

実施し，事務職係長級 2 名，コメディカル 7 名，病院業務員 5 名

の採用内定を行った。 

 

【委託職員に対する研修】 

・両病院で実施している外部講師を招いた研修やセミナー等につい

ては，法人職員だけでなく，委託職員にも参加を促し，病院職員

としての資質向上を図った。 

 

 

関連指標                               （単位：人） 

 
項 目 

平成 24 年度 

3 月現在 

平成 25 年度 

3 月現在 

前年度比 

中央

市民

病院 

診療情報

管理士数 

職員 4,委託職員 7  職員 5,委託職員 7  職員 1,委託職員 0 

医療情報

技師数 

27 26 △1 

西市

民病

院 

診療情報

管理士数 

職員 2,委託職員 4  職員 2,委託職員 5  職員 0,委託職員 1 

医療情報

技師数 

9 10 1 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ すべての職員がプロとして活躍し，やりがいが持てる病院 

（4） 優れた専門職の確保 

 

 中期目標 
医師不足の中で，市民病院としての役割を果たすために，優秀な医師の確保に努めること。あわせて，質の高い看護職員，薬学教育６年制下での薬剤師， 

ＤＰＣ導入を踏まえた診療情報管理士及び医療情報技師など優れた専門職の確保に努めること。 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・優秀な医師の確保をはじめとして，高

度な専門性を有する職員の外部から

の登用にあたって，その専門性に応じ

た処遇が可能となる人事給与制度を

構築するとともに，今後の動向を踏ま

えながら，引き続き，医師確保対策に

努める。 

 

 

 

 

 

・質の高い看護職員を確保するため，若

年層の看護職員の処遇について，現行

水準からの改善を行う。また，平成

18 年度からの薬学部６年制の導入等

により，人材確保の困難化が予想され

る薬剤師についても必要な措置を講

ずるとともに，診療放射線技師，臨床

検査技師をはじめ医療技術職や診療

情報管理士・医療情報技師など優れた

専門職の育成や確保に向けて支援す

る制度の構築を図る。 

 

 

 

・高度な専門性を有する職員の外部登用

に向けた人事給与制度を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全国的な看護師不足の状況を踏まえ，

県内はもちろんのこと，県外において

も採用活動を強化し，さらに制度面も

含めて看護師確保対策を充実させる

ことにより，病院運営に必要な人員数

を確保する。また，薬剤師をはじめと

したコメディカル職員等専門職の確

保に向けた取り組みを行う。 

 

 

 

〔項目例〕 

○看護職員の確保に向けて，借上寮を

引き続き確保するとともに平成 26

【外部登用に向けた人事給与制度】 

・高度の専門的な知識経験，識見を有する者を一定期間活用するこ

とができるよう任期付正規職員制度の運用を継続した。中央市民

病院事務局医事課主査について，平成 25 年 4 月に外部からの登用

（採用）を実施し，平成 26 年 1 月には中央市民病院薬剤部主査に

ついて，外部からの登用を行った。また，外部からの専門的な知

識，経験を有する管理職を登用するため，事務職（係長級）採用

選考を継続するとともに，事務職（課長級）について採用選考を

実施した（中央市民病院事務局主幹，中央市民病院事務局庶務課

主査，西市民病院事務局医事課医療情報係長として平成 26 年 4 月

より登用）。 

 

【看護職員等確保対策】 

・看護職員確保対策として，平成 25 年度においては，近隣病院の

大幅な募集など非常に厳しい現状を踏まえ，採用説明会の積極的

参加，募集広告の拡大に加え，県内及び県外の大学，専門学校等

の訪問を実施した。また，法人本部に看護師確保担当（マネジャ

ー1 名，担当 2 名）を新設し，看護師確保体制の強化を図るとと

もに，神戸市外での採用選考の募集に加え，毎月中途採用試験を

実施するなど，新規採用職員の確保を図り，離職防止策とあわせ

て，看護師確保策を検討・実施した。 

・優秀な人材確保等の観点を踏まえ，4 月に夜勤専従手当を創設し

た。 

 

○看護師宿舎の充実 

・新規採用者向けの看護師寮として，借上げマンションを必要戸数

２ 
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 【ウエイト付の理由】平成 25年度計画重点項目 
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年度中の完成を目指し，港島寮の新

築工事を進める 

 

 

○看護職員確保に向けて，修学資金貸

付制度を拡充し，効果的な運用を図

る 

 

 

 

 

 

 

○薬剤師レジデント（研修薬剤師）制

度に加えて，リハビリ職員について

もレジデント制度を導入し，優れた

医療技術職員の確保に努める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・採用試験の工夫により，経験者も含め

た優れた職員の確保を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

確保するとともに，古くなった借上げマンションの見直しも併せ

て検討した。また，港島寮の移転・新築に向け，関係機関と調整

するとともに，建築工事を進めた。 

 

○修学資金貸付制度の拡充 

・平成 25 年度の募集より，修学資金貸付制度の拡充を図るため，

規程改正を行った。具体的には，①神戸市看護大学以外の養成学

校に在学する学生も貸与対象，②貸与額を拡充（月 24,000 円か

ら月 50,000 円），③学生が就職先を検討する最終学年に対して貸

与（神戸市看護大学は 3，4 年生を対象），④日本学生支援機構の

奨学金を利用している学生に対しては採用後に返還支援をする

ための貸与とし，三次募集まで実施して 90 名の貸与を決定した。 

 

○レジデント制度の活用 

・中央市民病院においては，高度医療に対応した薬剤業務，チーム

医療を実践できる薬剤師の養成と人材の確保のために，薬剤師免

許を取得している者を対象にした薬剤師レジデント制度を活用

して，平成 25 年度は 8 名の採用を行い，人材育成及び確保を図

った。また，西市民病院においても，優秀な人材確保のため積極

的に学生の受入れを開始するとともに，薬剤師レジデント制度に

ついて検討し，平成 26 年度から導入する方針を決定した。 

・中央市民病院においては，平成 25 年度よりリハビリテーション

技術部にレジデント制度を導入し，理学療法士 3 名，作業療法士

2 名，言語聴覚士 1 名を採用し，高度急性期医療・地域連携に対

応した臨床能力を身につけ，チーム医療を実践できる人材の育成

に取り組んだ。 

 

【経験者の採用】 

・病院経営及び患者サービス向上の観点から優れた職員を確保する

ために，経験者を対象にした採用選考を継続実施し，平成 25 年 4

月にコメディカル 6 名，事務職員 6 名（うちＭＳＷ2 名），病院業

務員 4 名，5 月にコメディカル 1 名の経験者を採用し，9 月には

事務職員 2 名，平成 26 年 1 月にはコメディカルの係長級 1 名と

コメディカル 1 名の経験者を採用した。また，平成 25 年度実施

の選考についても，薬剤師，臨床検査技師，診療放射線技師，臨

床工学技士，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，事務職員，

病院業務員について経験者採用を継続実施した。 
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・定年を迎えた職員のうち，病院経営や

質の高い医療の提供に寄与すると認

められる職員を再雇用する制度の導

入を図る。 

 

・給与面だけでなく，職員のスキルアッ

プが可能となる充実した研修制度を

構築し，人材育成の強みとして積極的

な広報に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 24 年度から実施している事務係

長級の公募を引き続き実施するとと

もに，管理職の外部登用に向けた検討

を行う。 

 

 

 

 

 

・定年を迎えた職員のうち，病院経営や

質の高い医療の提供に寄与すると認

められる職員の再雇用制度のもと，適

切な人材を確保する。 

 

・医師確保をはじめ，優れた専門職の確

保に向けた取り組みとして特に育児

と仕事の両立を可能とする柔軟な勤

務制度を引き続き活用する。 

 

 

〔項目例〕 

○育児のための短時間勤務制度等を

活用する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中央市民病院事務局医事課主査について，平成 25 年 4 月に外部

からの登用（採用）を実施し，平成 26 年 1 月には中央市民病院薬

剤部主査について，外部からの登用を実施した。また，外部から

の専門的な知識，経験を有する管理職を登用するため，事務職（係

長級）採用選考を継続するとともに，事務職（課長級）について

採用選考を実施した（中央市民病院事務局主幹，中央市民病院事

務局庶務課主査，西市民病院事務局医事課医療情報係長として平

成 26 年 4 月より登用）。（再掲） 

 

【職員の再雇用制度】 

・「職員の再雇用に関する規程」に基づき，平成 23 年 1 月に再雇用

制度対象者の選考に関する基準を構築し，適切な人材の確保を図

った。 

 

【柔軟な勤務制度の活用】 

・女性医師の人材確保・採用の促進，育児と仕事を両立させること

を目的として，平成 21 年 10 月に法人固有の常勤医師を対象とし

た育児短時間勤務制度を創設し継続実施しており，平成 26 年 3

月時点においては，西市民病院にて 3 名が活用した（これまでの

実績：中央市民病院 2 名，西市民病院 5 名）。 

 

○女性職員の勤務環境の改善の一環として，中央市民病院において

院内保育所を継続設置し，21 時までの延長保育を実施した。また，

平成 23 年 4 月より延長保育料の引き下げを実施し，同年 9 月よ

り開始した体調不良児対応型の病児保育を継続実施した。さらな

る利便性の向上のため， 4 月より毎週金曜日に 24 時間保育（通

称「お泊り保育」）の試行実施を開始した。 
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関連指標 （平成 20 年 10 月現在） 

 項 目 中央市民病院 西市民病院 

専門医数（延人数） 187 76 

認定医数（延人数） 124 50 

専門看護師数（人） ３ 

精神     １ 

急性・重症患者１ 

慢性疾患   １ 

１ 

精神    １ 

認定看護師数（人） 17 

皮膚・排泄ケア２ 

集中ケア   ２ 

救急     ２ 

感染管理   ２ 

がん化学療法 ２ 

がん性疼痛  ２ 

糖尿病    １ 

手術     １ 

摂食・嚥下障害１ 

乳がん    １ 

不妊症    １ 

７ 

皮膚・排泄ケア１ 

感染管理  ２ 

がん化学療法１ 

緩和ケア  １ 

糖尿病   １ 

手術    １ 

 

専門薬剤師数（人） （認定含む）９ ４ 

診療情報管理士数

（再掲）（人） 

職員３，委託職員７ 職員１，委託職員５ 

医療情報技師数（人） 27 ６ 

平成 19 年度論文件数

（件） 

185 33 

平成 19 年度学会発表

件数（件） 

1,019 118 

 1  

関連指標 （平成 24 年 12 月現在） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

専門医数（延人数） 251 96 

認定医数（延人数） 176 71 

専門看護師数（人） 11 

急性・重症患者  3 

慢性疾患      1 

感染症     2 

がん      2 

老人      1 

精神      1 

小児      1 

3 

急性・重症患者 1 

慢性疾患    1 

精神      1 

認定看護師数（人） 30 

皮膚・排泄ケア  5 

集中ケア     4 

救急       3 

感染管理     2 

がん化学療法   3 

がん性疼痛    2 

糖尿病      1 

手術       1 

摂食・嚥下障害  1 

乳がん      1 

不妊症      1 

脳卒中リハ   1 

新生児集中ケア 2 

認知症     1 

慢性心不全   1 

がん放射線療法 1 

7 

皮膚・排泄ケア  1 

集中ケア    1 

感染管理      1 

がん化学療法    1 

緩和ケア      1 

手術        1 

慢性期呼吸器疾患 1 

専門薬剤師数（人）  22 7 

診療情報管理士数

（再掲）（人） 

職員 2，委託職員 7 職員 1，委託職員 4 

医療情報技師数（人） 29 9 

平成 23 年度論文件数

（件） 

329 27 

平成 23 年度学会発表

件数（件） 

995 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連指標（中央市民病院）            （単位：人，件） 

 
項 目 

平成 24 年度 

3 月現在 

平成 25 年度 

3 月現在 

前年

度比 

中

央

市

民

病

院 

専門医数 

（延人数） 

258 308 50 

認定医数 

（延人数） 

177 203 26 

専 門 看 護 師 数

（人） 

10 

急性・重症患者 3 

慢性疾患    1 

感染症     1 

がん      2 

老人      1 

精神      1 

小児      1 

11 

急性・重症患者 3 

慢性疾患    1 

感染症     1 

がん      3 

老人      1 

精神      1 

小児      1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

認 定 看 護 師 数

（人） 

29 

皮膚・排泄ケア 5 

集中ケア    3 

救急      3 

感染管理    2 

がん化学療法  3 

がん性疼痛   2 

糖尿病     1 

手術      1 

摂食・嚥下障害 1 

乳がん     1 

不妊症     1 

脳卒中リハ   1 

新生児集中ケア 2 

認知症     1 

慢性心不全   1 

がん放射線療法 1 

29 

皮膚・排泄ケア 5 

集中ケア    3 

救急      3 

感染管理    2 

がん化学療法  3 

がん性疼痛   2 

糖尿病     1 

手術      1 

摂食・嚥下障害 1 

乳がん     1 

不妊症     1 

脳卒中リハ   1 

新生児集中ケア 2 

認知症     1 

慢性心不全   1 

がん放射線療法 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

専 門 薬 剤 師 数

（人） 

22 27 5 

診療情報管理士数

（再掲）（人） 

職員 4，委託職員 7 職員 5，委託職員 7 職員 1 

委託 0 

医療情報技師数 

（再掲）（人） 

27 26 △1 

平成 25 年度論文件

数（件） 

166 222 56 

平成 25 年度学会発

表件数（件） 

981 1,194 213 
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関連指標（西市民病院）             （単位：人，件）

 
項 目 

平成 24 年度 

3 月現在 

平成 25 年度 

3 月現在 

前年 

度比 

西

市

民

病

院 

専門医数 

（延人数） 

96 101 5 

認定医数 

（延人数） 

71 78 7 

専 門 看 護 師 数

（人） 

3 

急性・重症患者    1 

慢性疾患      1 

精神        1 

4 

急性・重症患者    2 

慢性疾患      0 

精神        1 

老人      1 

1 

1 

△1 

0 

1 

認 定 看 護 師 数

（人） 

6 

皮膚・排泄ケア 1 

感染管理     1 

がん化学療法   1 

緩和ケア     1 

手術       1 

集中ケア    1 

7 

皮膚・排泄ケア 1 

感染管理     1 

がん化学療法   1 

緩和ケア     1 

手術       1 

集中ケア    1 

慢性呼吸器疾患  1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

専 門 薬 剤 師 数

（人） 

7 7 0 

 

診療情報管理士数

（再掲）（人） 

 職員 2,委託職員 4 

 

 職員 2,委託職員 5 

 

職員 0 

委託 1 

医療情報技師数 

（再掲）（人） 

9 10 1 

平成 25 年度論文件

数（件） 

44 23 △21 

平成 25 年度学会発

表件数（件） 

181 76 △105 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ すべての職員がプロとして活躍し，やりがいが持てる病院 

（5） 職員満足度の向上（医療職の負担軽減） 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・病院で働く職員にとってやりがいが持 

て，働きやすい職場づくりに努める。

そのため，育児のための短時間勤務制

度及びその代替措置としての短時間

勤務職員雇用制度を導入することに

より，子育て中の職員の負担軽減を図

る。特に医師確保の観点から女性医師

が働きやすい病院づくりに努める。 

 

 

 

 

 

 

・勤務体制の見直し（看護職員の 2 交代

制など）や各職種及び各職員の役割を

適切に分担することで職員の負担軽

減に努めるほか，休暇取得率の向上に

取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・育児のための短時間勤務制度，及びそ

の代替措置としての短時間勤務職員

雇用制度の導入に向けた検討を行い，

病院で働く職員にとってやりがいが

持て，働きやすい職場づくりに努め

る。 

〔項目例〕 

○育児のための短時間勤務制度等を

活用する（再掲） 

○育児と仕事が安心して両立できる

よう，院内保育所において，24 時

間保育の試行実施を行う 

 

 

・勤務体制の見直し（看護職員の 2 交代

制など）や各職種及び各職員の役割を

適切に分担することで職員の負担軽

減に努めるほか，休暇取得率の向上に

取り組む。 

〔項目例〕 

 ○試行中の 2 交代夜勤の状況を踏ま

えて，今後のあり方について，検討

を行う 

 

 

 

 

【柔軟な勤務制度の活用】 

・女性医師の人材確保・採用の促進，育児と仕事を両立させること

を目的として，平成 21 年 10 月に法人固有の常勤医師を対象とし

た育児短時間勤務制度を創設し継続実施しており，平成 26 年 3

月時点においては，西市民病院にて 3 名が活用した（これまでの

実績：中央市民病院 2 名，西市民病院 5 名）。（再掲） 

 

○女性職員の勤務環境の改善の一環として，中央市民病院において

院内保育所を継続設置し，21 時までの延長保育を実施した。また，

平成 23 年 4 月より延長保育料の引き下げを実施し，同年 9 月よ

り開始した体調不良児対応型の病児保育を継続実施した。さらな

る利便性の向上のため， 4 月より毎週金曜日に 24 時間保育（通

称「お泊り保育」）の試行実施を開始した。（再掲） 

 

【勤務体制の見直し】 

・安全・安心な医療の提供と患者サービスの向上，夜勤における看

護職員の負担軽減・勤務環境の改善，看護職員の確保対策のさら

なる充実を目的として実施してきた看護職員の 2交代勤務の試行

実施について，中央市民病院では新病院移転後よりすべての病

棟，手術部，映像医学部門において試行実施し，西市民病院では

平成 26 年 1 月よりＩＣＵにも拡大して実施した。 

中央市民病院 

平成 21 年度当初 7 病棟→平成 23 年 7 月より全病棟（23 病棟中

※）にて実施 ※手術部，映像医学部門含む 

西市民病院 

平成 21年度当初 2病棟→平成 26年 3月末 7病棟（10病棟中※），

ＩＣＵにて実施 ※手術部，放射線含む 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 
病院で働く職員にとってもやりがいが持てる職場づくりに努めること。また，医療職の負担を軽減するため，各職種の業務を明確にし，適切な役割分担を図

ること。 
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・医療職の負担を軽減するため，医療ク

ラークの活用をはじめとして各職種

の業務を明確にし，適切な役割分担を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職員のモチベーションを維持するため

に，職員の悩みなどの相談体制を整備

するとともに，患者からの過度の苦情

への対策マニュアルによる対応や警

備の強化を継続して行う。 

 

・医療クラークや病棟クラークの活用な

ど各職種の役割分担を図り，職員の負

担軽減を進める。 

 

 

 

 

 

〔項目例〕  

○外来クラークと文書作成補助など

を行うドクターズクラークについ

て，ドクターズクラーク検討委員会

の議論を踏まえて，医師の要望をア

ンケート調査などにより確認しな

がら，業務内容の検討を行い，医師

の負担軽減に努める(中央市民病院) 

 

 

○看護職員等の負担軽減を図るため，

ナースサポーター（病棟クラーク）

を活用する（中央市民病院） 

 

・リエゾンナースが中心となった職員の

悩みなどの相談体制を整備するとと

もに，患者からの過度の苦情への対策

マニュアルによる対応や警備の強化

を継続して行う。 

 

〔項目例〕 

○せん妄患者，うつ患者への診療サポ

ートの充実を図り，職員のメンタル

ヘルスサポート体制を強化して安

心して勤務できる環境づくりに取

り組む（リエゾンチーム）（再掲）（西

市民病院） 

 

 

【適切な役割分担】 

・両病院において，医療職の負担を軽減するため，医療クラークを

継続配置し，適切な役割分担を行った。 

  《医療クラーク（医師事務作業補助者）人数》 

  中央市民病院 

平成 24 年度 88 人 → 平成 25 年度 85 人  

西市民病院 

平成 24 年度 4 人 → 平成 25 年度 22 人 

 

○中央市民病院においては， 4 月から外来におけるクラークの定数

を 13 名増員した（計 90 名）。また，文書作成クラークについて

も 12 名配置した。 

○西市民病院では，各外来診察室に事務クラークを引き続き配置 

し，事務の軽減を図った。また，薬剤部と臨床検査技術部の事務

クラークについても継続配置し，事務的な処理の軽減を図るとと

もに，薬剤部に新たに事務パート職員 1 名を採用し，薬剤師が本

来業務に時間を割ける体制とした。 

 

○中央市民病院において，看護職員等の負担を軽減し，働きやすい

病棟の環境を維持するため，ナースサポーターの配置を開始した

（平成 26 年 3 月末時点：病棟配置 33 名，フリー4 名）。 

 

【悩み相談体制の整備及び苦情への対応】 

・中央市民病院では，医事課への警察ＯＢの配置を継続するととも

に，せん妄チームによる職員の健康相談を行うとともに，平成 24

年 1月より専任のリエゾンナースを看護管理室に配置し体制を整

え，職員のケアに努めた。 

 

 

○西市民病院においては，リエゾンナースによる職員相談室を実施

するとともに，職員広報「こころ通信」の発行を継続して行った

（8 回）。さらに，職員のメンタルサポートの一助として，ポケッ

トガイドの作成を行い，リエゾンチームへの相談体制のＰＲを行

った。また，平成 22 年度より配置したフロアマネージャーによ

り，案内だけでなく，軽微な苦情にも対応することによって，医

療職の負担を軽減した。 
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○特に夜間・休日に安心できる環境を

つくるため，警察ＯＢの毎日 24 時

間配置体制を継続して行う（西市民

病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・労働安全衛生の確保のため各病院にお

いて職員安全衛生委員会を定期的に

開催するとともに，両者を統括する市

民病院機構安全衛生委員会において

情報共有に努め，必要な対策に取り組

む。 

〔項目例〕 

○医療安全の向上のために，薬剤耐性

菌による医療関連感染や，針刺し・

切創，体液曝露によるＢ型肝炎・Ｃ

型肝炎及びＨＩＶ等職業感染防止

に取り組む 

 

 

 

 

 

【西市民病院】 

・医局及びアメニティーの充実など勤務

環境の整備による職員の士気向上に

取り組む。 

 

○西市民病院では，引き続き警備員を 24 時間 365 日配置するとと

もに，昼間帯並びに 24 時間救急実施時の時間外に配置していた

警察ＯＢについて，平成 23 年度から全日夜間に配置し，さらに

平成 24 年 12 月より休日日直帯にも配置を開始し，毎日 24 時間

体制として安全･安心な診療体制の確保を図った。また，暴言･暴

力に対する医療安全講習会を開催し，対応への知識を深める機会

を設けるとともに，暴言･暴力等に対する対応についての掲示物

を外来と病棟に掲示した。さらに，暴力行為等に的確に対応して

いくため，「暴力行為等対策マニュアル」の改定を行った。 

・法人全職員への「メンタルヘルスチェック」を 7 月に実施した。

また，精神保健に関する外部の相談窓口として，クリニックでの

面談や電話・ウェブによるカウンセリングサービスの提供を継続

した。 

 

・市民病院機構職員安全衛生委員会を 2 回（12 月，3 月）開催し，

各病院における職員安全衛生委員会の活動状況等の意見交換を

行った。また，2 月に中央市民病院において安全パトロールを行

った。 

 

 

 

○職員感染防止 

・中央市民病院では，結核対策として新規採用者及び転入者に対し

てＴスポットによる結核感染検査を行い，また，西市民病院では

市内でも特に結核罹患率の高い地域であることを鑑み，全職員を

対象にＱＦＴ検査を実施した。さらに，両病院において，職員の

抗体価測定（Ｂ型肝炎，麻疹，風疹，水痘，流行性耳下腺炎）を

実施し，必要に応じワクチン接種を行うとともに，職員，パート，

委託職員を対象にインフルエンザワクチン接種を実施し，罹患及

び媒介となるリスクの低減に取り組んだ。 

 

西市民病院 

【医局及びアメニティーの充実】 

・小児科の診療環境の改善を図るため，平成 24 年度に 3 診化工事

を実施した外来診察室の運用を開始し，感染症患者への対応を円

滑にするとともに，小児科病棟において，感染症患者の入院をス

ムーズにするため，プレイルームを個室病床化した。また，薬剤
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部の体制強化に伴い，使いやすいスペースとしての改修や，救急

病棟にカンファレンス用の大型モニターを導入し，多人数でのカ

ンファレンスに対応できるよう改善するとともに，助産師外来に

超音波診断装置を増設し，助産師が必要時に使えるようにするな

ど，執務環境の整備に取り組んだ。なお，オーダリングシステム

更新と電子カルテ導入に対応するため，隣接ビルを借上げ，開

発・研修のためのスペースを確保するとともに，業務の効率化を

図るため，救急外来，救急病棟，図書室等で無線ＬＡＮを新たに

設置した。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

２ 人材の成長を促進する人事給与制度と育成プログラムの充実 

（1） 努力が評価され，報われる人事給与制度の導入 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・従来の昇任・昇格制度にとらわれない

柔軟な人事制度を導入するなど，職員

の努力に報いる制度を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職員の努力と職責に応じた新たな給与

体系の構築に向けて，原則として独立

行政法人国立病院機構の給料表に準

拠した給料表を導入する。また，例え

ば査定昇給など，業績や能力を的確に

・従来の昇任・昇格制度にとらわれない

柔軟な人事制度を導入するなど，職員

の知識・経験・努力を考慮した制度構

築に向けた検討を行う。 

 

〔項目例〕 

○一定の病院経験を持って採用され

た職員等について，経験等を踏まえ

た昇任・昇格制度の改善を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・独立行政法人国立病院機構の給料表に

準拠した給料表の運用や，社会一般の

情勢に適合するように人事給与制度

の動向について情報収集を行い，適切

に対応する。 

【努力が評価される制度の構築】 

・法人固有職員である医師の昇格について，これまでの昇任・昇格

の運用にとらわれることなく，卒業後経験年数が短く年齢の若い

医師についても，優秀な医師については積極的に診療科部長等に

抜擢した。 

 

○経験者の採用 

・病院経営及び患者サービス向上の観点から優れた職員を確保する

ために，経験者を対象にした採用選考を継続実施し，平成 25 年 4

月にコメディカル 6 名，事務職員 6 名（うちＭＳＷ2 名），病院業

務員 4 名，5 月にコメディカル 1 名の経験者を採用し，9 月には

事務職員 2 名，平成 26 年 1 月にはコメディカルの係長級 1 名と

コメディカル 1 名の経験者を採用した。また，平成 25 年度実施

の選考についても，薬剤師，臨床検査技師，診療放射線技師，臨

床工学技士，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，事務職員，

病院業務員について経験者採用を継続実施した。（再掲） 

・病院経験をもった職員の昇任・昇格制度について，7 月より他病

院での職務経験を考慮した制度に改正を行い，法人採用職員の係

長昇任選考を実施した（平成 26 年 4 月に中央市民病院事務局医

事課主査，西市民病院医事課係長，中央市民病院診療放射技術部

主査に昇任）。 

 

【努力と職責に応じた給与体系の導入】 

・職員の努力と職責に応じた新たな給与体系を構築するため，独立

行政法人国立病院機構の給料表に準拠した法人給料表を利用し，

職員の努力と職責に応じた運用を継続実施するとともに，人事給

与制度の動向を調査するため，他独法等への調査を随時実施し

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 
病院で働く職員にとっても働きがいのある病院となるよう，業績及び能力を評価する人事評価制度を構築し，努力が評価され，報われる人事給与制度の導入に努めること。 

 また，優れた専門職を確保するための人事給与制度を構築し，多様な採用形態を検討するとともに，採用手続の迅速化にも努めること。 

 

【ウエイト付の理由】平成 25年度計画重点項目 
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給与に反映させる制度の導入を検討

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・豊富な専門的知識や経験を有する職員

を確保するため，従来の受験資格年齢

にとらわれない採用制度の整備を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業績や能力を的確に給与に反映させる

制度の導入を検討する。 

 

〔項目例〕 

 ○法人職員の管理職等の評価制度に

ついて，導入に向けて具体的な検討

を行う 

 

 

 

○優秀職員表彰を継続実施すること

により職員のモチベーションの向

上を図る 

 

 

 

 

 

 

・豊富な専門的知識や経験を有する職員

を確保するため，引き続き従来の受験

資格年齢にとらわれない採用試験を

実施する。 

た。 

・厳しい夜間勤務の実態を考慮するとともに，優秀な人材確保の観

点を踏まえ，予め所属長の職務命令により，指定された月におい

て専ら夜間勤務に専従する看護職員に対して支給する夜勤専従

手当（月 20,000 円）を 4 月に創設した。また，中央市民病院の 5

階西病棟において，病院業務員の夜間勤務を試行的に実施するに

あたり，11 月より夜間看護補助業務手当（1 回 3,500 円）を創設

した。 

 

【業績や能力の給与等への反映】 

・専門看護師及び認定看護師の資格を有する職員に対しての手当支

給を継続実施した（専門：月額 5,000 円，認定：月額 3,000 円）。

（再掲） 

○医師を除く管理職の評価制度を平成 23 年度より試行実施した。 

《評価制度の枠組み》局長級：業績評価，部長級：業績評価（目

標管理型），課長級：業績評価（目標管理型）及び能力評価 

また，医師に対する評価制度について，導入に向け具体的な検討

を開始した。 

 

○優秀職員表彰制度の継続 

・特に優れた行いや病院経営に貢献した職員・団体を表彰すること

により，職場の活性化・勤労意欲の向上を図ることを目的として，

優秀職員表彰を継続実施した。3 月には，特に優れたものについ

ては理事長表彰を実施した（1 団体）。 

①優秀職員表彰：3 月（4 名，15 団体）理事長表彰を含む 

②善行職員表彰：実績なし 

③永年勤続表彰：実績なし 

 

【受験資格にとらわれない採用選考の実施】 

・病院のニーズに対応した豊富な専門的知識や経験を有する職員を

確保するため，年齢制限を撤廃した経験者採用選考を継続実施し，

平成 25 年 4 月に，看護師 9 名，事務職員 4 名，病院業務員 4 名，

5 月にはコメディカル 1 名，9 月には事務職員 2 名，コメディカ

ル 1 名の受験資格年齢にとらわれない職員を採用した。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

２ 人材の成長を促進する人事給与制度と育成プログラムの充実 

（2） 研修制度の充実 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・専門分野での技術向上のみならず，患

者への応対も含め，病院職員としての

人材の成長を促す研修制度の充実を

図る。 

 

・専門分野での技術向上のみならず患者

への応対も含め，病院職員としての人

材の成長を促す研修・育成のあり方に

ついて検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

〔項目例〕 

○中堅職員に対する研修について，検

討を行い，実施する 

 

 

○病院事務に関する専門的な研修の

検討及び実施（再掲） 

【人材育成研修についての検討】 

・内容，期間ともに充実させた新規採用職員研修を引き続き実施す

るとともに，市から新規派遣職員に対する研修を継続（5 月）し

た。また，新規採用職員に対してはフォローアップ研修（11 月）

を開催し，看護職員に対しては，看護師長研修（12 月），主任看

護師研修（12 月），リフレッシュ研修（10 月から 12 月）等を開

催した。さらに，12 月から 2 月にかけて職場研修を継続実施（講

師は所属長，テーマ：コンプライアンス等）した。 

・法人固有職員についても神戸市職員研修所が実施する研修に参加

できるため，周知を行い参加を促した。 

 

○平成 23 年度から採用後 3 年目の法人採用職員を対象とした研修

を実施（2 月，テーマ：コンプライアンス，モチベーション向上

と自己改革）した。 

 

○中央・西両病院，西神戸医療センターも含めた医事課職員研修を

新たに先端医療センターも加えて開催し，テーマ（患者サービス，

診療報酬等における増収策）ごとの対策について意見交換・議論

を行い，1 月に発表会を実施した。（再掲） 

 

１ 

 

３   

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 技術のみならず，患者への応対も含めた人材の成長を促す研修制度の充実に努めること。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

３ 教育病院として医療に携わる人材の育成への貢献 

（1） 教育病院（専門医等の研修施設として認定された教育施設としての性質を有する病院）としての指導力の向上  

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・高度専門医療の水準の維持・向上を図

るため，専門医，研修指導医等の取得

に向けた教育研修体制の充実を図り，

優秀な医師の確保に努める。また，研

修プログラムの充実等により臨床研

修医及び後期研修医の受入れを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高度専門医療の水準の維持・向上を図

るため，専門医，研修指導医等の取得

に向けた研修体制の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研修体制の充実】 

中央市民病院 

・初期研修医に対する上級医の指導及びカウンターサイン（初期研

修医の研修プログラムに対する承認）の義務化など，対応につい

て強化した臨床研修システム及び指導体制を継続した。また，各

部門の年度目標に学会発表数，論文数とともに専門医等資格取得

数も含めるよう周知し，メリットシステムの予算規模を拡大する

など研修，研究の支援を行った。 

（平成 25 年度実績：専門医数 308 人，前年度比 50 人増，19.4％増）

（研修指導医数 98 人，前年度比 37 人増，60.7％増） 

・教育セミナーを 2 回（「次のレベルのシミュレーショントレーニ

ング～ＰＡＬＳ（小児二次救命処置）を創り上げた人たちが，今

考えている 2 つの事～」など）開催した。 

・研修体制の確立のため，平成 24 年 4 月に教育部内に設置した「臨

床研修センター」を活用し，診療科医師の中からスタッフ医師の

選任を行い，初期研修医の指導に当たる体制を継続した。 

 

西市民病院 

・初期及び後期研修制度について，組織化した研修室を活用し，研

修管理常任委員会を中心に，引き続き充実を図り，平成 26 年度

の臨床研修医の募集に際して 26 人の応募（前年度比 8 人減，

23.5％減）及び後期研修医については，5 人の応募（前年度比 2

名減，28.6％減）があった。 

（平成 25 年度実績：専門医数 101 人，前年度比 5 人増，5.2％増） 

（研修指導医数 26 人，前年度比 3 人増，13.0％増） 

・研修管理常任委員会が主体となり，研修医の評価項目などについ

て，総合評価を取り入れるなど「研修管理ノート」の見直しを行

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 
高度専門医療の水準を維持し，及び向上させるため，優秀な医師の確保に努めるとともに，専門医，指導医等の取得に向けた教育研修体制の充実を図り

つつ，臨床研修医及び後期研修医の受入れに努めること。 
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〔項目例〕 

○中央市民病院の総合診療科及び西

市民病院の総合内科において，初期

診療体制の充実を図るとともに若

手医師の教育にも取り組む 

 

 

 

 

・後期臨床研修プログラムを終了した医

師が，さらに高度な専門知識・技能を

修得し，高い臨床能力を獲得すること

や専門医等の資格取得をサポートす

ることを目的とする，新たな研修教育

プログラムを検討する。 

 

 

 

 

【中央市民病院】 

・平成 25 年 4 月からは，職員の研修・

教育・研究の充実及び医療水準の向上

を図り，また学会発表や論文作成など

の学術分野を今まで以上に推進して

いくため，学術支援センターを設立す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うとともに，新たにＭｉｎｉｍｕｍ ＥＰＯＣ（オンライン臨床

研修評価システム）を導入し，研修評価環境の改善を図った。 

  

○中央市民病院において，研修体制の確立のため，平成 24 年 4 月

に教育部内に設置した「臨床研修センター」を活用した。総合診

療科部長をセンター長として，診療科医師の中からスタッフ医師

の選任を行い，初期研修医の指導に当たる体制を継続した。 

○西市民病院の総合内科の外来診療について，後期研修医を中心に

診療を行い，初診患者の診療体制の確保を図るとともに，総合内

科部長が指導にあたり，若手医師の教育に取り組んだ。 

 

・後期臨床研修プログラムを終了した優秀で意欲的な医師が，さら

に高度な専門知識や技能を修得し，専門医等の資格を取得するこ

とを目的として平成 22 年度に創設した「クリニカル・フェロー

制度」に基づき，中央市民病院において，4 月に後期研修期間を

終了した医師 1 名を採用した。また，平成 24 年度には新たにＧ

－ＩＣＵやＥ－ＩＣＵなどで集中治療に関する高度かつ専門的

な知識や技能を修得することを目的とし，院内外から広く「集中

治療フェロー」の募集・選考を行い，4 月に中央市民病院におい

て医師 1 名を採用した。 

 

中央市民病院 

・職員の研究支援や教育の充実のため，4 月に「学術支援センター」

を新設し，研究計画相談や英語論文校閲相談，学会発表ポスター

作成支援を行うとともに，臨床研究セミナーの開催（7 回）や，

ニュースレターを月 1 回配信した。また，外部講師による統計ソ

フト講習会等を開催した。さらに，3 月には，過去に論文発表や

学会発表を行った優れた臨床研究を，院内のスタッフへ発表する

ことで，知識の共有や理解を図ることを目的とした論文発表会（Ｋ

ＣＨＯアカデミア）を開催し，医師部門・コメディカル部門に分

かれて，口演とポスター発表を行った（103 名参加）。会場で実施

したアンケート結果では，回答者の 84％が研究意欲が動機づけら

れたと回答し，モチベーション向上へつながった。 
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関連指標 

（単位：人，平成 20 年 10 月現在）

項 目 中央市民病院 西市民病院 

専門医数（再掲）（延人数） 187 76 

臨床教授等（延人数） 18（准教授含） 12 

研修指導医数（延人数） 46（予定者含む） 10（予定者含む） 

臨床研修医数 40 12 

後期研修医数 78 ７ 

学生実習受入数（19年度実績・

延人数） 

1,012 36 

 1  

 

 

関連指標    

（単位：人，平成 24 年 12 月現在） 

 項 目 中央市民病院 西市民病院 

専門医数（再掲）（延人数） 251 96 

臨床教授等（延人数） 20 13 

研修指導医数（延人数） 58 23 

臨床研修医数 36 15 

後期研修医数 102 18 

学生実習受入数（23 年度実

績・延人数） 

  1,007 223 

 

 

関連指標                               （単位：人） 

 
項 目 

平成 24 年度 

3 月現在 

平成 25 年度 

3 月現在 

前年度比 

中

央

市

民

病

院 

専門医数（再掲） 

（延人数） 

258 308 50 

臨床教授等（延人

数） 

19 23 4 

研修指導医数 

（延人数） 

61 98 37 

臨床研修医数 36 35 △1 

後期研修医数 102 96 △6 

学生実習受入数 1,033 991 △42 

西

市

民

病

院 

専門医数（再掲） 

（延人数） 

96 101 5 

臨床教授等（延人

数） 

13 13 0 

研修指導医数 

（延人数） 

23 26 3 

臨床研修医数 15 15 0 

後期研修医数 18 23 5 

学生実習受入数 252 286 34 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

３ 教育病院として医療に携わる人材の育成への貢献 

（2） 神戸市看護大学等との連携 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・神戸市看護大学等と連携を図り，看護

学生の受入れを行い，看護学生の能力

向上に寄与するとともに，優秀な看護

職員の育成及び確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・薬剤師等医師・看護職員以外の専門職

についても学生等の受入れを行う。 

 

 

・神戸市看護大学等と連携を図り，看護

学生の受入れを行い，看護学生の能力

向上に寄与するとともに，優秀な看護

職員の育成及び確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔項目例〕 

○引き続き看護部による草の根技術

協力事業への積極的な参加を行い，

ベトナムダナン市産婦人科･小児科

病院の人材育成に貢献する（西市民

病院） 

 

 

・薬剤師等，医師・看護職員以外の専門

職についても学生等の受入れを行う。 

 

 

【看護大学等との連携】 

・中央市民病院においては，地域医療技術の向上に貢献するととも

に優秀な人材の確保のため，看護学生の積極的な受入れを行った

が，平成 25 年度の受入れ数は，延 4,031 人（前年度比 498 人減，

11.0％減）と減少した。看護学生の受入れ環境の改善を図るため，

6 月より更衣室や講師控室，会議室を併せ持った実習生・学生ラ

ウンジを隣接するビルに整備した。その他，リハビリ及び薬学部

等の学生の受入れ数は 4,297 人（前年度比 847 人増，24.6％増）

と増加した。 

・西市民病院においては，平成 25 年度の看護学生受入れ数は 2,439

人（前年度比 84 人減，3.3％減），その他，リハビリ及び薬学部等

の学生の受入れ数は 1,007 人（前年度比 63 人減，5.9％減）と減

少した。 

・両病院の医師や看護職員を講師として看護大学等へ派遣したほ

か，大学との共同研究についても推進した。 

 

○西市民病院では，ベトナム･ダナン産婦人科･小児科病院の看護

師･助産師の人材育成のため平成 24 年度から取り組み，5 月に看

護師 2 名，10 月に看護師 1 名を専門家として派遣するとともに，

7 月には研修員 6 名，9 月には研修責任者 4 名，12 月には研修員

6 名を受入れ，フィジカルアセスメント（呼吸・循環）や院内研

修計画の立案方法等のテーマで研修を実施した。 

 

・中央市民病院では，平成 25 年度のリハビリ及び薬学部等の学生

の受入れ数は 4,297 人（前年度比 847 人増，24.6％増）と増加し

たが，西市民病院においては，平成 25 年度のリハビリ及び薬学

部等の学生の受入れ数は 1,007 人（前年度比 63 人減，5.9％減）

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 
神戸市看護大学等と連携を図り，引き続き，看護学生の受入れに努め，教育病院としての役割を果たすとともに，優秀な看護職員の確保に努める

こと。 
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関連指標（単位：人，平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

看護学生受入数（延人数） 3,972 3,211 

その他学生等受入数（延人数） 

 

リハビリ   246 

臨床検査   112 

臨床工学   743 

薬剤         309 

栄養         38 

リハビリ      72 

臨床検査      87 

臨床工学      96 

薬剤           40 

栄養           20 

 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

〔項目例〕 

○「がん専門薬剤師研修施設」として，

資格取得を目指す薬剤師を外部よ

り受入れ，講習会等を開催する（中

央市民病院） 

 

 

 

 

関連指標  （単位：人，平成 23 年度

実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

看護学生受入数（延人数） 4,316 3,082  

その他学生等受入数（延

人数） 

 

リハビリ    656 

臨床検査    22 

臨床工学   435 

薬剤     1,404 

栄養        0 

リハビリ     98 

臨床検査    167 

臨床工学    134 

薬剤    275 

栄養    124 

 

 

 

 

と減少した。 

・中央市民病院においては，平成 23 年度に神戸学院大学大学院薬

学研究科と締結した教育・研究協力に関する協定に基づき，連携

教員の委嘱を受けた薬剤部長が大学において講義を行ったほか，

院内において大学院学生に対して研究指導等を行った。また，近

隣の大学からも薬学部所属の職員 2 名を大学院・病院薬剤部によ

る連携大学院連携教員として受入れた。 

 

中央市民病院 

○がん専門薬剤師研修施設として，がん医療に従事する薬剤師を育

成・指導するため，その指導的立場にある薬剤師に対して，がん

薬物療法に必要な高度な知識，技能，臨床経験の修得のための研

修を行い，過去 5 回の研修を行った。また，新たに大阪薬科大学

大学院薬学研究科との間で，授業科目の履修に関する覚書を交わ

し，がんプロフェッショナル養成プラン事業への協力を開始し

た。 

 

関連指標                           （単位：人） 

 
項 目 

平成 24 年度 

実績 

平成 25 年度 

実績 
前年度比 

中 央 市

民病院 

看護学 生受入

数（延人数） 

4,529 4,031 △498 

その他 学生等

受入数 （延人

数） 

リハビリ  872 

臨床検査   15 

臨床工学  608 

薬剤    1,955 

栄養       0 

リハビリ 1,292 

臨床検査  221 

臨床工学  725 

薬剤    2,019 

栄養      40 

420 

206 

117 

64 

40 

西 市 民

病院 

看護学 生受入

数（延人数） 

2,523 2,439 △84 

その他 学生等

受入数 （延人

数） 

リハビリ    166 

臨床検査    194 

臨床工学    116 

薬剤      495 

栄養       99 

リハビリ    62 

臨床検査   151 

臨床工学    98 

薬剤     496 

栄養     200 

△104 

△43 

△18 

1 

101 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

４ 外部評価の活用及び監査制度の充実 

（1） 病院機能評価等の活用 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・病院機能評価や卒後臨床研修評価の評

価項目などに基づき，日頃から病院運

営の改善に努める。 

・病院機能評価や卒後臨床研修評価の評

価項目などに基づき，日頃から病院運

営の改善に努める。 

・両病院において病院機能評価の更新に

向けた取り組みを進める。また，西市

民病院においては卒後臨床研修評価

の認定取得に備え具体的な検討を行

う。 

 

 

 

中央市民病院 

・平成 20 年度に公益財団法人日本医療機能評価機構による病院機

能評価を受審し「基幹病院として，高度・先端医療と 24 時間体

制での救急医療を実践し，地域の医療・保健・福祉機関などと緊

密に連携しながら，質の高い医療の提供と信頼される病院づくり

に取り組んでいる」との高い評価を受けた。平成 21 年 5 月に 5

年間の更新認定（バージョン 5.0）を受け，以降も引き続き，医

療機能の維持・向上に努め，11 月には更新のための訪問調査（一

般病院 2，3ｒｄＧ：バージョン 1.0）を受審し，3 月に 5 年間の

更新認定を受けた。また，救急医療については病院機能評価の付

加機能として，平成 22 年 2 月に認定を受けた。 

・平成 19 年 11 月にはＮＰＯ法人卒後臨床研修評価機構の認定施設

に登録され，臨床研修病院における研修プログラムの評価を得

た。平成 23 年 10 月の更新認定の際の意見を受け，平成 24 年 4

月に臨床研修センターを設置するなど体制の充実を図り，9 月に

は更新時期のため訪問調査を受審し，11 月に 4 年間の認定施設

の更新を受けた。 

西市民病院 

・病院機能評価に基づき感染性廃棄物の保管場所の環境整理を実施

し，平成 21 年 6 月に 5 年間の更新認定（バージョン 5.0）では，

「基本理念である『地域の中核病院として市民の生命と健康を守

るために，安全で質の高い心のこもった医療の提供』を掲げて職

員がチーム医療を目指し努力されている様子がうかがえるもの

であった」との評価を受け，2 月には更新のための訪問調査（一

般病院 2，3ｒｄＧ：バージョン 1.0）を受審した（平成 26 年 5

月に 5 年間の更新認定を受けた）。 

・ＮＰＯ法人卒後臨床研修評価機構の認定施設登録に向け，研修管

理常任委員会が中心となって，検討を開始した。 

１ 

 

３   

中期目標 病院機能評価等の評価項目に基づき，日頃から病院運営の改善に努めること。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

４ 外部評価の活用及び監査制度の充実 

（2） 監査制度の充実  

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・監事及び会計監査人による監査や内部

監査の実施により，制度の充実を図る

とともに，監査結果に基づき，必要な

見直しを行う。 

 

・監事監査規程に基づく監事による監査

及び会計監査人による監査の実施や，

内部監査実施要綱に基づく内部監査制

度の充実を図るとともに監査結果に基

づき必要な見直しを行う。 

【監事監査及び会計監査人監査】 

・監事監査規程に基づき平成 24 年度決算に関する監事による会計

監査等を行い，理事会（6 月）において報告を行った。また，監

事による期中監査，会計監査人による期中監査を 11 月に実施し

た。（再掲） 

 

【内部監査】 

・自主監査及び相互監査を実施した。（再掲） 

 

１ 

 

３   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 監査制度の充実に努めるとともに，監査結果に基づき，必要な見直しを行うこと。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

５ 環境にやさしい病院づくり 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・市が取り組んでいる「環境負荷の少な

い持続的に発展できる環境保全型社

会」の実現に向けて，｢ＣＯ2 ダイエ

ット作戦｣や「神戸環境マネジメント

システム（ＫＥＭＳ）」に取り組み，

環境にやさしい病院づくりを進める。 

・新中央市民病院の施設整備において

は，省エネルギー化及び自然エネルギ

ーの活用に努めるなど，環境負荷軽減

や地球温暖化防止を図る。 

・市が取り組んでいる「環境負荷の少な

い持続的に発展できる環境保全型社

会」の実現に向けて，神戸環境マネジ

メントシステム（ＫＥＭＳ）の取得に

向けた取り組みを行い，環境にやさし

い病院づくりを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・省エネルギー化に努め，ＣＯ2 排出量

のさらなる削減に努める。 

 

 

 

〔項目例〕 

 ○省エネ法に基づく「第１種エネルギ

ー管理指定工場」施設の指定により

年平均１％以上のエネルギー消費

原単位の削減に取り組むとともに

【環境にやさしい病院づくりへの取り組み】 

中央市民病院 

・「環境改善計画書兼進捗管理書」を更新し，省エネルギー（電力

使用量），廃棄物（一般廃棄物）削減及び環境教育・啓発活動（周

辺清掃）について目標値の見直しを行った。また，環境改善への

取り組みとして，執務室の身近なところに古紙回収ボックスを設

け，廃棄物削減のため古紙リサイクルの推進を図るとともに，平

成 23 年度より幹部会で導入したｉＰａｄの活用による会議資料

のペーパーレス化を，12 月より各診療科や部門の所属長が出席す

る病院運営協議会についても開始することで，さらなる紙の使用

量削減に取り組んだ。 

 

西市民病院 

・ＫＥＭＳへの取り組みとして，具体的な検討を継続して行うとと

もに，紙，電気を適切に使用するため，紙，電気についての使用

量比較を引き続き行った。また，昼休み時間帯の事務局内消灯に

ついて当番を設定し，さらなる徹底を図った。 

 

【ＣＯ2 排出量の削減】 

・両病院において，「神戸市地球温暖化防止実行計画」に基づき，

事務事業に伴う温室効果ガス排出量の削減に取り組んだ。また，

コージェネレーションシステムの稼働によりエネルギーの効率

的な利用を図った。 

 

中央市民病院 

○平成 24 年 11 月に第 1 種エネルギー管理指定工場に指定され，省

エネルギーへの取り組みを継続し，7 月に定期報告を提出した。

また，7 月中旬より電気・ガス・水道使用量をグラフで表示し，

１ 

 

３   

 

 

 

  

中期目標 
本市が取り組んでいる「環境負荷の少ない持続的に発展できる環境保全型社会」の実現に向けて，市民病院において，さらに環境にやさしい病院づくりを

目指すこと。 
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定期報告，中長期計画の策定と届出

を行う（中央市民病院） 

 

 

 

 ○省エネルギー熱源機器の効率的運

用，照明・空調温度のきめ細かな制

御，太陽光発電の照明電力としての

活用により，さらなるＣＯ2 の発生

削減に向けた取り組みを進め，エネ

ルギーの使用量データを蓄積し，分

析を行う（中央市民病院） 

 

 

 

 

省エネルギー見える化により，日々職員，スタッフに院内掲示及

び電子メールにて省エネルギーを啓発し取り組んだが，気温高等

の影響もあり平成25年度のエネルギー使用量は前年度比0.3％増

となった。 

 

○中央市民病院では，①ＢＥＭＳ（ビルエネルギー管理システム）

を活用した空調，照明設備等の効率的運用，②太陽光発電の活用，

③昨年度に引き続き不要照明の間引き，空調温度設定の適正化等

を実施したが，6 月，10 月の気温高でガス使用量が増加し，ＣＯ2

排出量は前年度比 0.7％増となった。なお，部門別のエネルギー分析

を行った。 

 

西市民病院 

○平成 23 年 10 月に第 2 種エネルギー管理指定工場の指定を受け，

省エネルギーへの取り組みを継続したが，平成 25 年度のエネル

ギー使用量は前年度比 1.1％増となった。施設の設備では省エネ

ルギー化を推進するためＬＥＤ照明の導入や熱源機器を更新す

る等，電力の使用量削減を図った。 
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 資金収支の均衡 

（1） 安定した経営基盤の確立 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・不採算医療及び行政的医療に係る市

からの運営費負担金等の交付の下，

市民病院としての役割を果たすとと

もに，安定した経営基盤を確立する

ため，増収対策及びコスト管理の徹

底等に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・確実な診療科別・部門別の原価計算

方式による損益分析の検討を進め，

適時的確な経営分析により機動的な

・不採算医療及び行政的医療に係る市か

らの運営費負担金等の交付の下，市民

病院としての役割を果たすとともに，

安定した経営基盤を確立するため，増

収対策及びコスト管理の徹底等に取

り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔項目例〕 

○病院の意思決定や経営管理・評価等

に有用な情報提供及び分析を担う

【平成 25 年度決算概要】 

・中央市民病院においては，地域医療連携のさらなる推進に努めた

ことにより紹介，逆紹介率ともに平成 24 年度を上回ったことや入

院前検査センターの活用等によって平均在院日数が平成 24 年度

を下回る 11.3 日に短縮されたこと，手術件数が平成 24 年度を大

きく上回り，手術料単価も上回ったことなどにより，入院収益が

上昇した。また，外来についても外来化学療法及び外来手術の件

数の増加とともに大幅な増収となった。 

西市民病院においては，新たな診療報酬加算の取得や循環器内

科の充実等及び患者数あたりの一般検査（ＣＴ，ＭＲＩ等）件数

の増加等により診療単価の上昇によって医業収益が増加した。 

費用の合理化の面では，両病院に加えて新たに西神戸医療セン

ターも含め，共通で購入している診療材料について値下げ交渉を

行い，医薬品については，民間のベンチマークの活用により強力

な価格交渉を実施し費用の削減につなげた。 

平成 25 年度決算では，年度計画における法人全体の単年度資

金収支については，上記のような取り組みを継続した結果，目標

であった 14.5 億円（黒字）を大きく上回る 28.1 億円の黒字とな

った。経常収支比率も中央市民病院については，目標値 100.4％

に対して 102.5％，西市民病院においては，目標値 100.0％に対し

て 104.3％となり，両病院ともに目標を達成した。他方，市から

の運営費負担金については運用方法について整理を行った上で交

付を受け，これまで同様に不採算医療及び行政的医療を行い，市

民病院としての役割を果たした。 

  

○中央市民病院では，各診療科の医業収支の改善を図るため，ＳＰ

Ｃ及び経営コンサルタント会社より経営支援業務として，診療科

２ 
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中期目標 
市民病院機構は，不採算医療及び行政的医療に係る本市からの運営費負担金の交付の下，市民病院としての役割を果たすとともに，安定した経営基盤を確立するため，診療

科別及び部門別の損益分析といった手法を用い，増収対策及びコスト管理の徹底等を行うことにより経営改善を図り，中期目標の期間中の資金収支の均衡を目指すこと。 

 

【ウエイト付の理由】平成 25年度計画重点項目 
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病院経営を行うことにより，中期目

標の期間中の資金収支の均衡及び病

院ごとの経常黒字を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値（単位：億円，実績値は平成 19

年度・目標値は平成 25 年度） 

項 目 実績値 目標値 

単年度資金収支 △12.7 7.4 

 1  

 

 

「経営支援システム」を活用し，さ

らなる経営改善につなげていく（中

央市民病院） 

 

 

○ＤＰＣ分析ソフトを活用し，ＤＰＣ

対策やクリニカルパスの作成等を

行い，経営の効率化を図る（西市民

病院） 

 

・診療科別損益計算を活用した院長ヒア

リングを実施することで，各診療科長

が経営の視点を踏まえて業務を行う

ことを徹底するとともに，戦略的投資

による収益力の向上を図り，安定した

経営基盤の確立に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値         

（単位：億円，実績値は平成 23 年度） 

項 目 実績値 目標値 

単年度資金収支 38.0 14.7 

 

 

 

別・部門別・ＤＰＣ別収支資料の作成が提案された。なお，診療

科別収支資料については，各診療科部長の意見をもとに見直し等

を行い，12 月からの院長ヒアリングにおいて，各診療科の現状

分析や特性の把握，今後の方針決定等に活用した。 

 

○西市民病院では，従来よりも加入病院数が多く，またベンチマー

ク機能も豊富な新たな分析ソフトを活用し，11 月に実施した院長

ヒアリングにおいて，主要診療科についてＤＰＣ分析データを提

示し改善提案を行った。 

 

【安定した経営基盤の確立】 

中央市民病院 

・院長ヒアリングを 2 回（5 月から 7 月，12 月から 2 月）実施した。

各診療科，部門ごとに現状分析及び今後の対策・課題や経営的視

点から平成 26 年度の運営方針についてヒアリングを実施し，経

営改善意識の向上を図った。さらに，業務経営改善委員会を毎月

（12 回）開催し経営改善に関して議論を継続した。 

 

西市民病院 

・診療科別の収益概要及び原価計算書をもとに，各診療科･部門ご

とにヒアリングを行い（5 月，11 月），診療科ごとの経営改善意識

の向上を図った。また，8 月から 9 月には医療機器等要求につい

ての院長ヒアリングを実施し，それぞれの収益状況や今後の方針

を踏まえて，購入予定機器の優先順位を決定した。さらに，業務

経営改善委員会を 10 回開催し，新たな加算算定による増収や，コ

スト削減対策について検討を行うとともに，病院の質を向上させ

るための取り組みも積極的に議論した。なお，平成 24 年度決算に

ついて，病院の規模が近い西神戸医療センターと比較を行い，各

病院の特徴について現状把握を行った。 

 

目標値                                 （単位：億円） 

項 目 
平成 24年度

実績値 

平成 25年度

目標値 

平成 25年度

実績値 

前年度比 

目標比 

単 年 度 資

金収支 
31.3 14.5 28.1 

△3.2 

13.6 
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目標値（単位：％，実績値は平成 19

年度・目標値は平成 25 年度） 

項 目 
中央市民病院 西市民病院 

実績値 目標値 実績値 目標値 

経常収支比率 98.0 100以上 95.6 100以上 

 1  

 

関連指標 

（単位：％，平成 19 年度決算実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

他会計繰入金(運営費負担金)比率 10.3 9.8 

医業収支比率 89.4 89.6 

 1  

目標値         

（単位：％，実績値は平成 23 年度） 

項目 
中央市民病院 西市民病院 

実績値 目標値 実績値 目標値 

経常収支 

比率 

101.2 100.4 105.9 100.0 

 

関連指標       

（単位：％，平成 23 年度決算実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

他会計繰入金(運営費負担

金)比率 
7.8 10.0 

医業収支比率 94.4 99.6 

 

 

 目標値                                 （単位：％） 

 
項 目 

平成 24 年

度実績値 

平成 25年

度目標値 

平成 25 年

度実績値 

前年度比 

目標比 

中央市民 

病院 

経常収支

比率 
105.2 100.4 102.5 

△2.7 

2.1 

西市民病院 経常収支

比率 
105.9 100.0 104.3 

△1.6 

4.3 

  

  

関連指標                                  （単位：％） 

 
項 目 

平成 24 年

度実績 

平成 25 年

度実績 
前年度比 

中 央

市 民

病院 

他会計繰入金(運営費

負担金)比率 
7.6 7.4 △0.2 

医業収支比率 99.0 96.9 △2.1 

西 

市 民

病院 

他会計繰入金(運営費

負担金)比率 
10.1 10.2 0.1 

医業収支比率 99.4 97.3 △2.1 

 1 
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 資金収支の均衡 

（2） 収入の確保（組織及び人員配置の弾力的運用） 

 

 

 

 

中期目標 

病床管理の一元化による病床利用率の更なる向上や手術及び検査の枠の見直し等による件数の増加，高度医療機器の更なる稼働率の向上により収入を確保すること。 

 また，多様な雇用形態の活用，組織及び人員配置の弾力的な運用などにより，新たな診療報酬を確保すること。 

 更に，診療報酬の請求漏れや減点の防止，未収金の発生防止策や確実な回収策を講じることなどにより収入を確保すること。 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・病床管理の一元化による病床利用率

のさらなる向上や手術及び検査の

枠の見直し等による件数の増加，高

度医療機器のさらなる稼働率の向

上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・診療報酬において，取得可能な加算に

ついては，取得に向けて体制強化や運

用の変更などを積極的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・診療報酬改定に対して，分析及び対応

策の立案を引き続き行い，増収のため

の体制を確保する。また，平成 26 年 4

月の診療報酬改定に向けて，可能な限

り早期に改定内容の情報収集に努め，

素早い分析及び対応策の立案及び増収

のための体制を検討し，経営改善につ

なげていく。 

〔項目例〕 

○救急，小児及び周産期医療に注力す

・中央市民病院では，診療報酬の内容について，必要に応じて，各

診療科カンファレンス等での説明を行うなど，積極的に対応した。

また，平成 23 年 10 月から取得した「ハイケアユニット入院医療

管理料」をはじめとする特殊病床加算料を維持するとともに，薬

剤師を一定時間，全病棟へ配置することにより平成 24 年度改定に

て新設された病棟薬剤業務実施加算を維持した。 

・西市民病院では，薬剤師を増員して全病棟への配置を開始し，7

月より病棟薬剤業務実施加算の算定が可能となった。また，精神・

神経科に臨床心理士を新たに配置し，精神科リエゾンチーム加算

を算定可能にするとともに，「医師事務作業補助体制加算（20：1）」

及び「25 対 1 急性期看護補助体制加算（看護補助者 5 割未満）」

等について，体制や運用の見直しを医事課が中心に調整を図り，

算定を開始した。さらに，紹介率・逆紹介率の向上に努め，地域

医療支援病院の要件を満たし，11 月に名称承認を受けたことから，

12 月より地域医療支援病院入院診療加算の算定を開始した。 

 

【診療報酬改定に向けた取り組み】 

・両病院において，平成 26 年 4 月の診療報酬改定に向けて，必要な

情報収集に努めるとともに，外部講師を招いた講演会を開催する

など迅速な対応を図った。  

○中央市民病院においては，診療報酬改定の重点である，救急，小

児及び周産期医療に注力するとともに，他職種によるチーム医療

を推進した。また，平成 26 年 4 月の診療報酬改定に向け，講演会

を開催するとともに，各診療科のカンファレンスに参加し，改定

内容の周知を図った。 

○西市民病院では，平成 24 年 4 月の診療報酬改定後の全国的な傾向

２ 
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るとともに，多職種によるチーム医

療を推進し，診療報酬改定にきめ細

かく対応する（中央市民病院） 

 

 

 

 

・ＤＰＣを踏まえた平均在院日数の適正

化，効果的な病床利用率の維持や手術

及び検査の枠の見直し等による件数の

増加，地域医療機関との連携を図り，

より多くの新規患者を受入れるなどに

より，収入の確保を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔項目例〕 

○円滑な病床管理によって，救急部門，

重症部門の効率的な運用を図る（中

央市民病院） 

を把握し，平成 26 年 4 月の診療報酬改定の方向性について情報を

得るため，コンサルタントによる講演会を 7 月に開催した。また，

診療報酬改定直前の最新情報を詳細に取得するため，2 月に講演

会を開催した。さらに，診療報酬改定に伴う課題の抽出を行い，

院内に周知するとともに，副院長をリーダーとするプロジェクト

チームを 2 チーム立ち上げ，課題解決に向け検討を行った。 

 

【ＤＰＣを踏まえた運営】 

中央市民病院 

・平成 24 年度から保険対策委員会と合併することで，査定減対策と

併せて効率よく議論できるよう保険・ＤＰＣ委員会として 12 回

開催し，コーディングの検討や運営について議論した。 

・ＤＰＣを踏まえた病床運用に努め，病床利用率は平成 25 年度実績

で 93.8％（前年度比 1.7％減）と年度目標の 94.0％を下回ったが，

救急患者の受入れについて対応出来るよう適切な病床運用に取り

組んだ。平均在院日数は，11.3 日（前年度比 0.3 日減），手術件数

は，平成 25 度実績：12,337 件（前年度比 641 件増，5.5％増），

新規患者数の平成 25 年度実績は，入院：20,847 人（前年度比 136

人増，0.7％増），外来：90,157 人（前年度比 3,693 人増，4.3％増）

となった。 

西市民病院 

・適切なコーディングを行うため，ＤＰＣ保険対策委員会を 12 回開

催し，ＤＰＣについての基本的理解や運用について議論し，特に

毎月の査定事例の詳細の検討及び情報共有を行い，査定減対策を

図った。 

・ＤＰＣを踏まえた病床運用に努め，病床利用率は平成 25 年度実績

で 88.5％（前年度比 1.5％減）となり，年度目標の 90.5％を下回

ったが，平均在院日数は 12.8 日（前年度比 増減なし）となった。

手術件数は，平成 25 年度実績：3,182 件（前年度比 346 件減，9.8％

減），新規患者数の平成 25 年度実績は，入院：9,059 人（前年度

比 94 人減，1.0％減），外来：25,846 人（前年度比 960 人減，3.6％

減）となった。 

 

中央市民病院 

○看護部所属の病床管理専従看護師（ベッドコントローラー）を地

域医療推進課との兼務にすることによって，病床の一元的管理を

行い,稼働状況を適切に把握し，円滑な情報伝達を行う体制を継続
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・多様な雇用形態の活用，組織及び人

員配置の弾力的な運用などによる

新たな診療報酬の確保に加え，寄付

等医業外の収入の増収を図る。 

 

 

 

○専門外来を積極的にＰＲし，新たな

患者獲得を図るとともに，紹介・逆

紹介をより一層推進し，地域医療機

関との連携を進め新規患者確保に努

める（中央市民病院） 

 

○高度専門医療センターをはじめとし

た新たな機能を有効に活用するな

ど，さらなる医業収益の確保に向け

経営戦略を推進していく（中央市民

病院） 

 

○医師をはじめ診療体制の充実による

診療機会の増加を図り，より多くの

新規患者確保に取り組む（西市民病

院） 

 

 

○看護部病床一元管理者により，午前

退院午後入院を含め，病床利用を円

滑に行う（西市民病院） 

 

 

○地域医療機関とのさらなる連携強化

を図り，地域医療推進課が中心とな

って退院調整を図るなど，効率的な

病床の利用に取り組む（西市民病院） 

 

 

 

・多様な雇用形態の活用，組織及び人員

配置の弾力的な運用などによる新たな

診療報酬の確保に加え，医業外の収入

の増加を図る。 

 

させ，効率的な運用を図った。 

 

○院内各所への掲示を継続的に実施するとともに，ホームページ上

にて，各専門外来の概要等を掲載して積極的にＰＲし，新規患者

確保を図った。 

 

 

 

○脳卒中センター，心臓センター，がんセンター，成育医療センタ

ー，移植・再生医療センターなどの高度専門医療センターをはじ

めとした新たな医療機能を有効に活用するとともに，さらなる医

業収益の確保に向け検討を行った。 

 

 

西市民病院 

○外科の診察室の空き時間を利用して整形外科の診療を引き続き行

うなど待ち時間の短縮や，診療機会の増加を図った。また，新規

患者確保のため，地域医療連携システムの運用を開始し，予約を

円滑にできるよう体制を強化した。 

 

○看護部病床一元管理者について，平成 24 年度より交代制から専任

制に変更し，病床の稼動状況把握や判断をさらに円滑に行い，午

前退院午後入院を含め，救急患者受入れのための病床確保を的確

に行った。 

 

○地域医療機関との役割分担や機能連携を明確にするため，地域医

療部長や各診療科部長等による地域医療機関への訪問を行った

（平成 25 年度実績 35 件：副院長 3 件，循環器内科部長 13 件，

糖尿病・内分泌内科部長代行 8 件，外科参事 11 件）。（再掲）ま

た，病棟運営委員会により，医師の増員や患者数の推移など，実

状に則した効率的な病床割当の見直しを実施した。 

 

【多様な雇用形態等による診療報酬の確保】 

・医療需要等に応じて，採用選考を実施し，年度途中採用を行い，

柔軟な職員配置を行った（医師，看護師）。また，職員を補充・増

員する必要が生じた場合には，法人固有職員の採用による対応を

基本として，採用選考を行い，9 月に事務職員 2 名を採用した。 
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・診療報酬の請求漏れや減点の防止に

努めるとともに，未収金の発生防止

策や回収策を講じて収入を確保す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・診療報酬の請求漏れや減点の防止に努

めるとともに民間のノウハウの活用な

ど未収金の発生防止策や回収策の強化

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【医業外収入の獲得】 

・寄付金を積極的に受入れるため，院内でＰＲチラシを配布すると

ともに，寄付をいただいた方をホームページで紹介するなどの取

り組みを行った（平成 25 年度実績：24,006 千円，前年度比 2,974

千円増，14.1％増）。 

 

【請求漏れ対策等】 

・両病院において，診療報酬の請求漏れや減点の防止のため，院内

委員会（中央市民病院は平成 24 年度からＤＰＣ委員会と保険対策

委員会を合併し保険・ＤＰＣ委員会を設置，西市民病院はＤＰＣ

保険対策委員会）等において，請求漏れ対策について取り組んだ。

特に，中央市民病院では，医事課内に設置している請求漏れ対策

チームにより少額の請求であっても確認して請求することによっ

て当月請求率の向上を図った。 

・保険診療の取扱い，診療報酬の請求等に関する事項について周知

徹底させることを目的とした特定共同指導（厚生労働省・近畿厚

生局・兵庫県）が，中央市民病院を対象として 6 月に実施された。

9 月の結果通知を受け，指摘された事項について運用の流れの見

直しや職種ごとの役割を明確にするなどチェック体制を強化する

とともに，保険診療の理解とさらなる周知徹底を図った。なお，

指摘事項に対する改善報告書については，10 月に近畿厚生局に提

出した。 

【未収金の発生防止と回収策】 

・未収金対策について，法人本部において，より効果的な取り組み

が両病院で実施できるよう，検討会を設置し，方法（未収金債権

の整理や支払督促の実施等）の検討や調整，実施段階での協力を

積極的に行った。中央市民病院においては，医事課内に未収金対

策チームを設置して派遣職員も含め入院，外来で一体となって未

収金対策に引き続き取り組んだ。支払い能力があるにも関わらず

請求に応じない者については，平成 24 年 8 月より実施している簡

易裁判所を通じての支払督促を継続した。また，西市民病院では，

入院時の支払誓約や，時間外・休日等の予定外退院時には支払誓

約書の記入を徹底するとともに，国保の高額貸付や公費負担制度

等の説明を徹底した。未収金発生時には，委託業者よる一次督促，

続いて人材派遣による電話や文書での二次督促を実施し連携した

催告を継続して実施した。さらに，両病院において，引き続き弁

護士法人に債権回収を委託し，回収策の強化を図るとともに，収
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・西市民病院は，医師及び看護職員を

はじめとする医療職の確保及び定

着を図ることにより，充実した診療

体制を実現し，地域医療機関との顔

の見える連携を継続することで病

床利用率の向上や手術・検査件数の

増加，高度医療機器の稼働率のさら

なる向上に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中央市民病院】 

・各病棟に薬剤師が常駐することにより

薬剤管理指導（服薬指導）ならびに病

棟薬剤業務の充実を図る。また，管理

栄養士による栄養食事指導を徹底す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・リハビリスタッフの体制強化により，

早期転院・退院を促進し，在院日数の

短縮を図る。 

 

 

 

【西市民病院】 

・薬剤部の体制強化を図り，薬剤師によ

る病棟業務を強化することにより，看

護師の負担軽減を図り，医療安全･患者

サービスの向上につなげる。（再掲） 

 

 

・循環器内科の体制を強化し，専門性の

高い医療を提供するとともに，血管造

影装置の稼働率向上を図る。 

 

 

 

納率向上に向け，従来より利用していたクレジットカード決済に

加え，キャッシュカードでの支払い（デビットカード）を継続し

て行い，未収金発生の減少を図った。 

 

中央市民病院 

・病棟に薬剤師を配置させて持参薬確認を行い，時間外に救急から

一般病棟に入院された患者の持参薬についても当直薬剤師が確認

し，翌日に病棟薬剤師が再確認するなど体制の強化を図り，薬剤

管理指導（服薬指導）件数は，23,527 件（前年度比 1,078 件減，

4.4％減）と減少したが，病棟薬剤業務実施加算の算定件数は

42,796 件（前年度 1,893 件増，4.6％増）と増加した。 

 また，栄養食事指導については，個別栄養食事指導のほか，入院

患者にはベッドサイド指導や，集団栄養食事指導も実施した結果， 

指導件数は個別栄養指導 2,407 件（前年度比 463 件増，23.8％増），

集団栄養指導 405 件（前年度比 62 件減，13.3％減）となった。さ

らに，クリニカルパスに栄養指導を組み込むことで，栄養食事指

導の増加を図った。 

 

・在院日数の短縮のため，早期リハビリの充実，特に重症部門に対

しては 365 日体制を整備するとともに，できる限り早期から理学

療法士や作業療法士が介入してＡＤＬ訓練を積極的に行い，早期

離床を図った。また，心臓血管外科や整形外科を中心に術後の患

者の早期リハビリを土日からで実施できる体制を継続した。 

 

西市民病院 

・持参薬の薬剤管理業務の強化，全病棟への薬剤師配置による病棟

業務の充実及び医療安全の向上等のため，薬剤師 3 名を増員し，5

月から全病棟への配置を開始した。また，薬剤管理指導業務の効

率化を図るため，病棟に配置する薬剤師を各病棟 2 名の担当制と

し，責任と専門性をもたせた。（再掲） 

 

・循環器内科において，時間内の救急受入れ及び循環器内科医師の

日当直日における時間外救急受入れを円滑化し，血管造影による

治療・検査の増加を図った（平成 25 年度実績：256 件，昨年度比

109 件増，74.1％増）。 
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目標値（単位：％，実績値は平成 19

年度・目標値は平成 25 年度） 

項 目 
中央市民病院 西市民病院 

実績値 目標値 実績値 目標値 

病床利用率 91.8 95.5以上 88.3 90.5以上 

 1  

 

関連指標    （平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

延患者数（人） 入院   275,776 

外来   468,478 

入院   115,708 

外来   229,730 

新規患者数（人） 入院   19,217 

外来   86,171 

入院    7,080 

外来   21,497 

患者1人１日当たり診療単価

（円） 

入院   58,519 

外来   11,624 

入院   40,470 

外来    8,683 

手術件数（再掲）（件） 7,995 3,417 

査定減率（％） 入院    0.41 

外来    0.15 

入院    0.18 

外来    0.10 

未収金額（百万円） 現年     116 

滞納繰越   116 

現年     26 

滞納繰越   52 

 1  

目標値 （単位：％，実績値は平成 23 年

度） 

項目 
中央市民病院 西市民病院 

実績値 目標値 実績値 目標値 

病床利用率 91.0 94.0 91.3 90.5 

 

 

 

関連指標  （平成 23 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

延患者数（人） 入院    240,613 

外来    440,859 

入院    119,692 

外来    256,820 

新規患者数（人） 入院    19,733 

外来    80,579 

入院     9,058 

外来     27,371 

患者 1 人１日当たり

診療単価（円） 

入院    81,647 

外来    14,709 

入院     49,103 

外来    10,293 

手術件数（再掲）（件） 10,389 3,561 

査定減率（％） 入院     0.54 

外来     0.23 

入院      0.22 

外来      0.27 

未収金額（百万円） 現年       66

滞納繰越   109 

現年      37 

滞納繰越    44 

 

 

目標値                               （単位：％） 

 
項 目 

平成 24年

度実績値 

平成 25年

度目標値 

平成 25 年

度実績値 

前年度比 

目標比 

中央市

民病院 

病床利用率 
95.5 94.0 93.8 

△1.7 

△0.2 

西市民

病院 

病床利用率 
90.0 90.5 88.5 

△1.5 

△2.0 

                   

 

関連指標 

 
項 目 平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 前年度比 

中

央

市

民

病

院 

延患者数（人） 入院     240,628 

外来    447,680 

入院      236,352 

外来     468,900 

△4,276 

21,220 

新規患者数（人） 入院    20,711 

外来    86,464 

入院    20,847 

外来    90,157 

136 

3,693 

患者 1人１日当た

り診療単価（円） 

入院    85,545 

外来    16,245 

入院    87,753 

外来    16,321 

2,208 

76 

手術件数（再掲）

（件） 
11,696 12,337 641 

査定減率（％） 入院     0.50 

外来     0.16 

入院     0.50 

外来     0.32 

0.00 

0.16 

未収金額 

（百万円） 

現年       70 

滞納繰越     90 

現年        37 

滞納繰越      84 

△33 

△6 

西

市

民

病

院 

延患者数（人） 入院    117,560 

外来    259,540 

入院     115,598 

外来     241,698 

△1,962 

△17,842 

新規患者数（人） 入院     9,153 

外来     26,806 

入院      9,059 

外来      25,846 

△94 

△960 

患者 1人１日当た

り診療単価（円） 

入院     51,028 

外来    11,116 

入院      52,083 

外来     11,699 

1,055 

583 

手術件数（再掲）

（件） 
3,528           3,182 △346 

査定減率（％） 入院      0.12 

外来      0.19 

入院       0.35 

外来       0.96 

0.23 

0.77 

未収金額 

（百万円） 

現年      38 

滞納繰越    41 

現年      38 

滞納繰越    40 

0 

△1 
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３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 資金収支の均衡 

（3） 費用の合理化  

 

 中期目標 
予算科目や年度間で弾力的に運用できる会計制度を活用した予算執行を行うことにより，医療材料等の共同購入に加え，長期契約等を導入するなど，地方独

立行政法人化のメリットを生かした費用の合理化を図ること。 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・中期計画の予算の枠の中で，科目

や年度間で弾力的に運用できる会

計制度を活用した予算執行を行

う。 

 

 

 

 

・医療材料等の共同購入や，複数年

契約など多様な契約手法を導入す

るなど，地方独立行政法人のメリ

ットを生かし，医療サービスの質

の維持・向上を図りながら，材料

費及び経費の節減に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中期計画の予算の枠の中で，科目や年

度間で弾力的に運用できる会計制度を

活用した予算執行を行う。 

 

 

 

 

 

・医療材料等の共同購入や複数年契約な

ど，多様な契約手法を活用するなど，

地方独立行政法人のメリットを生かし

医療サービスの質の維持・向上を図り

ながら，材料費及び経費の節減に努め

る。 

 

 

 

 

 

〔項目例〕 

○診療材料の共通化を進め，共同購入

品目を増やし，さらなる材料価格の

低減を図る 

 

 

 

 

【弾力的な予算執行】 

・会計規程等の関連規程のもと，理事会による予算承認を前提とし 

て，翌年度の予算に係る入札，契約を前年度中に行うことで早期納

品を可能にするなど，弾力的に運用できる会計制度を活用した予算

執行を行った。また，余剰資金について，資金需要を予測し，大口

定期での運用を積極的に行った。さらに，大口定期以外（国債・地

方債）での運用について検討を行った。 

 

【複数年契約など多様な契約手法の活用等】 

・医療機器等の保守委託契約において，代理店を介さずメーカーとの

直接契約を進めるとともに，平成 25 年度調達で保守が必要な機器

については，本体調達時に 3 年から 5 年の複数年の保守料と併せ

て入札を行い，本体価格だけでなく保守料もメーカー間で競争させ

ることにより，経費の削減を図った。また，中央市民病院において

は，外部コンサルタントを活用し，医療機器保守契約を見直す交渉

を行い，平成 26 年度の契約金額を約 1,400 万円削減した。さらに，

平成 23 年度から継続してきた感染性産業廃棄物の処理費削減の取

り組みを継続し，平成 25 年度の処理量換算で 280 万円（中央市民

病院：210 万円 西市民病院：70 万円）を削減した。 

 

○両病院の診療材料の共通化を進めるとともに，西神戸医療センター

と機構の間で，民間のベンチマークシステムを介した診療材料価格

情報の相互閲覧の覚書を締結し，診療材料の共通品目の特定や価格

対比を行うことで，共同購入品目数を迅速かつ的確に増やすことが

可能になった。また，西神戸医療センターを含めた 3 病院合同見積

合せを実施する方針を決定し，メーカーと業者に対して，理事長，

法人本部長，3 病院の院長と幹部が同席する説明会を開催し，見積

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ウエイト付の理由】平成 25年度計画重点項目 
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・安全性に配慮しながら，後発医薬

品の導入をさらに推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○医薬品は，新たに民間のベンチマー

クシステムに参加し，交渉能力を高

め，薬品費の削減につなげる 

 

 

 

 

 

○医療機器の購入は，各病院で，それ

ぞれ入札を行っているが，同じ機器

がある場合は法人本部で調整を図

り，一括して入札を行うことにより，

落札価格低減に努める 

 

 

 

○高額な医療機器の購入時には，見積

書に加え独自に情報収集した他病院

の納入実績を比較して予定価格を決

定するなど工夫し，経費の節減を図

る（中央市民病院） 

 

 

・薬品の安全性を確認したうえで，後発

医薬品の導入を促進する。 

 

合せ及び交渉を実施した。3 病院で共通して購入している診療材料

について，購入数量と納入価の比較分析を用いてさらなる値下げ交

渉を行い，法人本部交渉分で 6,800 万円，中央市民病院単独交渉分

で 1,480 万円，西市民病院単独交渉分で 950 万円，全体で 9,230

万円の材料価格の低減を図った。さらに，中央市民病院において，

在庫金額に関して，外部コンサルタントを活用し，法人本部と共同

でＳＰＤの運営状況や在庫金額に関する検証を行い，ＳＰＤの運営

について問題がないことを確認した。なお，在庫金額については，

外部コンサルタントからの提案を踏まえ，ＰＦＩ事業者と適正金額

について協議を開始した。 

 

○医薬品は，民間のベンチマークを活用し，2 月から 3 月にかけ薬品

卸 5 社と延べ 15 回，新たな試みとして最終交渉前には 3 病院の薬

剤部長が交渉面談に出席し交渉を行った結果，約 1 億 2,300 万円（中

央市民病院：9,700 万円 西市民病院：2,600 万円）の効果額を確保

した。さらに，平成 25 年度に締結した契約について，平成 26 年 4

月に消費税増税分を上積みした薬価改定が行われるため，卸業者と

交渉を行い，納入価を下げることで費用の削減に取り組んだ。 

 

 ○高額医療機器の購入や保守委託契約入札における予算額について，

両病院の経理担当者と調整の上，業者下見積り金額を査定して設定

し入札を行った。不調に終わった場合については，随意契約に向け

た交渉を行い年間 2,466 万円（法人本部：1,300 万円 中央市民病

院：591 万円 西市民病院：575 万円）の削減効果があった。また，

西市民病院においては，競合品の抽出を行い競争力が機能する形で

の入札を進めた。 

 

○両病院において高額な医療機器の購入に際しては，見積書に加え他

病院の納入実績を考慮して落札予定価格を決定するなど入札方法

を工夫して実施することにより，購入価格の低減を図った。また，

中央市民病院において，1,000 万円以上の高額な医療機器購入につ

いて，予算編成時には，より早期の診断・支援の実現や患者の安全

性の向上等の観点に加え，採算性を試算し投資判断の材料とした。 

 

【後発医薬品の導入促進】 

・後発医薬品については，中央市民病院では，経済効果の高い注射薬，

特に，抗がん剤，抗生物質，使用量の多い薬剤等を中心に導入を図
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・職員給与費についても，医療の質

の向上や医療安全の確保，患者へ

のサービス向上などに充分配慮し

たうえで，適切な取り組みを進め

る。 

 

 

 

 

 

 

目標値 

（単位：％，実績値は平成 19 年度・

目標値は平成 25 年度） 

項 目 
中央市民病院 西市民病院 

実績値 目標値 実績値 目標値 

材料費比率 32.9 32以下 23.8 24以下 

経費比率 23.4 28以下 24.8 27以下 

給与費比率 50.9 45以下 57.6 52以下 

 1  

※平成 19 年度の実績値は市決算値

（病院事業会計） 

 

関連指標（単位：％，平成 19 年度末現在） 

 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

後発医薬品採用率 3.9 6.5 

 1  

 

 

 

 

 

 

・職員給与費についても，医療の質の向

上や医療安全の確保，患者サービス向

上などに充分配慮したうえで，適切な

取り組みを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

目標値（単位：％，実績値は平成 23 年度） 

実績値 目標値 実績値 目標値

材料費比率 31.6 30.9 23.2 26.7

経費比率 20.1 21.4 17.3 18.3

給与費比率 45.3 45.3 52.6 56.7

項　目
中央市民病院 西市民病院

 

 

 

 

 

 

 

関連指標 

（単位：％，平成 23 年度末現在） 

項　目 中央市民病院 西市民病院

後発医薬品採用率 7.6 10.0  

り，135 品目として，採用率は 9.1％（前年度比 1.2％増），数量割

合では 42.4％（前年度比 9.3％増）となった。また，西市民病院で

は，薬剤部が中心となり，薬事委員会において，導入の検討を行い，

全 130 品目，採用率は 9.5％（前年度比 0.2％減），数量割合では

47.4％（前年度比 12.5％増）となった。 

 

【職員給与費】 

・職員給与費については，国立病院機構や神戸市における対応を参考

としながら改定を実施した。具体的には，厳しい夜間勤務の実態を

考慮するとともに，優秀な人材確保の観点を踏まえ，予め所属長の

職務命令により，指定された月において専ら夜間勤務に専従する看

護職員に対して支給する夜勤専従手当（月 20,000 円）を 4 月に創

設した。また，中央市民病院の 5 階西病棟において，病院業務員の

夜間勤務を試行的に実施するにあたり，11 月より夜間看護補助業

務手当（1 回 3,500 円）を創設した。（再掲）なお，市派遣職員の

給与・賞与削減措置が 7 月より実施された。 

 

目標値                                 （単位：％） 

 
項 目 

平成 24 年

度実績値 

平成 25年

度目標値 

平成 25 年

度実績値 

前年度比 

目標比 

中央

市民

病院 

材料費比率 29.5 30.9 30.0 
0.5 

△0.9 

経費比率 18.5 21.4 19.4 
0.9 

△2.0 

給与費比率 43.3 45.3 43.5 
0.2 

△1.8 

西 

市民 

病院 

材料費比率 22.9 26.7 22.9 
0.0 

△3.8 

経費比率 15.6 18.3 16.5 
0.9 

△1.8 

給与費比率 54.4 56.7 54.7 
0.3 

△2.0 

  

  

関連指標      （採用品目数に対する割合，単位：％） 

 
項 目 

平成 24年度

末現在 

平成 25年度 

末現在 

前年度比 

中央市民病院 後発医薬品 

採用率 

7.9 9.1 1.2 

西市民病院 後発医薬品 

採用率 

9.7 9.5 △0.2 
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２ 質の高い経営ができる病院 

（1） ガバナンスの確立による体制の整備 

 

 

 

 

中期目標 

市民病院機構の運営が的確に行えるよう，理事会及び事務局などの体制を整備するとともに，市民病院機構内で適切な権限配分を行い，効果的かつ効率的な運営管理体制を構築すること。 

 また，中期目標，中期計画及び年度計画に掲げる組織目標を着実に達成するために，病院内でのコミュニケーションを図り，全職員が経営状況や問題点を共有し，自立的に運営を行う仕

組みを整備すること。 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・理事会及び事務局などの体制を整

備し，理事長や院長の権限を強化

するとともに，市民病院機構内で

適切な権限配分を行うために，理

事会規程，組織規程及び専決規程

等を整備する。 

・中期目標，中期計画及び年度計画

に掲げる組織目標を着実に達成

するために，これまでの各病院で

の委員会・部会組織や幹部会に加

えて，理事会をはじめ常任理事会

を定期的に開催するなど，役割分

担を明確にしたうえで，意思決定

を迅速かつ適切に行う。 

・特に経営状況については，ＰＤＣ

Ａのサイクルを早くするために

も，例えば四半期ごとのチェック

が可能となる仕組みについても

検討する。 

 

 

 

 

 

 

・理事会，常任理事会を引き続き適切に

運営するとともに，理事長及び院長の

権限や市民病院機構内で適切な権限配

分を行うために，関連規程の改定・充

実を必要に応じて行う。 

・理事会・常任理事会における審議事項

の見直しを必要に応じて行い，意思決

定の公正性と迅速性の両立を図る。 

 

・毎月開催する常任理事会及び四半期毎

に開催する理事会においてＰＤＣＡサ

イクルに基づく事務事業の検証を継続

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連規程の改定・充実】 

・法人発足時，適切に権限配分を行うため，関連規程を整備し，継続し

て運用しており，必要が生じた場合は改定，充実を図った。 

 

 

 

 

 

 

【ＰＤＣＡサイクルの継続】 

・毎月開催した常任理事会（12 回），四半期ごと等に開催した理事会（5

回）において月次決算，四半期決算報告を行うことで，本計画の予算，

収支計画及び資金計画が着実に実行できるような進捗管理を実施し

た。月次決算においては，収支だけではなく，診療科別に病床利用率，

患者数等経営の主要指標の確認も行った。 

・両病院及び法人本部において，年度計画の達成に向けて進捗状況を確

認するため，四半期ごとにマネジメントシートを作成し，事務局ヒア

リング及び半年ごとに各病院において院長ヒアリングを実施した（四

半期ごとにヒアリングを実施 8 月，11 月，2 月）。なお，11 月に実施

した上半期の達成状況については，上半期決算，平成 26 年度計画の

重点項目及び市関連予算要求（医療機器等購入予算）と併せて理事長

ヒアリングを実施し，検証体制の充実を図った。また，四半期ごとの

マネジメント結果に関しては，両病院の職員サイト（イントラ）への

掲載により情報共有を図った。 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ウエイト付の理由】平成 25年度計画重点項目 
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・全職員が経営状況や問題点及び責

任を共有できるよう，病院内のコ

ミュニケーションの活性化に努

める。理事長及び院長はリーダー

シップを発揮し，そのための仕組

みづくりを検討する。 

 

・理事長及び院長は，リーダーシップを

発揮するとともに，全職員が経営状況

や問題点及び責任を共有できるよう，

病院内のコミュニケーションの活性化

に向け基本的な経営状況や指標につい

て，引き続き情報共有，周知に努める。 

【リーダーシップの発揮】 

中央市民病院 

・週 1 回幹部会を開催し，重要事項についての確認，決定を行うとと

もに，月ごとに診療科部長など各所属長より院長に提出するマンスリ

ーレポート（活動報告書）によって，各所属の問題点やその解決方法，

病院の将来や経営改善に関する提言など新しいアイデアを積極的に

提言する手段としての活用を継続するなど，引き続き一般職員から経

営上層部まで病院全体で課題に取り組んだ。 

・月 1 回開催する病院運営協議会において，院長の議事進行により，

院内各委員会の開催結果の報告を行うとともに，重要事項については

院長から指示を行い，質疑応答を交えながら情報共有を図った。なお，

平成 25 年度からは委員会報告の中での重要事項を明確にするため，

①重要事項・懸案事項，②新規提案・協議事項，③報告事項，の形式

に統一してまとめ，すぐに重要事項と懸案事項が認識でき，所属職員

への伝達も容易に漏れなく行えるよう改善を行った。 

・各種委員会報告や各科カンファレンスを通じての情報共有に加え，特

に重要な事項については院長から適時院内ＬＡＮでの発信，注意喚起

などを行った。 

・目的や組織目標を共有したうえで，ＰＤＣＡサイクルを取り入れ，職

員全員が一丸となって取り組むため診療科別，部門別に院長ヒアリン

グを 2 回（5 月から 7 月，12 月から 2 月）実施した。各診療科，部

門ごとに現状分析及び今後の対策・課題や経営的視点から平成 26 年

度の運営方針についてヒアリングを実施し，経営改善意識の向上を図

った。さらに，業務経営改善委員会を毎月（12 回）開催し経営改善

に関して議論を継続した。（再掲） 

 

西市民病院 

・診療科別の収益概要及び原価計算書をもとに，各診療科･部門ごとに

院長ヒアリングを行い（5 月，11 月），診療科ごとの経営改善意識の

向上を図った。また，8 月から 9 月には医療機器等要求についての

院長ヒアリングを実施し，それぞれの収益状況や今後の方針を踏ま

えて，購入予定機器の優先順位を決定した。さらに，業務経営改善

委員会を 10 回開催し，増収及びコスト削減対策について検討を行う

とともに，病院の質を向上させるための取り組みも積極的に議論し

た。（再掲） 

・各診療科部長，各部門長がメンバーである業務経営会議を，院長主導

のもと月 1 回定期的に開催し，経営状況のほか，各委員会の開催概
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要など，病院全体の現在の情報を共有や意見交換をするとともに，懸

案事項については院長より指示を行い，対応を促した。 

・幹部会を週 1 回開催し，院長がリーダーシップをとる意思決定機関

として機能させるとともに，各診療科及び部門からのマンスリーレポ

ート（月次活動報告書）の提出を継続し，各所属の診療･活動内容，

問題点，今後の計画などを病院幹部と随時情報共有を行った。また，

コメディカル幹部と事務局長の連絡会を毎週 1 回定期的に開催し，

現場での問題点等について情報共有を図った。 

・平成 24 年度に設置された近未来の西市民病院のあり方検討委員会に

おいて，とりまとめられた検討課題を踏まえ，院内関係部門との協議

のうえ，施設整備計画案を検討した。 

・院内ＬＡＮについて，従来は登録人数に制限があったが，病院スタッ

フ全員が登録できるよう更新し，現状や課題等が組織全体へ届くよう

改善を図った。 

 

【評価委員会評価結果の周知】 

・平成 24 年度業務実績に関する評価委員会における評価結果（課題等

含む）については，8 月の常任理事会，9 月の理事会へ報告し，機構

ホームページへ掲載するとともに，理事長通知にて概要を中央市民病

院の運営協議会，西市民病院の業務経営会議へ報告及び両病院・本部

にてメール配信や回覧等により，また，両病院の医療情報端末や職員

誌への掲載によって職員ひとり一人までの周知徹底に取り組んだ。 
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２ 質の高い経営ができる病院 

（2） 経営体制及び業務執行体制の整備  

 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・経営責任を明確にした上で，さらに

経営効率の高い業務執行体制を整備

するとともに，委託事業者の職員を

含む全職員が経営を理解する仕組み

を構築する。特に事務部門について，

例えば，給与支払業務などのアウト

ソーシングを行い，組織をスリム化

するなど，業務の改善や効率化に努

める。 

・経営企画機能を強化して，中期計画

の実現と経営効率の高い業務執行体

制の確立を目指す。 

 

・経営責任を明確にした上で，さらに

経営効率の高い業務執行体制を整備

するために，経営企画機能の強化を

図り，本計画の実現を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔項目例〕 

○民間活力の導入により経営企画機

能を強化し，経営改善に努める（中

央市民病院） 

 

 

 

 

・事務部門において，引き続き組織，

体制の見直しを行い，組織の最適化

に努める。 

【経営企画機能の強化】 

・中央市民病院においては，業務経営改善委員会を毎月（12 回）開

催し，経営改善に関して議論を継続した（議題：月例収支，診療科

別，部門別収支，ＤＰＣ別収支，診療報酬改定の動向など）。 

・西市民病院では，業務経営改善委員会を 10 回開催し，増収及びコ

スト削減対策について検討を行うとともに，病院の質を向上させる

ための取り組みも積極的に議論した（議題：在宅療養指導料，上半

期収益，後発医薬品係数，診療報酬改定の動向など）。 

・評価委員会による平成 24 年度の評価結果に基づき法人の課題把握

を行い，四半期ごとに行う年度計画の進捗状況の確認の中で，課題

の情報共有化を図り，経営改善につなげた。両病院における業務経

営改善委員会へ本部よりオブザーバーとして出席し，法人内の連携

強化を図るとともに，課題を共有し，経営改善に向けての検討を継

続した。 

 

○中央市民病院では，各診療科の医業収支の改善を図るため，ＳＰＣ

及び経営コンサルタント会社より経営支援業務として，診療科別・

部門別・ＤＰＣ別収支資料の作成が提案された。なお，診療科別収

支資料については，各診療科部長の意見をもとに見直し等を行い，

12 月からの院長ヒアリングにおいて，各診療科の現状分析や特性

の把握，今後の方針決定等に活用した。（再掲） 

 

・給与支払事務などのアウトソーシングを継続実施した。 

 

 

 

１ 

 

３   

 

中期目標 

経営責任を明確にした上で，委託事業者の職員を含む全職員が経営を理解する仕組みを構築すること。特に事務部門について，アウトソーシングなどにより，組織のス

リム化に努めるとともに，経営企画機能を強化して，経営効率の高い業務執行体制を構築すること。 

 また，全職員が経営に関する情報を共有することにより，質の高い経営を行うこと。 
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２ 質の高い経営ができる病院 

（3） バランストスコアカード（ＢＳＣ）を用いた経営 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・目標管理のツールであるＢＳＣ（財務

指標だけでなく非財務指標について

も着目し，多面的な指標を組み合わせ

て業績を計画，評価及び管理すること

により目標を効果的に推進する経営

手法）のメリットを生かし，ＰＤＣＡ

サイクルを確立して，質の高い経営を

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＢＳＣの策定に当たって，ビジョン及

び戦略を職員が十分に理解した上で，

組織目標と個人の目標が関連付けら

れるよう努めるとともに，IＣＴ化を

図るなど医療職に負担がかからない

ように独自に改良する。 

 

・目標管理のツールであるＢＳＣ（財

務指標だけでなく非財務指標につ

いても着目し，多面的な指標を組

み合わせて業績を計画，評価及び

管理することにより，目標を効果

的に推進する経営手法）のメリッ

トを生かしたマネジメントシート

により引き続き，進捗状況を管理

するとともに，適時適切に院長ヒ

アリングを行うことで，ＰＤＣＡ

サイクルをまわす。 

 

 

 

 

 

 

 

・ビジョン及び戦略を職員が十分に

理解した上で組織目標と個人の目

標が関連付けられるよう努めると

ともに，引き続き，マネジメント

シートにより，年度計画の達成状

況の確認及び課題把握を行い，Ｉ

ＣＴ化による全職員の情報共有を

図る。 

【ＰＤＣＡサイクルの確立】 

・両病院及び法人本部において，年度計画の達成に向けて進捗状況を

確認するためのマネジメントシートを作成した。また，実施担当者

を明確にすることで，組織の目標をわかりやすくするとともに，Ｐ

ＤＣＡサイクルに関して，事務局ヒアリングを実施し，四半期ごと

に進捗状況の確認を行った。なお，11 月に実施した上半期の達成

状況については，上半期決算，平成 26 年度計画の重点項目及び市

関連予算要求（医療機器等購入予算）と併せて理事長ヒアリングを

実施し，検証体制の充実を図った。 

・両病院においては，院長ヒアリングを 2 回実施し，中央市民病院で

は，各診療科，部門ごとに現状分析及び今後の対策・課題や経営的

視点から平成 26 年度の運営方針についてヒアリングを実施し（5

月から 7 月，12 月から 2 月），経営改善意識の向上を図った。また，

西市民病院では，診療科別の収益概要及び原価計算書をもとに，各

診療科･部門ごとにヒアリングを行い（5 月，11 月），診療科ごとの

経営改善意識の向上を図った。また，8 月から 9 月には医療機器等

要求についての院長ヒアリングを実施し，それぞれの収益状況や

今後の方針を踏まえて，購入予定機器の優先順位を決定した。 

【マネジメントシートのＩＣＴ化】 

・両病院及び法人本部において，年度計画の達成に向けて進捗状況を

確認するため，四半期ごとにマネジメントシートを作成し，事務局

ヒアリングを実施した。マネジメントシートについては，四半期ご

とに本部長ヒアリングを実施（8 月，11 月，2 月）し，常任理事会・

理事会へ報告後，両病院の職員サイト（イントラ）へ掲載し，情報

の共有・周知を図った。 

１ ３   

中期目標 
地方独立行政法人化後も，病院のビジョンを明確にするとともに，全職員がそのビジョンを共有するために，引き続き，目標管理のツールであるＢＳＣ（財務指標だけでなく非財務指標につ

いても着目し，多面的な指標を組み合わせて業績を計画，評価及び管理することにより目標を効果的に推進する経営手法）の浸透を図り，ＰＤＣＡサイクルを確立し，質の高い経営を行うこと。 
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第４ その他業務運営に関する重要事項を達成するためにとるべき措置 

１ ＰＦＩ手法による中央市民病院の運用 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・ＰＦＩ手法を活用して再整備を行う

「神戸市立中央市民病院整備運営事

業」を承継し，事業者と適切な役割

分担を図り，平成 22 年度中の施設完

成を目指して確実に事業を推進す

る。 

・新中央市民病院の開院後においては，

事業全体の効率化を図るとともに，

事業者のノウハウを活用し，協働で，

時代のニーズにあった最適な患者サ

ービスや質の高い病院サービスの提

供を図る。 

・救急医療体制の充実など本中期計画

に記載されている内容の実現に向け

て，準備を進めるとともに，開院後

は着実に実施する。 

 

・ＰＦＩ業務に関するモニタリングを

定期的に行い，事業者の業務実施状

況の確認を行うとともに，質の高い

医療や最適な患者サービスを提供す

るために，病院全体の業務改善を適

宜図っていく。 

 

 

・ＰＦＩ業務に関して，個別業務連絡会（週 1 回），ＰＦＩ業務連

絡会（月 2 回），モニタリング会議（月 1 回），ＰＰＰ会議（月 1

回）を定期的に開催し，モニタリングを行い，業務実施状況の確

認や，業務改善を図った。また，平成 24 年 7 月から開始した，

開院前に合意した業務水準（ＳＬＡ：サービスレベルアグリーメ

ント）をポイント制により数値化し，客観的に評価する仕組みの

運用を継続するとともに，協力法人に毎月テーマと目標を設定し

てもらい，その達成状況を確認・評価することで業務の効率化と

サービス向上を図った。さらに，協力法人のインセンティブの導

入について検討を行うとともに，経営支援業務の中期的活動方針

について協議し，業務内容やスケジュールについて検討した。な

お，1 月に開催された病院ＰＦＩ連絡協議会に参加し，他病院の

ＰＦＩ担当者と意見交換を行うとともに，病院原価計算セミナー

に参加し，今後の経営支援・診療支援における取り組みについて

検討した。 

 

 

 

１ ３   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 

中央市民病院については，ＰＦＩ手法により再整備を行う神戸市立中央市民病院整備運営事業を承継し，ＰＦＩ事業者と適切な役割分担を図り，平成 22 年度中の施設完成を目指して確実に

事業を進めていくこと。また，新中央市民病院の開院後においては，事業全体の効率化を図るとともに，ＰＦＩ事業者のノウハウを活用し，協働で，時代のニーズにあった最適な患者サービ

スや質の高い病院サービスの提供を図っていくこと。 
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第４ その他業務運営に関する重要事項を達成するためにとるべき措置 

２ 医療産業都市への寄与 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

実施状況（判断理由） 
ウエ 

イト 
評価 評価 実施状況（判断理由） 

・神戸医療産業都市構想への寄与とし

て，特に中央市民病院は，臨床部門の

核として，先端医療センターをはじ

め，他の医療機関等と協力しあうとと

もに，臨床に応用される段階になった

医療については，安全性と倫理性への

十分な配慮のもとにいちはやく市民

に提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・神戸医療産業都市への寄与として，

特に中央市民病院は，臨床部門の核

として先端医療センターをはじめ，

他の医療機関等と協力しあうととも

に，臨床に応用される段階になった

医療については，安全性と倫理性へ

の十分な配慮のもとにいちはやく市

民に提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【先端医療センター等との連携】 

・中央市民病院と先端医療センターとの連携会議を定期的に開催（6

回）するとともに，共同研究を行った（平成 25 年度実績：12 件，

前年度比 3 件増，33.3％増）。また，セキュリティを確保しつつ，

相互に特定の電子カルテが閲覧できるネットワークの適正運用

を継続した。なお，先端医療センター及び発生・再生科学総合研

究センターでは，滲出型加齢黄斑変性（網膜の疾患）に対してｉ

ＰＳ細胞を使った世界初となるとみられる臨床研究の実施計画

を厚生労働省に申請し，7 月に臨床研究を実施して差し支えない

旨の通知を受けた。中央市民病院の役割として，対象患者の選定

や検査の一部実施，緊急時対応等の協力・支援のため，平成 25

年 2 月の倫理委員会において，臨床研究に協力するための審査を

行い承認された。（再掲）さらに，中央市民病院の周辺に開院し

た医療機関と定期的に連携会議を開催し，医療機能に応じて患者

の紹介・逆紹介を行うとともに，設置が計画されている医療機関

との連携について開院前より意見交換及び協議を行った。 

 

《周辺医療機関等との連携》 （平成 25 年度実績）（単位：人） 

 中央市民

病院 

西市民 

病院 

先端医療センターからの紹介患者数 665 37 

先端医療センターへの紹介患者数 473 108 

周辺医療機関※１からの紹介患者数 355 －  

周辺医療機関※１への紹介患者数 585 －  

 ※１ 周辺医療機関は神戸低侵襲がん医療センター，西記念ポート

アイランドリハビリテーション病院，一般財団法人神戸マリ

ナーズ厚生会ポートアイランド病院をいう。 

 

１ ３   

中期目標 
神戸医療産業都市構想への寄与として，特に中央市民病院は，臨床部門の核として，先端医療センターをはじめ，他の医療機関等と協力しあうとともに，臨床に応用される

段階になった医療については，安全性と倫理性への十分な配慮のもとにいちはやく市民に提供していくこと。 
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・先端医療センターとは，医療機能に応

じて相互に患者の紹介・逆紹介を行う

とともに，職員の人事交流も積極的に

行うなど，さらに効果的かつ効率的な

連携に取り組む。 

・職員の人事交流については，市民病院

機構と財団法人先端医療振興財団と

の間で円滑に交流できるよう制度構

築を図る。 

 

・先端医療センターとは，医療機能に

応じて相互に患者の紹介・逆紹介を

行うとともに，職員の人事交流も積

極的に行うなど，さらに効果的かつ

効率的な連携に取り組む。 

 

【先端医療センターとの人事交流】 

・市民病院機構と先端医療振興財団との間で円滑な人事交流を図る

ため「職員出向規程」を整備し，また，同規程に基づいて出向協

定を締結しており（在籍出向・先端医療振興財団へ 2 人），医師

以外の医療職についても，神戸市の定める「公益法人等への職員

の派遣等に関する条例」に基づき，人事交流を図った（先端医療

振興財団 11 人）。後期研修医については，先端医療センターと中

央市民病院との合同コースを継続し，効果的かつ効率的な連携に

取り組んだ。 
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第５ 予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画 

※財務諸表及び決算報告書を参照 

 

第６ 短期借入金の限度額 

 

中期計画 年度計画 実 績  

１ 限度額   10,000 百万円 

 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

（1）賞与の支給等による一時的な資金

不足への対応 

（2）予定外の退職者の発生に伴う退職

手当の支給等，偶発的な出費への対応 

 

１ 限度額 10,000 百万円 

 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

（1）賞与の支給等による一時的な資金

不足への対応 

（2）予定外の退職者の発生に伴う退職

手当の支給等，偶発的な出費への対応 

・平成 25 年度においては，短期借入金は発生しなかった。  

 

第７ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

 

中期計画 年度計画 実 績  

・中央市民病院の移転に伴う，現中央市

民病院の土地・建物の譲渡を含めた活

用を検討する。なお，医師公舎，看護

師宿舎の土地・建物についても，医

師・看護師の確保対策等に伴う整理・

再編による譲渡を含めた活用を検討

する。 

・医師公舎，看護師宿舎の土地・建物に

ついて，整理・再編による譲渡を含め

た活用を進める。 

【医師公舎等の活用】 

・港島寮（医師公舎・看護師宿舎）について，10 月に売却先を決定し，12 月

に売買契約書を締結した。 

・旧細田看護師宿舎（細田保育所との合築）の売却について，共有者のこども

家庭局と協議を行った。 
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第８ 剰余金の使途 

 

中期計画 年度計画 実 績  

・決算において剰余を生じた場合は，病

院施設の整備・修繕，医療機器の購入，

人材育成及び能力開発の充実等に充て

る。 

 

・決算において剰余を生じた場合は，

病院施設の整備・修繕，医療機器の

購入，人材育成及び能力開発の充実

等に充てる。 

・平成 25 年度決算によって生じた剰余金については，全て積み立てた。  

 

第９ 地方独立行政法人神戸市民病院機構の業務運営等に関する規則で定める業務運営に関する事項 

１ 施設及び設備に関する計画 

 

中期計画 年度計画 実 績  

施設及び設備に関する計画（平成 21 年度

～平成 25 年度） 

（単位：百万円） 

施設及び設備の内容 予定額 財源 

病院施設、医療機器等整備 総額     1,673  

神戸市長期借入金等 新中央市民病院施設，医療機器

等整備 

総額    39,570  

 1  

（注１） 金額については見込みである。 

（注２） 各事業年度の神戸市長期借入金

等の具体的な内容については，

各事業年度の予算編成過程にお

いて決定される 

 

施設及び設備に関する計画（平成 25

年度）   

   （単位：百万円） 

施設及び設備の内容 予定額 財源

病院施設，医療機器等
整備

総額　1,435

新中央市民病院施設，
医療機器等整備

総額　3,629

神戸市長期借入金等

 

施設及び設備に関する計画（平成 25 年度）         （単位：百万円） 

 

施設及び設備の内容 決定額 財源 

中央市民病院施設，医療機

器等整備及び新港島寮施

設整備費 

総額    

2,365 

神戸市長期借入金  1,777 

運営費交付金     500 

その他         88 

西市民病院施設，医療機器

等整備 

総額 

1,302 

神戸市長期借入金    176 

運営費交付金       1,113 

その他               13 
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第９ 地方独立行政法人神戸市民病院機構の業務運営等に関する規則で定める業務運営に関する事項 

２ 人事に関する計画 

 

中期計画 年度計画 実 績  

・医療需要の動向・変化に即応すること

ができるように，組織・職員配置のあ

り方を常に検証し，必要に応じて弾力

的な見直しを行う。 

・法人において，職員を補充・増員する

必要が生じた場合には，法人固有職員

の採用による対応を基本として，当中

期計画期間において，法人職員のうち

固有職員の割合が 5 割以上になるよう

に努める。 

・当中期計画期間において，事務局の組

織の柔軟な見直しと積極的なアウトソ

ーシングを検討する。 

・特に，新中央市民病院の整備・運営に

あたっては，ＰＦＩの導入により，医

療行為以外の幅広い部門において民間

活力の導入を図り，機動的かつ効率的

な執行体制を整備する。 

・医療需要の動向・変化に即応するこ

とができるように，組織・職員配置

のあり方を常に検証し，必要に応じ

て弾力的な見直しを行う。 

・法人職員に占める固有職員の割合に

ついては，中期計画に定めた目標の

５割以上を達成しているが，引き続

き，職員を補充・増員する必要が生

じた場合には，法人固有職員の採用

による対応を基本に取り組みを進め

さらなる固有化に努める。 

 

 

・新中央市民病院の運営にあたっては，

ＰＦＩの導入により，医療行為以外

の幅広い部門において民間活力の導

入を図り，機動的かつ効率的な執行

体制を継続する。 

 

・医療需要等に応じて，採用選考を実施し，年度途中採用も行うことにより，

柔軟な職員配置を行った（看護師，事務職員）。（再掲） 

・こうした結果，法人職員のうち固有職員の割合は，平成 26 年 3 月時点で 58.4％

となった。また，職員を補充・増員する必要が生じた場合には，法人固有職

員の採用による対応を基本として，採用選考を実施した。 

・職員の給与支払いについては，地方独立行政法人化以降，業務の効率化を図

るため，給与計算業務のアウトソーシングを継続実施した。また，年末調整

業務についても，人材派遣による対応を行った。 

 

 

 

 

 

・中央市民病院では，各診療科の医業収支の改善を図るため，ＳＰＣ及び経営

コンサルタント会社より経営支援業務として，診療科別・部門別・ＤＰＣ別

収支資料の作成が提案された。なお，診療科別収支資料については，各診療

科部長の意見をもとに見直し等を行い，12月からの院長ヒアリングにおいて，

各診療科の現状分析や特性の把握，今後の方針決定等に活用した。（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


